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導入済 検討中 予定なし

47 40 1 6
(100%) (85.1%) (2.1%) (12.8%)

20 18 0 2
(100%) (90.0%) (0.0%) (10.0%)

1,721 523 195 1,003
(100%) (30.4%) (11.3%) (58.3%)

1,788 581 196 1,011
(100%) (32.5%) (11.0%) (56.5%)

導入済 検討中 予定なし 導入済 検討中 予定なし 導入済 検討中 予定なし

47 34 1 12 41 0 6 32 2 13

(100%) (72.3%) (2.1%) (25.5%) (87.2%) (0.0%) (12.8%) (68.1%) (4.3%) (27.7%)

20 15 0 5 11 1 8 9 1 10

(100%) (75.0%) (0.0%) (25.0%) (55.0%) (5.0%) (40.0%) (45.0%) (5.0%) (50.0%)

1,721 814 148 759 1,218 140 363 211 117 1,393

(100%) (47.3%) (8.6%) (44.1%) (70.8%) (8.1%) (21.1%) (12.3%) (6.8%) (80.9%)

1,788 863 149 776 1,270 141 377 252 120 1,416

(100%) (48.3%) (8.3%) (43.4%) (71.0%) (7.9%) (21.1%) (14.1%) (6.7%) (79.2%)

導入済 検討中 予定なし 導入済 検討中 予定なし 導入済 検討中 予定なし

47 28 4 15 23 2 22 28 3 16

(100%) (59.6%) (8.5%) (31.9%) (48.9%) (4.3%) (46.8%) (59.6%) (6.4%) (34.0%)

20 6 0 14 3 0 17 5 1 14

(100%) (30.0%) (0.0%) (70.0%) (15.0%) (0.0%) (85.0%) (25.0%) (5.0%) (70.0%)

1,721 153 140 1,428 100 125 1,496 163 181 1,377

(100%) (8.9%) (8.1%) (83.0%) (5.8%) (7.3%) (86.9%) (9.5%) (10.5%) (80.0%)

1,788 187 144 1,457 126 127 1,535 196 185 1,407

(100%) (10.5%) (8.1%) (81.5%) (7.0%) (7.1%) (85.9%) (11.0%) (10.3%) (78.7%)

導入済 検討中 予定なし 導入済 検討中 予定なし

47 27 14 6 21 3 3

(100%) (57.4%) (29.8%) (12.8%) (77.8%) (11.1%) (11.1%)

20 6 9 5 2 1 3

(100%) (30.0%) (45.0%) (25.0%) (33.3%) (16.7%) (50.0%)

1,721 98 292 1,331 54 9 35

(100%) (5.7%) (17.0%) (77.3%) (55.1%) (9.2%) (35.7%)

1,788 131 315 1,342 77 13 41

(100%) (7.3%) (17.6%) (75.1%) (58.8%) (9.9%) (31.3%)

  （注４） （　）内の数字は団体区分中の割合を示す（端数処理のため割合の合計が100％に一致しない場合がある。）。

ただし、フレックスタイム制の「週休日のほか、勤務日を割り振らない日を設ける」については、導入状況で「導入済」

を選択した団体中の割合を示す。

指定都市

フレックスタイム制

表１　時差出勤制度、早出遅出制度及びフレックスタイム制の導入状況(令和７年４月１日現在)

区　　分 団体数
時差出勤制度

都道府県

市区町村

合　　計

区　　分 団体数
業務上の早出・遅出

区　　分 団体数
疲労蓄積防止のための早出・遅出 修学等のための早出・遅出 障害の特性等に応じた早出・遅出

通勤混雑緩和のための早出・遅出

都道府県

指定都市

市区町村

合　　計

育児・介護のための早出・遅出

都道府県

指定都市

市区町村

合　　計

区　　分 団体数

（フレックスタイム制を導入
している団体のうち）

週休日のほか、勤務日を
割り振らない日を設ける

導入状況

都道府県

指定都市

市区町村

合　　計

  （注３） 「１　時差出勤制度」を導入している団体において、「２ 各種早出遅出制度」について、時差出勤制度よりも広範な勤務時間パターンの

  　 設定を行っている場合等、制度を存続させている団体については、「導入済」となっている。

  （注１） 調査対象は、非現業の一般職に属する職員（会計年度任用職員を除く。）のうち、首長部局に勤務する職員で一般的には月曜日から 

 金曜日に勤務し、午前８時30分から午後５時15分の時間帯（それに準じた時間帯）に勤務時間が割り振られている者（交替制等勤務

　   職員は除く。）に適用される制度。

  （注２） 「１　時差出勤制度」とは、基本の勤務時間（例：８時30分から17時15分の時間帯）に加えて複数の勤務時間パターンを設定し、

 公務に支障がない範囲内で、職員の申告により勤務時間を割り振る制度を想定。申告に際して理由を問わない点で、 各種

   早出遅出制度とは異なる。令和6年度実施の調査から本項目を導入。
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【令和６年１月１日～令和６年12月31日
※
】 〔参考〕平均取得日数（日）

国 16.3 (16.2)

民 間 12.1 (11.0)

14.3 (14.3)

15.7 (16.0)

13.5 (13.4)

301名以上

(530団体)

101名以上
300名以下

(697団体)

100名以下

(494団体)

14.0 (14.0)

※年度単位で年次有給休暇を付与している団体については、「令和６年４月１日～令和７年３月31日」

（注１）調査対象は、首長部局に勤務する非現業の一般職に属する職員のうち、調査対象の全期間在職した者。

（注２）（　　）は、令和５年の平均取得日数。（民間の数値は、令和５年（又は令和４会計年度））

（注３）市区町村の内訳区分は、調査対象人数で区分している。

（参考）

指定都市

表２　年次有給休暇の取得状況(令和６年）

区　　分
平均取得日数

(日）

都道府県
出典 「令和７年国家公務員給与等実態調査」(人事院)

    「令和７年就労条件総合調査」(厚生労働省)

全　体

市区町村

14.0 (13.9)

12.5 (12.3)

12.1 (12.0)

11.7 

12.3 
12.6 

14.0 14.0 

11.8 

13.0 12.8 

14.3 14.3 

14.0 
14.2 

14.9 

16.0 15.7 

11.1 
11.5 

12.0 

13.4 
13.5 

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年

（日）
年次有給休暇の取得状況の推移

全 体 都道府県 指定都市 市区町村

都道府県

指定都市

全 体

市区町村

3



１　介護休暇制度の導入状況（令和７年４月１日現在）

団体区分 団体数 導入済 未導入

都道府県 47 47 0

指定都市 20 20 0

市区町村 1,721 1,721 0

合計 1,788 1,788 0

２　介護休暇の取得状況（令和６年度）

（単位：人）

配偶者 父母 子
配偶者
の父母

祖父母 兄弟姉妹 孫 その他

483 117 269 63 17 10 6 0 1

(31.4%) (24.2%) (55.7%) (13.0%) (3.5%) (2.1%) (1.2%) (0.0%) (0.2%)

1,054 84 617 274 41 15 17 2 4

(68.6%) (8.0%) (58.5%) (26.0%) (3.9%) (1.4%) (1.6%) (0.2%) (0.4%)

207 50 114 30 9 0 3 0 1

(36.2%) (24.2%) (55.1%) (14.5%) (4.3%) (0.0%) (1.4%) (0.0%) (0.5%)

365 31 206 111 9 3 5 0 0

(63.8%) (8.5%) (56.4%) (30.4%) (2.5%) (0.8%) (1.4%) (0.0%) (0.0%)

377 74 209 72 9 10 3 0 0

(32.2%) (19.6%) (55.4%) (19.1%) (2.4%) (2.7%) (0.8%) (0.0%) (0.0%)

792 61 430 254 20 14 10 1 2

(67.8%) (7.7%) (54.3%) (32.1%) (2.5%) (1.8%) (1.3%) (0.1%) (0.3%)

1,067 241 592 165 35 20 12 0 2

(32.6%) (22.6%) (55.5%) (15.5%) (3.3%) (1.9%) (1.1%) (0.0%) (0.2%)

2,211 176 1,253 639 70 32 32 3 6

(67.4%) (8.0%) (56.7%) (28.9%) (3.2%) (1.4%) (1.4%) (0.1%) (0.3%)

3,278 417 1,845 804 105 52 44 3 8

(100.0%) (12.7%) (56.3%) (24.5%) (3.2%) (1.6%) (1.3%) (0.1%) (0.2%)

（単位：人）

１月以下
１月超

２月以下
２月超
３月以下

３月超
４月以下

４月超
５月以下

５月超

483 236 69 47 25 17 89

(31.4%) (48.9%) (14.3%) (9.7%) (5.2%) (3.5%) (18.4%)

1,054 425 180 96 68 43 242

(68.6%) (40.3%) (17.1%) (9.1%) (6.5%) (4.1%) (23.0%)

207 83 41 22 11 8 42

(36.2%) (40.1%) (19.8%) (10.6%) (5.3%) (3.9%) (20.3%)

365 109 77 55 27 16 81

(63.8%) (29.9%) (21.1%) (15.1%) (7.4%) (4.4%) (22.2%)

377 211 56 35 16 14 45

(32.2%) (56.0%) (14.9%) (9.3%) (4.2%) (3.7%) (11.9%)

792 388 140 86 31 26 121

(67.8%) (49.0%) (17.7%) (10.9%) (3.9%) (3.3%) (15.3%)

1,067 530 166 104 52 39 176

(32.6%) (49.7%) (15.6%) (9.7%) (4.9%) (3.7%) (16.5%)

2,211 922 397 237 126 85 444

(67.4%) (41.7%) (18.0%) (10.7%) (5.7%) (3.8%) (20.1%)

3,278 1,452 563 341 178 124 620

(100.0%) (44.3%) (17.2%) (10.4%) (5.4%) (3.8%) (18.9%)

都道府県

男性職員

女性職員

表３　 介護休暇の状況

団体区分 区   分
介護休暇
取得者数

要介護者別の取得者数（職員との続柄別）

指定都市

男性職員

女性職員

市区町村

男性職員

女性職員

指定都市

男性職員

女性職員

合計

男性職員

女性職員

計

団体区分 区   分
介護休暇
取得者数

介護休暇の期間別の取得者数

都道府県

男性職員

女性職員

市区町村

男性職員

女性職員

合計

男性職員

女性職員

計

（注１) 　介護休暇取得者数は、令和６年度中に介護休暇を取得開始した職員数である。

（注２)　「要介護者別の取得者数」及び「介護休暇の期間別の取得者数」の（　）は、「介護休暇取得者数」に占める割合である

　 （端数処理のため、合計が100%とならない場合がある。）。

（注３)　「介護休暇取得者数」の団体区分ごとの（　）は、団体区分ごとの計に占める割合である（端数処理のため、合計が100%とならない場合がある。）。

（注４)　「介護休暇取得者数」の合計欄の（　）は、「計」に占める割合である（端数処理のため、合計が100%とならない場合がある。）。
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１　介護時間制度の導入状況（令和７年４月１日現在）

団体区分 団体数 導入済 未導入

都道府県 47 47 0

指定都市 20 20 0

市区町村 1,721 1,713 8

合計 1,788 1,780 8

２　介護時間の取得状況（令和６年度）

（単位：人）

配偶者 父母 子
配偶者
の父母

祖父母 兄弟姉妹 孫 その他

189 25 129 26 6 2 1 0 0

(31.3%) (13.2%) (68.3%) (13.8%) (3.2%) (1.1%) (0.5%) (0.0%) (0.0%)

415 21 247 113 26 4 4 0 0

(68.7%) (5.1%) (59.5%) (27.2%) (6.3%) (1.0%) (1.0%) (0.0%) (0.0%)

32 5 14 12 1 0 0 0 0

(23.7%) (15.6%) (43.8%) (37.5%) (3.1%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

103 13 49 39 2 0 0 0 0

(76.3%) (12.6%) (47.6%) (37.9%) (1.9%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

84 10 56 16 2 0 0 0 0

(23.6%) (11.9%) (66.7%) (19.0%) (2.4%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

272 15 137 97 10 7 5 0 1

(76.4%) (5.5%) (50.4%) (35.7%) (3.7%) (2.6%) (1.8%) (0.0%) (0.4%)

305 40 199 54 9 2 1 0 0

(27.9%) (13.1%) (65.2%) (17.7%) (3.0%) (0.7%) (0.3%) (0.0%) (0.0%)

790 49 433 249 38 11 9 0 1

(72.1%) (6.2%) (54.8%) (31.5%) (4.8%) (1.4%) (1.1%) (0.0%) (0.1%)

1,095 89 632 303 47 13 10 0 1

(100.0%) (8.1%) (57.7%) (27.7%) (4.3%) (1.2%) (0.9%) (0.0%) (0.1%)

（単位：人）

６月以下
６月超
１年以下

１年超
１年６月以下

１年６月超
２年以下

２年超
２年６月以下

２年６月超

189 105 38 9 25 1 11

(31.3%) (55.6%) (20.1%) (4.8%) (13.2%) (0.5%) (5.8%)

415 241 119 11 6 2 36

(68.7%) (58.1%) (28.7%) (2.7%) (1.4%) (0.5%) (8.7%)

32 20 9 0 0 1 2

(23.7%) (62.5%) (28.1%) (0.0%) (0.0%) (3.1%) (6.3%)

103 54 27 3 2 3 14

(76.3%) (52.4%) (26.2%) (2.9%) (1.9%) (2.9%) (13.6%)

84 60 14 0 0 2 8

(23.6%) (71.4%) (16.7%) (0.0%) (0.0%) (2.4%) (9.5%)

272 119 85 7 3 5 53

(76.4%) (43.8%) (31.3%) (2.6%) (1.1%) (1.8%) (19.5%)

305 185 61 9 25 4 21

(27.9%) (60.7%) (20.0%) (3.0%) (8.2%) (1.3%) (6.9%)

790 414 231 21 11 10 103

(72.1%) (52.4%) (29.2%) (2.7%) (1.4%) (1.3%) (13.0%)

1,095 599 292 30 36 14 124

(100.0%) (54.7%) (26.7%) (2.7%) (3.3%) (1.3%) (11.3%)

都道府県

男性職員

女性職員

表４　 介護時間の状況

団体区分 区   分
介護時間
取得者数

要介護者別の取得者数（職員との続柄別）

指定都市

男性職員

女性職員

市区町村

男性職員

女性職員

指定都市

男性職員

女性職員

合計

男性職員

女性職員

計

団体区分 区   分
介護時間
取得者数

介護時間の期間別の取得者数

都道府県

男性職員

女性職員

市区町村

男性職員

女性職員

合計

男性職員

女性職員

計

（注１)　 介護時間取得者数は、令和６年度中に介護時間を取得開始した職員数である。

（注２)　「要介護者別の取得者数」及び「介護時間の期間別の取得者数」の（　）は、「介護時間取得者数」に占める割合である

　 （端数処理のため、合計が100%とならない場合がある。）。

（注３)　「介護時間取得者数」の団体区分ごとの（　）は、団体区分ごとの計に占める割合である（端数処理のため、合計が100%とならない場合がある。）。

（注４)　「介護時間取得者数」の合計欄の（　）は、「計」に占める割合である（端数処理のため、合計が100%とならない場合がある。）。
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１　育児休業制度の条例制定状況（令和７年４月１日現在） （単位：団体）

制定済 未制定 制定済 未制定 制定済 未制定 制定済 未制定 制定済 未制定

47 47 0 46 0 47 0 1 0 47 0
(100%) (100.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%)

20 20 0 20 0 - - 20 0 20 0
(100%) (100.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%) - - (100.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%)

1,721 1,721 0 1,606 4 - - 423 0 1,702 3
(100%) (100.0%) (0.0%) (99.8%) (0.2%) - - (100.0%) (0.0%) (99.8%) (0.2%)

1,788 1,788 0 1,672 4 47 0 444 0 1,769 3

(100%) (100.0%) (0.0%) (99.8%) (0.2%) (100.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%) (99.8%) (0.2%)

２　部分休業制度の制定状況（令和７年４月１日現在） （単位：団体）

制定済 未制定 制定済 未制定 制定済 未制定 制定済 未制定 制定済 未制定

47 47 0 46 0 47 0 1 0 47 0
(100%) (100.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%)

20 20 0 20 0 - - 20 0 20 0
(100%) (100.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%) - - (100.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%)

1,721 1,721 0 1,606 4 - - 423 0 1,702 3
(100%) (100.0%) (0.0%) (99.8%) (0.2%) - - (100.0%) (0.0%) (99.8%) (0.2%)

1,788 1,788 0 1,672 4 47 0 444 0 1,769 3
(100%) (100.0%) (0.0%) (99.8%) (0.2%) (100.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%) (99.8%) (0.2%)

３　育児短時間勤務制度の制定状況（令和７年４月１日現在） （単位：団体）

制定済 未制定 制定済 未制定 制定済 未制定 制定済 未制定 制定済 未制定

47 47 0 46 0 47 0 1 0 47 0
(100%) (100.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%)

20 18 2 18 2 - - 18 2 19 1
(100%) (90.0%) (10.0%) (90.0%) (10.0%) - - (90.0%) (10.0%) (95.0%) (5.0%)

1,721 1,615 106 1,505 105 - - 391 32 1,596 109
(100%) (93.8%) (6.2%) (93.5%) (6.5%) - - (92.4%) (7.6%) (93.6%) (6.4%)

1,788 1,680 108 1,569 107 47 0 410 34 1,662 110
(100%) (94.0%) (6.0%) (93.6%) (6.4%) (100.0%) (0.0%) (92.3%) (7.7%) (93.8%) (6.2%)

（注）　（　）内の数字は団体区分中の割合を示す。また、該当部局が無い団体は除いている。

　（端数処理のため割合の合計が100％に一致しない場合がある。）

団体数

表５　育児休業等の制度制定状況

区　　分 団体数

一般行政部門 公営企業等 警察部門 消防部門 教育委員会

一般行政部門 公営企業等 警察部門 消防部門 教育委員会

都道府県

都道府県

指定都市

市区町村

合　　計

区　　分

教育委員会

都道府県

指定都市

指定都市

市区町村

合　　計

区　　分 団体数

一般行政部門

市区町村

合　　計

公営企業等 警察部門 消防部門
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１
　
育
児
休
業
の
取
得
者
数
等
（全

部
門
合
計
）

（１
）令

和
６
年
度
に
新
た
に
取
得
し
た
育
児
休
業

（
単
位
：
人
）

１
月

以
下

１
月
超

３
月
以
下

３
月
超

６
月
以
下

６
月
超

９
月
以
下

９
月
超

12
月
以
下

12
月
超

24
月
以
下

24
月
超

8,
49
0

4,
30
0

2,
17
8

96
9

1,
48
3

24
6

41

(4
7.
9%
)

(2
4.
3%
)

(1
2.
3%
)

(5
.5
%)

(8
.4
%)

(1
.4
%)

(0
.2
%)

13
1

20
3

54
7

1,
44
8

4,
79
1

8,
34
4

7,
14
0

(0
.6
%)

(0
.9
%)

(2
.4
%)

(6
.4
%)

(2
1.
2%
)

(3
6.
9%
)

(3
1.
6%
)

1,
95
2

1,
27
6

73
5

33
0

45
8

12
5

12

(3
9.
9%
)

(2
6.
1%
)

(1
5.
0%
)

(6
.8
%)

(9
.4
%)

(2
.6
%)

(0
.2
%)

26
20

16
4

48
4

1,
51
4

2,
74
8

1,
96
3

(0
.4
%)

(0
.3
%)

(2
.4
%)

(7
.0
%)

(2
1.
9%
)

(3
9.
7%
)

(2
8.
4%
)

5,
21
0

3,
21
3

1,
51
7

47
5

64
8

16
9

36

(4
6.
2%
)

(2
8.
5%
)

(1
3.
5%
)

(4
.2
%)

(5
.8
%)

(1
.5
%)

(0
.3
%)

52
14
1

37
2

88
6

4,
99
2

4,
81
9

4,
73
1

(0
.3
%)

(0
.9
%)

(2
.3
%)

(5
.5
%)

(3
1.
2%
)

(3
0.
1%
)

(2
9.
6%
)

15
,6
52

8,
78
9

4,
43
0

1,
77
4

2,
58
9

54
0

89

(4
6.
2%
)

(2
6.
0%
)

(1
3.
1%
)

(5
.2
%)

(7
.6
%)

(1
.6
%)

(0
.3
%)

20
9

36
4

1,
08
3

2,
81
8

11
,2
97

15
,9
11

13
,8
34

(0
.5
%)

(0
.8
%)

(2
.4
%)

(6
.2
%)

(2
4.
8%
)

(3
5.
0%
)

(3
0.
4%
)

（
注

１
）
　
「
育
児
休
業
取
得
者
数
」
に
は
、
令
和
５
年
度
以
前
に
育
児
休
業
等
が
取
得
可
能
と
な
り
、
令
和
６
年
度
か
ら
新
た
に
育
児
休
業
を
取
得
し
た
者
が
含
ま
れ
る
。

（
注

２
）
　
「
育
児
休
業
取
得
率
」
は
、
「
令
和
６
年
度
中
に
新
た
に
育
児
休
業
等
が
取
得
可
能
と
な
っ
た
職
員
数
」
に
占
め
る
「
育
児
休
業
取
得
者
数
」
の
割
合
で
あ
る
。

（
注

３
）
　

「
育
児
休
業
承
認
期
間
」
の
（
　
）
は
、
「
育
児
休
業
取
得
者
数
」
に
占
め
る
割
合
（
端
数
処
理

の
た
め
、
合
計
が
10
0%
と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
。

（
注

４
）
　
「
【
参
考
】
１
月
以
下
の
育
児
休
業
承
認
期
間
の
内
訳
（
男
性
職
員
）
」
の
（
　
）
は
、
「
合
計
」
の
「
男
性
職
員
」
の
「
育
児
休
業
取
得
者
」
に
占
め
る
割
合
で
あ
る
。
　

【
参
考
】

１
月
以
下
の
育
児
休

業
承
認
期
間
の
内
訳

（
男
性
職
員
）

１
週
間
未
満

１
週
間
以
上
 ２
週
間
未
満

２
週
間
以
上
 １
月
以
下

1,
13
6

2,
18
5

12
,3
31

(3
.4
%)
 

(6
.5
%)
 

(3
6.
4%
) 

合
　
計

男
性
職
員

5
7
,
8
6
4

3
3
,
8
6
3

5
8
.
5
%

女
性
職
員

4
5
,
2
6
5

4
5
,
5
1
6

1
0
0
.
6
%

市
区
町
村

男
性
職
員

1
8
,
4
6
7

1
1
,
2
6
8

6
1
.
0
%

女
性
職
員

1
5
,
9
6
6

1
5
,
9
9
3

1
0
0
.
2
%

指
定
都
市

男
性
職
員

7
,
8
6
2

4
,
8
8
8

6
2
.
2
%

女
性
職
員

6
,
9
3
7

6
,
9
1
9

9
9
.
7
%

表
６
　
育
児
休
業
の
取
得
状
況
（令

和
６
年
度
）

令
和
６

年
度

中
に

新
た
に

育
児

休
業

等
が
取

得
可

能
と

な
っ

た
職

員
数

育
児

休
業

取
得

者
数

育
児

休
業

取
得

率

育
　
児
　
休
　
業
　
承
　
認
　
期
　
間

都
道
府
県

男
性
職
員

3
1
,
5
3
5

1
7
,
7
0
7

5
6
.
2
%

女
性
職
員

2
2
,
3
6
2

2
2
,
6
0
4

1
0
1
.
1
%
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（２
）令

和
６
年
度
に
新
た
に
取
得
し
た
育
児
休
業
の
内
訳

（
単
位
：
人
）

合
計

１
週

間
未

満
１

週
間

以
上

２
週

間
未

満
２
週
間
以
上

１
月
以
下

１
月
超

57
日
以
下

合
計

１
週
間
未
満

１
週
間
以
上

２
週
間
未
満

２
週
間
以
上

１
月
以
下

１
月
超

6,
81
2

36
9

87
1

4,
40
1

1,
17
1

10
,8
95

22
9

39
9

2,
22
1

8,
04
6

(3
8.
5%
)

(5
.4
%)

(1
2.
8%
)

(6
4.
6%
)

(1
7.
2%
)

(6
1.
5%
)

(2
.1
%)

(3
.7
%)

(2
0.
4%
)

(7
3.
9%
)

9
1

4
2

2
22
,5
95

15
41

68
22
,4
71

(0
.0
4%
)

(1
1.
1%
)

(4
4.
4%
)

(2
2.
2%
)

(2
2.
2%
)

(9
9.
96
%)

(0
.1
%)

(0
.2
%)

(0
.3
%)

(9
9.
5%
)

1,
60
3

10
9

21
0

99
0

29
4

3,
28
5

51
95

49
7

2,
64
2

(3
2.
8%
)

(6
.8
%)

(1
3.
1%
)

(6
1.
8%
)

(1
8.
3%
)

(6
7.
2%
)

(1
.6
%)

(2
.9
%)

(1
5.
1%
)

(8
0.
4%
)

10
0

1
5

4
6,
90
9

0
5

15
6,
88
9

(0
.1
%)

(0
.0
%)

(1
0.
0%
)

(5
0.
0%
)

(4
0.
0%
)

(9
9.
9%
)

(0
.0
%)

(0
.1
%)

(0
.2
%)

(9
9.
7%
)

4,
33
1

27
1

41
7

2,
85
0

79
3

6,
93
7

10
7

19
3

1,
37
2

5,
26
5

(3
8.
4%
)

(6
.3
%)

(9
.6
%)

(6
5.
8%
)

(1
8.
3%
)

(6
1.
6%
)

(1
.5
%)

(2
.8
%)

(1
9.
8%
)

(7
5.
9%
)

5
0

0
1

4
15
,9
88

8
9

34
15
,9
37

(0
.0
3%
)

(0
.0
0%
)

(0
.0
0%
)

(2
0.
0%
)

(8
0.
0%
)

(1
00
.0
%)

(0
.0
5%
)

(0
.0
6%
)

(0
.2
%)

(9
9.
7%
)

12
,7
46

74
9

1,
49
8

8,
24
1

2,
25
8

21
,1
17

38
7

68
7

4,
09
0

15
,9
53

(3
7.
6%
)

(5
.9
%)

(1
1.
8%
)

(6
4.
7%
)

(1
7.
7%
)

(6
2.
4%
)

(1
.8
%)

(3
.3
%)

(1
9.
4%
)

(7
5.
5%
)

24
1

5
8

10
45
,4
92

23
55

11
7

45
,2
97

(0
.1
%)

(4
.2
%)

(2
0.
8%
)

(3
3.
3%
)

(4
1.
7%
)

(9
9.
9%
)

(0
.1
%)

(0
.1
%)

(0
.3
%)

(9
9.
6%
)

（
注
１
）
　

「
育
児
休
業
取
得
者
数
」
に
は
、
令
和
５
年
度
以
前
に
育
児
休
業
等
が
取
得
可
能
と
な
り
、
令
和
６
年
度
か

ら
新
た
に
育
児
休
業
を
取
得
し
た
者
が
含
ま
れ
る
。

（
注
２
）
　
「
育
児
休
業
承
認
期
間
」
「
合
計
」
の
（
　
）
は
、
「
育
児
休
業
取
得
者
数
」
に
占
め
る
各
区
分
の
割
合
（

端
数
処
理
の
た
め
、
合
計
が
10
0%
と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
。

（
注
３
）
　
「
育
児
休
業
承
認
期
間
」
各
期
間
の
（
　
）
は
、
各
区
分
の
「
合
計
」
に
占
め
る
各
期
間
の
割
合
で
あ
る
。

市
区
町
村

男
性
職
員

1
1
,
2
6
8

女
性
職
員

1
5
,
9
9
3

合
　
計

男
性
職
員

3
3
,
8
6
3

女
性
職
員

4
5
,
5
1
6

都
道
府
県

男
性
職
員

1
7
,
7
0
7

女
性
職
員

2
2
,
6
0
4

指
定
都
市

男
性
職
員

4
,
8
8
8

女
性
職
員

6
,
9
1
9

表
６
　
育
児
休
業
の
取
得
状
況
（令

和
６
年
度
）

育
児
休
業

取
得
者
数

令
和

６
年

度
に

新
た

に
取

得
し

た
育

児
休

業
（

１
回
目
の
育
児
休
業
の
う
ち
、

出
生

後
57
日

以
内

に
終

了
す

る
も
の
。
）

令
和
６
年
度
に
新
た
に
取
得
し
た
育
児
休
業
（
１
回
目
の
育
児
休
業
の
う
ち
、

出
生
後
57
日
以
内
に
終
了
し
な
い
も
の
。
）

育
　

児
　

休
　

業
　

承
　

認
　

期
　
間

育
　
児
　
休
　
業
　
承
　
認
　
期
　
間

8



（３
）令

和
６
年
度
に
再
度
取
得
し
た
育
児
休
業

（
単
位
：
人
）

合
計

１
月

以
下

１
月

超
３

月
以

下
３
月
超

６
月
以
下

６
月
超

９
月
以
下

９
月
超

12
月
以
下

12
月
超

24
月
以
下

24
月
超

82
8

21
0

11
0

50
48

11
6

(6
5.
6%
)

(1
6.
6%
)

(8
.7
%)

(4
.0
%)

(3
.8
%)

(0
.9
%)

(0
.5
%)

66
33

52
44

81
41

3

(2
0.
6%
)

(1
0.
3%
)

(1
6.
3%
)

(1
3.
8%
)

(2
5.
3%
)

(1
2.
8%
)

(0
.9
%)

33
0

10
7

61
18

25
6

2

(6
0.
1%
)

(1
9.
5%
)

(1
1.
1%
)

(3
.3
%)

(4
.6
%)

(1
.1
%)

(0
.4
%)

20
12

24
19

35
13

0

(1
6.
3%
)

(9
.8
%)

(1
9.
5%
)

(1
5.
4%
)

(2
8.
5%
)

(1
0.
6%
)

(0
.0
%)

95
0

28
8

15
3

42
52

10
5

(6
3.
3%
)

(1
9.
2%
)

(1
0.
2%
)

(2
.8
%)

(3
.5
%)

(0
.7
%)

(0
.3
%)

29
21

43
23

30
28

2

(1
6.
5%
)

(1
1.
9%
)

(2
4.
4%
)

(1
3.
1%
)

(1
7.
0%
)

(1
5.
9%
)

(1
.1
%)

2,
10
8

60
5

32
4

11
0

12
5

27
13

(6
3.
6%
)

(1
8.
3%
)

(9
.8
%)

(3
.3
%)

(3
.8
%)

(0
.8
%)

(0
.4
%)

11
5

66
11
9

86
14
6

82
5

(1
8.
6%
)

(1
0.
7%
)

(1
9.
2%
)

(1
3.
9%
)

(2
3.
6%
)

(1
3.
2%
)

(0
.8
%)

（
注
）
　
「
育
児
休
業
承
認
期
間
」
の
（
　
）
は
、
「
合
計
」
に
占
め
る
割
合
（
端
数
処
理
の
た
め

、
合
計
が
10
0%
と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
。
）
で
あ
る
。

指
定
都
市

男
性
職
員

5
4
9

1
2

女
性
職
員

1
2
3

4
9

合
　
計

男
性
職
員

3
,
3
1
2

1
3
9

女
性
職
員

6
1
9

3
6
2

市
区
町
村

男
性
職
員

1
,
5
0
0

6
9

女
性
職
員

1
7
6

1
8
1

表
６
　
育
児
休
業
の
取
得
状
況
（令

和
６
年
度
）

再
び
育
児
休
業
を
取
得
し
た
も
の

（
条

例
で

定
め

る
特
別
の
事
情
に
よ
る
再
度
の
取
得
を
除
く
）

条
例
で
定
め
る

特
別
の
事
情
に

よ
る
再
度
の

取
得

育
　
児
　
休
　
業
　
承
　
認
　
期
　
間

都
道
府
県

男
性
職
員

1
,
2
6
3

5
8

女
性
職
員

3
2
0

1
3
2
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〇
　
令
和
６
年
度
中
に
新
た
に
取
得
し
た
育
児
休
業
（
一
般
行
政
部
門
）

（
単
位
：
人
）

１
月

以
下

１
月

超
３

月
以

下
３
月
超

６
月
以
下

６
月
超

９
月
以
下

９
月
超

1
2
月
以
下

1
2
月
超

2
4
月
以
下

2
4
月
超

1
,
7
7
4

1
,
0
6
5

6
5
4

2
3
5

3
7
3

7
2

1
2

(
4
2
.
4
%
)

(
2
5
.
4
%
)

(
1
5
.
6
%
)

(
5
.
6
%
)

(
8
.
9
%
)

(
1
.
7
%
)

(
0
.
3
%
)

3
2

2
7

7
6

2
6
9

9
5
3

1
,
0
4
8

4
6
9

(
1
.
1
%
)

(
0
.
9
%
)

(
2
.
6
%
)

(
9
.
4
%
)

(
3
3
.
2
%
)

(
3
6
.
5
%
)

(
1
6
.
3
%
)

7
7
5

5
5
9

3
2
9

1
3
7

1
9
1

6
8

5

(
3
7
.
5
%
)

(
2
7
.
1
%
)

(
1
5
.
9
%
)

(
6
.
6
%
)

(
9
.
3
%
)

(
3
.
3
%
)

(
0
.
2
%
)

7
5

5
1

1
9
4

6
5
7

9
7
8

6
7
3

(
0
.
3
%
)

(
0
.
2
%
)

(
2
.
0
%
)

(
7
.
6
%
)

(
2
5
.
6
%
)

(
3
8
.
1
%
)

(
2
6
.
2
%
)

3
,
4
0
7

2
,
2
5
9

1
,
1
9
6

3
7
9

5
2
3

1
3
8

3
4

(
4
2
.
9
%
)

(
2
8
.
5
%
)

(
1
5
.
1
%
)

(
4
.
8
%
)

(
6
.
6
%
)

(
1
.
7
%
)

(
0
.
4
%
)

2
7

8
8

2
4
9

6
0
8

3
,
4
2
1

3
,
5
5
4

3
,
3
8
3

(
0
.
2
%
)

(
0
.
8
%
)

(
2
.
2
%
)

(
5
.
4
%
)

(
3
0
.
2
%
)

(
3
1
.
4
%
)

(
2
9
.
9
%
)

5
,
9
5
6

3
,
8
8
3

2
,
1
7
9

7
5
1

1
,
0
8
7

2
7
8

5
1

(
4
2
.
0
%
)

(
2
7
.
4
%
)

(
1
5
.
4
%
)

(
5
.
3
%
)

(
7
.
7
%
)

(
2
.
0
%
)

(
0
.
4
%
)

6
6

1
2
0

3
7
6

1
,
0
7
1

5
,
0
3
1

5
,
5
8
0

4
,
5
2
5

(
0
.
4
%
)

(
0
.
7
%
)

(
2
.
2
%
)

(
6
.
4
%
)

(
3
0
.
0
%
)

(
3
3
.
3
%
)

(
2
7
.
0
%
)

（
注
１
）
 「

育
児
休
業
取
得
者
数
」
に
は
、
令
和
５
年
度
以
前
に
育
児
休
業
等
が
取
得
可
能
と
な
り
、
令
和
６
年
度
か
ら
新
た
に
育
児
休
業
を
取
得
し
た
者
が
含
ま
れ
る
。

（
注
２
）
 「

育
児
休
業
取
得
率
」
は
、
「
令
和
６
年
度
中
に
新
た
に
育
児
休
業
等
が
取
得
可
能
と
な
っ
た
職
員
数
」
に
占
め
る
「
育
児
休
業
取
得
者
数
」
の
割
合
で
あ
る
。

（
注
３
）
 「

育
児
休
業
承
認
期
間
」
の
（
　
）
は
、
「
育
児
休
業
取
得
者
数
」
に
占
め
る
割
合
（
端
数
処
理
の
た
め
、
合
計
が
10
0%
と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
。

（
注
４
）
 「

【
参
考
】
１
月
以
下
の
育
児
休
業
承
認
期
間
の
内
訳
（
男
性
職
員
）
」
の
（
　
）
は
、
「
合
計
」
の
「
男
性
職
員
」
の
「
育
児
休
業
取
得
者
」
に
占
め
る
割
合
で
あ
る
。
　

（
注
５
）
 「

【
参
考
】
１
月
以
下
の
育
児
休
業
承
認
期
間
の
内
訳
（
男
性
職
員
）
」
に
つ
い
て
は
、
令
和
６
年
度
中
に
新
た
に
育
児
休
業
を
取
得
し
た
職
員
で
年
度
中
に
同
一
の
子
に
つ
い
て

２
回
以
上
育
児
休
業
を
し
た
期
間
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
期
間
を
合
算
し
た
上
で
計
上
（
月
数
計
算
は
育
児
休
業
取
得
日
数
を
30
で
除
し
小
数
点
第
２
位
で
四
捨
五
入
し
た
値
で
計
上
）
。

そ
の
た
め
、
上
段
表
の
育
児
休
業
の
承
認
期
間
（
１
月
以
下
）
の
人
数
と
は
一
致
し
な
い
。

表
６
－
１
　
育
児
休
業
の
取
得
状
況
（
令
和
６
年
度
・
一
般
行
政
部
門
）

令
和

６
年

度
中

に
新

た
に

育
児

休
業

等
が

取
得

可
能

と
な

っ
た

職
員

数

育
児

休
業

取
得

者
数

育
児

休
業

取
得

率

育
　
児
　
休
　
業
　
承
　
認
　
期
　
間

都
道
府
県

男
性

職
員

4
,
8
4
7

4
,
1
8
5

8
6
.
3
%

女
性

職
員

2
,
8
2
3

2
,
8
7
4

1
0
1
.
8
%

指
定
都
市

男
性

職
員

2
,
4
1
6

2
,
0
6
4

8
5
.
4
%

女
性

職
員

2
,
5
8
0

2
,
5
6
5

9
9
.
4
%

市
区
町
村

男
性

職
員

1
1
,
6
4
9

7
,
9
3
6

6
8
.
1
%

女
性

職
員

1
1
,
3
0
8

1
1
,
3
3
0

1
0
0
.
2
%

合
　
計

男
性

職
員

1
8
,
9
1
2

1
4
,
1
8
5

7
5
.
0
%

女
性

職
員

1
6
,
7
1
1

1
6
,
7
6
9

1
0
0
.
3
%

【
参

考
】

１
月
以

下
の

育
児

休
業

承
認

期
間

の
内

訳
（

男
性

職
員

）

１
週

間
未

満
１

週
間

以
上

２
週

間
未

満
２

週
間

以
上

 １
月

以
下

2
9
6

6
2
6

4
,
3
9
5

(
2
.
1
%
)
 

(
4
.
4
%
)
 

(
3
1
.
0
%
)
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〇
　
令
和
６
年
度
中
に
新
た
に
取
得
し
た
育
児
休
業
（
公
営
企
業
等
）

（
単

位
：

人
）

１
月
以
下

１
月
超

３
月
以
下

３
月

超
６
月

以
下

６
月

超
９

月
以

下
９

月
超

12
月

以
下

1
2
月

超
2
4
月

以
下

2
4
月

超

2
9
4

2
3
1

1
2
9

4
2

6
6

8
3

(
3
8
.
0
%
)

(
2
9
.
9
%
)

(
1
6
.
7
%
)

(
5
.
4
%
)

(
8
.
5
%
)

(
1
.
0
%
)

(
0
.
4
%
)

3
9

4
0

7
9

4
4
8

4
6
8

7
0
3

(
0
.
2
%
)

(
0
.
5
%
)

(
2
.
3
%
)

(
4
.
5
%
)

(
2
5
.
6
%
)

(
2
6
.
7
%
)

(
4
0
.
2
%
)

2
6
3

1
4
6

9
9

3
5

3
4

6
2

(
4
5
.
0
%
)

(
2
5
.
0
%
)

(
1
6
.
9
%
)

(
6
.
0
%
)

(
5
.
8
%
)

(
1
.
0
%
)

(
0
.
3
%
)

1
5

8
3
1

4
1

1
2
3

9
4

1
7
0

(
3
.
1
%
)

(
1
.
7
%
)

(
6
.
4
%
)

(
8
.
5
%
)

(
2
5
.
5
%
)

(
1
9
.
5
%
)

(
3
5
.
3
%
)

6
0
4

4
1
6

1
5
5

4
7

6
6

1
1

0

(
4
6
.
5
%
)

(
3
2
.
0
%
)

(
1
1
.
9
%
)

(
3
.
6
%
)

(
5
.
1
%
)

(
0
.
8
%
)

(
0
.
0
%
)

2
0

3
5

8
7

1
9
4

1
,
1
3
0

7
4
3

8
9
3

(
0
.
6
%
)

(
1
.
1
%
)

(
2
.
8
%
)

(
6
.
3
%
)

(
3
6
.
4
%
)

(
2
4
.
0
%
)

(
2
8
.
8
%
)

1
,
1
6
1

7
9
3

3
8
3

1
2
4

1
6
6

2
5

5

(
4
3
.
7
%
)

(
2
9
.
8
%
)

(
1
4
.
4
%
)

(
4
.
7
%
)

(
6
.
2
%
)

(
0
.
9
%
)

(
0
.
2
%
)

3
8

5
2

1
5
8

3
1
4

1
,
7
0
1

1
,
3
0
5

1
,
7
6
6

(
0
.
7
%
)

(
1
.
0
%
)

(
3
.
0
%
)

(
5
.
9
%
)

(
3
1
.
9
%
)

(
2
4
.
5
%
)

(
3
3
.
1
%
)

（
注

１
）

　
「

育
児

休
業

取
得

者
数

」
に

は
、

令
和

５
年
度
以
前
に
育
児
休
業
等
が
取
得
可
能
と
な
り
、
令
和
６
年
度
か
ら
新
た

に
育
児
休
業
を
取
得
し
た
者
が
含
ま
れ
る
。

（
注

２
）

　
「

育
児

休
業

取
得

率
」

は
、

「
令

和
６

年
度
中
に
新
た
に
育
児
休
業
等
が
取
得
可
能
と
な
っ
た
職
員
数
」
に
占
め
る

「
育
児
休
業
取
得
者
数
」
の
割
合
で
あ
る
。

（
注

３
）

　
「

育
児

休
業

承
認

期
間

」
の

（
　

）
は

、
「
育
児
休
業
取
得
者
数
」
に
占
め
る
割
合
（
端
数
処
理
の
た
め
、
合
計
が
10
0%
と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
。

（
注

４
）

　
「

【
参

考
】

１
月

以
下

の
育

児
休

業
承

認
期
間
の
内
訳
（
男
性
職
員
）
」
の
（
　
）
は
、
「
合
計
」
の
「
男
性
職
員

」
の
「
育
児
休
業
取
得
者
」
に
占
め
る
割
合
で
あ
る
。
　

表
６
－
２
　
育
児
休
業
の
取
得
状
況
（令

和
６
年
度
・公

営
企
業
等
）

令
和
６
年
度
中

に
新
た
に
育
児

休
業
等
が
取
得

可
能
と
な
っ
た

職
員
数

育
児
休
業

取
得
者
数

育
児
休
業

取
得
率

育
　

児
　

休
　

業
　

承
　

認
　

期
　

間

都
道
府
県

男
性
職
員

1
,0

9
7

77
3

70
.5
%

女
性
職
員

1
,7

5
5

1,
75
0

99
.7
%

指
定
都
市

男
性
職
員

72
1

58
5

81
.1
%

女
性
職
員

47
8

48
2

10
0.
8%

市
区
町
村

男
性
職
員

2
,3

1
9

1,
29
9

56
.0
%

女
性
職
員

3
,1

0
0

3,
10
2

10
0.
1%

合
　
計

男
性
職
員

4
,1

3
7

2,
65
7

64
.2
%

女
性
職
員

5
,3

3
3

5,
33
4

10
0.
0%

【
参
考
】

１
月
以
下
の
育
児
休
業

承
認
期
間
の
内
訳

（
男
性
職
員
）

１
週

間
未

満
１

週
間

以
上

２
週

間
未

満
２

週
間

以
上

 １
月

以
下

8
4

1
3
4

9
4
3

(
3
.
2
%
)
 

(
5
.
0
%
)
 

(
3
5
.
5
%
)
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〇
　
令
和
６
年
度
中
に
新
た
に
取
得
し
た
育
児
休
業
（
警
察
部
門
）

（
単

位
：

人
）

１
月
以
下

１
月
超

３
月
以
下

３
月

超
６
月

以
下

６
月

超
９

月
以

下
９

月
超

12
月

以
下

1
2
月

超
2
4
月

以
下

2
4
月

超

4
,
8
3
2

1
,
7
0
6

2
8
5

6
3

7
3

2
0

1
1

(
6
9
.
1
%
)

(
2
4
.
4
%
)

(
4
.
1
%
)

(
0
.
9
%
)

(
1
.
0
%
)

(
0
.
3
%
)

(
0
.
2
%
)

3
7

4
4

1
1
3

3
6
1

4
4
1

1
,
1
8
3

(
0
.
1
%
)

(
0
.
3
%
)

(
2
.
0
%
)

(
5
.
3
%
)

(
1
6
.
8
%
)

(
2
0
.
5
%
)

(
5
5
.
0
%
)

4
,
8
3
2

1
,
7
0
6

2
8
5

6
3

7
3

2
0

1
1

(
6
9
.
1
%
)

(
2
4
.
4
%
)

(
4
.
1
%
)

(
0
.
9
%
)

(
1
.
0
%
)

(
0
.
3
%
)

(
0
.
2
%
)

3
7

4
4

1
1
3

3
6
1

4
4
1

1
,
1
8
3

(
0
.
1
%
)

(
0
.
3
%
)

(
2
.
0
%
)

(
5
.
3
%
)

(
1
6
.
8
%
)

(
2
0
.
5
%
)

(
5
5
.
0
%
)

（
注

１
）

　
「

育
児

休
業

取
得

者
数

」
に

は
、

令
和

５
年
度
以
前
に
育
児
休
業
等
が
取
得
可
能
と
な
り
、
令
和
６
年
度
か
ら
新
た

に
育
児
休
業
を
取
得
し
た
者
が
含
ま
れ
る
。

（
注

２
）

　
「

育
児

休
業

取
得

率
」

は
、

「
令

和
６

年
度
中
に
新
た
に
育
児
休
業
等
が
取
得
可
能
と
な
っ
た
職
員
数
」
に
占
め
る

「
育
児
休
業
取
得
者
数
」
の
割
合
で
あ
る
。

（
注

３
）

　
「

育
児

休
業

承
認

期
間

」
の

（
　

）
は

、
「
育
児
休
業
取
得
者
数
」
に
占
め
る
割
合
（
端
数
処
理
の
た
め
、
合
計
が
10
0%
と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
。

（
注

４
）

　
「

【
参

考
】

１
月

以
下

の
育

児
休

業
承

認
期
間
の
内
訳
（
男
性
職
員
）
」
の
（
　
）
は
、
「
合
計
」
の
「
男
性
職
員

」
の
「
育
児
休
業
取
得
者
」
に
占
め
る
割
合
で
あ
る
。
　

【
参
考
】

１
月
以
下
の
育
児
休
業

承
認
期
間
の
内
訳

（
男
性
職
員
）

１
週

間
未

満
１

週
間

以
上

２
週

間
未

満
２

週
間

以
上

 １
月

以
下

2
9
0

7
5
4

3
,
7
8
8

(
4
.
1
%
)
 

(
1
0
.
8
%
)
 

(
5
4
.
2
%
)
 

合
　
計

男
性
職
員

10
,
92

0
6,
99
0

64
.0
%

女
性
職
員

2
,1

3
1

2,
15
2

10
1.
0%

市
区
町
村

男
性
職
員

女
性
職
員

指
定
都
市

男
性
職
員

女
性
職
員

都
道
府
県

男
性
職
員

10
,
92

0
6,
99
0

64
.0
%

女
性
職
員

2
,1

3
1

2,
15
2

10
1.
0%

表
６
－
３
　
育
児
休
業
の
取
得
状
況
（令

和
６
年
度
・警

察
部
門
）

令
和
６
年
度
中

に
新
た
に
育
児

休
業
等
が
取
得

可
能
と
な
っ
た

職
員
数

育
児
休
業

取
得
者
数

育
児
休
業

取
得
率

育
　

児
　

休
　

業
　

承
　

認
　

期
　

間

12



〇
　
令
和
６
年
度
中
に
新
た
に
取
得
し
た
育
児
休
業
（
消
防
部
門
）

（
単

位
：

人
）

１
月
以
下

１
月
超

３
月
以
下

３
月

超
６
月

以
下

６
月

超
９

月
以

下
９

月
超

12
月

以
下

1
2
月

超
2
4
月

以
下

2
4
月

超

1
1
8

1
2
6

8
1

3
0

2
8

3
2

(
3
0
.
4
%
)

(
3
2
.
5
%
)

(
2
0
.
9
%
)

(
7
.
7
%
)

(
7
.
2
%
)

(
0
.
8
%
)

(
0
.
5
%
)

1
1

4
5

4
1
0

3
8

(
1
.
6
%
)

(
1
.
6
%
)

(
6
.
3
%
)

(
7
.
9
%
)

(
6
.
3
%
)

(
1
5
.
9
%
)

(
6
0
.
3
%
)

5
0
5

2
6
7

6
7

1
0

1
9

5
0

(
5
7
.
8
%
)

(
3
0
.
6
%
)

(
7
.
7
%
)

(
1
.
1
%
)

(
2
.
2
%
)

(
0
.
6
%
)

(
0
.
0
%
)

0
1

3
2

2
2

1
5

1
1

(
0
.
0
%
)

(
1
.
9
%
)

(
5
.
6
%
)

(
3
.
7
%
)

(
4
0
.
7
%
)

(
2
7
.
8
%
)

(
2
0
.
4
%
)

9
0
6

3
4
2

7
8

1
6

1
7

7
0

(
6
6
.
3
%
)

(
2
5
.
0
%
)

(
5
.
7
%
)

(
1
.
2
%
)

(
1
.
2
%
)

(
0
.
5
%
)

(
0
.
0
%
)

1
3

5
1
0

4
4

3
1

1
8

(
0
.
9
%
)

(
2
.
7
%
)

(
4
.
5
%
)

(
8
.
9
%
)

(
3
9
.
3
%
)

(
2
7
.
7
%
)

(
1
6
.
1
%
)

1
,
5
2
9

7
3
5

2
2
6

5
6

6
4

1
5

2

(
5
8
.
2
%
)

(
2
8
.
0
%
)

(
8
.
6
%
)

(
2
.
1
%
)

(
2
.
4
%
)

(
0
.
6
%
)

(
0
.
1
%
)

2
5

1
2

1
7

7
0

5
6

6
7

(
0
.
9
%
)

(
2
.
2
%
)

(
5
.
2
%
)

(
7
.
4
%
)

(
3
0
.
6
%
)

(
2
4
.
5
%
)

(
2
9
.
3
%
)

（
注

１
）

　
「

育
児

休
業

取
得

者
数

」
に

は
、

令
和

５
年
度
以
前
に
育
児
休
業
等
が
取
得
可
能
と
な
り
、
令
和
６
年
度
か
ら
新
た

に
育
児
休
業
を
取
得
し
た
者
が
含
ま
れ
る
。

（
注

２
）

　
「

育
児

休
業

取
得

率
」

は
、

「
令

和
６

年
度
中
に
新
た
に
育
児
休
業
等
が
取
得
可
能
と
な
っ
た
職
員
数
」
に
占
め
る

「
育
児
休
業
取
得
者
数
」
の
割
合
で
あ
る
。

（
注

３
）

　
「

育
児

休
業

承
認

期
間

」
の

（
　

）
は

、
「
育
児
休
業
取
得
者
数
」
に
占
め
る
割
合
（
端
数
処
理
の
た
め
、
合
計
が
10
0%
と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
。

（
注

４
）

　
「

【
参

考
】

１
月

以
下

の
育

児
休

業
承

認
期
間
の
内
訳
（
男
性
職
員
）
」
の
（
　
）
は
、
「
合
計
」
の
「
男
性
職
員

」
の
「
育
児
休
業
取
得
者
」
に
占
め
る
割
合
で
あ
る
。
　

【
参
考
】

１
月
以
下
の
育
児
休
業

承
認
期
間
の
内
訳

（
男
性
職
員
）

１
週

間
未

満
１

週
間

以
上

２
週

間
未

満
２

週
間

以
上

 １
月

以
下

1
0
5

1
7
0

1
,
2
5
4

(
4
.
0
%
)
 

(
6
.
5
%
)
 

(
4
7
.
7
%
)
 

合
　
計

男
性
職
員

5
,5

7
7

2,
62
7

47
.1
%

女
性
職
員

22
2

22
9

10
3.
2%

市
区
町
村

男
性
職
員

3
,3

8
3

1,
36
6

40
.4
%

女
性
職
員

11
2

11
2

10
0.
0%

指
定
都
市

男
性
職
員

1
,6

2
7

87
3

53
.7
%

女
性
職
員

54
54

10
0.
0%

都
道
府
県

男
性
職
員

56
7

38
8

68
.4
%

女
性
職
員

56
63

11
2.
5%

表
６
－
４
　
育
児
休
業
の
取
得
状
況
（令

和
６
年
度
・消

防
部
門
）

令
和
６
年
度
中

に
新
た
に
育
児

休
業
等
が
取
得

可
能
と
な
っ
た

職
員
数

育
児
休
業

取
得
者
数

育
児
休
業

取
得
率

育
　

児
　

休
　

業
　

承
　

認
　

期
　

間

13



〇
　
令
和
６
年
度
中
に
新
た
に
取
得
し
た
育
児
休
業
（
教
育
委
員
会
）

（
単

位
：

人
）

１
月
以
下

１
月
超

３
月
以
下

３
月

超
６
月

以
下

６
月

超
９

月
以

下
９

月
超

12
月

以
下

1
2
月

超
2
4
月

以
下

2
4
月

超

1
,
4
7
2

1
,
1
7
2

1
,
0
2
9

5
9
9

9
4
3

1
4
3

1
3

(
2
7
.
4
%
)

(
2
1
.
8
%
)

(
1
9
.
2
%
)

(
1
1
.
2
%
)

(
1
7
.
6
%
)

(
2
.
7
%
)

(
0
.
2
%
)

9
2

1
5
9

3
8
3

9
8
2

3
,
0
2
5

6
,
3
7
7

4
,
7
4
7

(
0
.
6
%
)

(
1
.
0
%
)

(
2
.
4
%
)

(
6
.
2
%
)

(
1
9
.
2
%
)

(
4
0
.
5
%
)

(
3
0
.
1
%
)

4
0
9

3
0
4

2
4
0

1
4
8

2
1
4

4
6

5

(
2
9
.
9
%
)

(
2
2
.
3
%
)

(
1
7
.
6
%
)

(
1
0
.
8
%
)

(
1
5
.
7
%
)

(
3
.
4
%
)

(
0
.
4
%
)

4
6

7
9

2
4
7

7
1
2

1
,
6
6
1

1
,
1
0
9

(
0
.
1
%
)

(
0
.
2
%
)

(
2
.
1
%
)

(
6
.
5
%
)

(
1
8
.
6
%
)

(
4
3
.
5
%
)

(
2
9
.
0
%
)

2
9
3

1
9
6

8
8

3
3

4
2

1
3

2

(
4
3
.
9
%
)

(
2
9
.
4
%
)

(
1
3
.
2
%
)

(
4
.
9
%
)

(
6
.
3
%
)

(
1
.
9
%
)

(
0
.
3
%
)

4
1
5

3
1

7
4

3
9
7

4
9
1

4
3
7

(
0
.
3
%
)

(
1
.
0
%
)

(
2
.
1
%
)

(
5
.
1
%
)

(
2
7
.
4
%
)

(
3
3
.
9
%
)

(
3
0
.
2
%
)

2
,
1
7
4

1
,
6
7
2

1
,
3
5
7

7
8
0

1
,
1
9
9

2
0
2

2
0

(
2
9
.
4
%
)

(
2
2
.
6
%
)

(
1
8
.
3
%
)

(
1
0
.
5
%
)

(
1
6
.
2
%
)

(
2
.
7
%
)

(
0
.
3
%
)

1
0
0

1
8
0

4
9
3

1
,
3
0
3

4
,
1
3
4

8
,
5
2
9

6
,
2
9
3

(
0
.
5
%
)

(
0
.
9
%
)

(
2
.
3
%
)

(
6
.
2
%
)

(
1
9
.
7
%
)

(
4
0
.
6
%
)

(
2
9
.
9
%
)

（
注

１
）

　
「

育
児

休
業

取
得

者
数

」
に

は
、

令
和

５
年
度
以
前
に
育
児
休
業
等
が
取
得
可
能
と
な
り
、
令
和
６
年
度
か
ら
新
た

に
育
児
休
業
を
取
得
し
た
者
が
含
ま
れ
る
。

（
注

２
）

　
「

育
児

休
業

取
得

率
」

は
、

「
令

和
６

年
度
中
に
新
た
に
育
児
休
業
等
が
取
得
可
能
と
な
っ
た
職
員
数
」
に
占
め
る

「
育
児
休
業
取
得
者
数
」
の
割
合
で
あ
る
。

（
注

３
）

　
「

育
児

休
業

承
認

期
間

」
の

（
　

）
は

、
「
育
児
休
業
取
得
者
数
」
に
占
め
る
割
合
（
端
数
処
理
の
た
め
、
合
計
が
10
0%
と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
。

（
注

４
）

　
「

【
参

考
】

１
月

以
下

の
育

児
休

業
承

認
期
間
の
内
訳
（
男
性
職
員
）
」
の
（
　
）
は
、
「
合
計
」
の
「
男
性
職
員

」
の
「
育
児
休
業
取
得
者
」
に
占
め
る
割
合
で
あ
る
。
　

【
参
考
】

１
月
以
下
の
育
児
休
業

承
認
期
間
の
内
訳

（
男
性
職
員
）

１
週

間
未

満
１

週
間

以
上

２
週

間
未

満
２

週
間

以
上

 １
月

以
下

1
7
6

3
4
0

1
,
6
5
8

(
2
.
4
%
)
 

(
4
.
6
%
)
 

(
2
2
.
4
%
)
 

合
　
計

男
性
職
員

18
,
31

6
7,
40
4

40
.4
%

女
性
職
員

20
,
86

8
21
,0
32

10
0.
8%

市
区
町
村

男
性
職
員

1
,1

1
6

66
7

59
.8
%

女
性
職
員

1
,4

4
6

1,
44
9

10
0.
2%

指
定
都
市

男
性
職
員

3
,0

9
8

1,
36
6

44
.1
%

女
性
職
員

3
,8

2
5

3,
81
8

99
.8
%

都
道
府
県

男
性
職
員

14
,
10

2
5,
37
1

38
.1
%

女
性
職
員

15
,
59

7
15
,7
65

10
1.
1%

表
６
－
５
　
育
児
休
業
の
取
得
状
況
（令

和
６
年
度
・教

育
委
員
会
）

令
和
６
年
度
中

に
新
た
に
育
児

休
業
等
が
取
得

可
能
と
な
っ
た

職
員
数

育
児
休
業

取
得
者
数

育
児
休
業

取
得
率

育
　

児
　

休
　

業
　

承
　

認
　

期
　

間
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〇 育児休業の取得率

男性職員 女性職員 男性職員 女性職員 男性職員 女性職員 男性職員 女性職員 男性職員 女性職員 男性職員 女性職員

北海道 55.7% 99.8% 69.8% 100.0% 22.2% 100.0% 83.4% 94.9% 31.9% 100.9%
青森県 55.7% 99.5% 74.1% 97.8% 40.9% 100.0% 89.3% 100.0% 25.4% 100.0%
岩手県 64.2% 99.7% 98.6% 100.0% 45.0% 100.0% 88.1% 100.0% 37.6% 99.2%
宮城県 57.3% 100.0% 98.7% 100.0% 100.0% - 50.8% 100.0% 48.0% 100.0%
秋田県 66.4% 100.0% 82.3% 100.0% 100.0% 100.0% 86.8% 100.0% 32.5% 100.0%
山形県 65.5% 98.9% 88.1% 100.0% 56.5% 96.1% 76.0% 104.8% 47.4% 98.7%
福島県 71.8% 100.4% 106.9% 100.0% 100.0% 100.0% 105.1% 100.0% 22.0% 100.5%
茨城県 28.0% 99.6% 72.9% 100.0% 29.4% 93.9% 26.2% 100.0% 18.8% 100.0%
栃木県 60.9% 100.0% 101.0% 100.0% 100.0% - 73.5% 100.0% 37.5% 100.0%
群馬県 53.9% 100.5% 90.9% 100.0% 55.0% 105.3% 67.7% 100.0% 33.8% 100.0%
埼玉県 57.8% 101.7% 82.9% 99.0% 162.5% - 84.3% 100.0% 38.4% 102.3%
千葉県 56.4% 99.3% 88.6% 98.9% 87.8% 100.0% 73.6% 100.0% 34.4% 99.2%
東京都 59.3% 105.1% 99.1% 112.0% 100.4% 104.2% 25.3% 116.9% 68.4% 112.5% 75.5% 100.7%
神奈川県 62.7% 99.9% 84.6% 101.0% 84.6% 100.0% 76.8% 99.2% 41.7% 99.8%
新潟県 53.6% 100.0% 101.4% 100.0% 69.2% 100.0% 53.6% 100.0% 34.9% 100.0%
富山県 57.4% 100.0% 73.0% 100.0% 66.7% 100.0% 80.9% 100.0% 37.8% 100.0%
石川県 69.2% 100.0% 82.7% 100.0% 65.0% 100.0% 93.5% 100.0% 48.9% 100.0%
福井県 73.4% 100.0% 104.0% 100.0% 93.8% 100.0% 67.3% 100.0% 60.0% 100.0%
山梨県 62.9% 98.4% 112.5% 100.0% 66.7% - 68.1% 100.0% 27.2% 98.1%
長野県 54.0% 101.0% 94.5% 98.2% 50.0% - 52.7% 100.0% 39.7% 101.7%
岐阜県 47.7% 100.0% 94.4% 100.0% 60.0% - 73.7% 100.0% 24.7% 100.0%
静岡県 49.3% 100.3% 82.5% 100.0% 62.5% 100.0% 57.3% 100.0% 32.4% 100.5%
愛知県 63.5% 103.5% 93.0% 100.0% 56.1% 100.0% 94.7% 96.4% 39.7% 104.8%
三重県 48.3% 99.7% 94.8% 100.0% 50.0% 50.0% 56.6% 100.0% 30.2% 100.0%
滋賀県 61.9% 100.0% 89.7% 100.0% 38.5% 100.0% 47.4% 100.0% 61.4% 100.0%
京都府 56.3% 100.0% 91.1% 100.0% - 100.0% 52.0% 100.0% 46.0% 100.0%
大阪府 54.5% 108.2% 62.4% 114.0% 58.6% 98.4% 49.1% 109.2%
兵庫県 46.1% 99.2% 90.7% 100.0% 50.0% 99.7% 56.4% 100.0% 28.8% 98.9%
奈良県 62.4% 99.7% 67.4% 97.9% 100.0% - 96.2% 100.0% 41.2% 100.0%
和歌山県 43.1% 101.0% 75.4% 100.0% - - 52.2% 111.1% 29.5% 100.0%
鳥取県 69.5% 100.0% 91.2% 100.0% 91.3% 100.0% 91.0% 100.0% 33.0% 100.0%
島根県 58.2% 100.0% 60.0% 100.0% 75.0% 100.0% 90.2% 100.0% 36.2% 100.0%
岡山県 63.3% 100.0% 78.3% 100.0% 100.0% - 90.2% 100.0% 31.2% 100.0%
広島県 53.8% 101.2% 93.3% 100.0% 61.9% 100.0% 54.8% 100.0% 43.2% 101.6%
山口県 73.6% 100.0% 100.0% 100.0% 114.3% - 97.3% 100.0% 38.2% 100.0%
徳島県 38.2% 99.6% 75.4% 100.0% 39.3% 100.0% 33.8% 100.0% 22.4% 99.3%
香川県 58.1% 100.0% 91.3% 100.0% 45.5% 100.0% 59.6% 100.0% 43.8% 100.0%
愛媛県 60.0% 99.7% 108.1% 100.0% 63.0% 98.3% 74.5% 100.0% 34.7% 100.0%
高知県 73.0% 100.0% 100.0% 100.0% 28.6% 100.0% 96.3% 100.0% 45.0% 100.0%
福岡県 46.6% 100.5% 76.9% 102.7% 100.0% 100.0% 48.8% 100.0% 35.8% 100.2%
佐賀県 50.0% 100.4% 83.3% 100.0% 100.0% - 57.7% 100.0% 26.6% 100.6%
長崎県 71.4% 100.0% 69.6% 100.0% 50.0% - 89.6% 100.0% 35.8% 100.0%
熊本県 43.3% 100.0% 58.4% 100.0% 100.0% 100.0% 60.7% 100.0% 22.4% 100.0%
大分県 51.9% 100.0% 92.5% 100.0% 66.7% 100.0% 51.5% 100.0% 29.1% 100.0%
宮崎県 58.7% 98.0% 63.5% 100.0% 63.3% 95.8% 88.4% 100.0% 34.4% 98.1%
鹿児島県 46.1% 99.7% 80.0% 97.7% 70.6% 100.0% 57.5% 100.0% 22.2% 100.0%
沖縄県 54.5% 100.0% 84.3% 100.0% 64.8% 100.0% 57.4% 100.0% 40.7% 100.0%
合計 56.2% 101.1% 86.3% 101.8% 70.5% 99.7% 64.0% 101.0% 68.4% 112.5% 38.1% 101.1%

（注１）  「令和６年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員数」に占める「令和６年度の新規取得者数」の割合である。
（注２）　 表中の「－」は、「令和６年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員」及び「令和６年度の新規取得者」のいずれもが0名である。

表６－６　育児休業の取得状況（令和６年度）　都道府県団体別

全合計 一般行政部門 警察部門 消防部門 教育委員会公営企業等
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〇 育児休業の取得率

男性職員 女性職員 男性職員 女性職員 男性職員 女性職員 男性職員 女性職員 男性職員 女性職員

札幌市 75.2% 100.0% 94.3% 100.0% 97.3% 100.0% 67.8% 100.0% 53.0% 100.0%
仙台市 58.3% 100.4% 81.0% 100.9% 75.9% 100.0% 28.0% 100.0% 46.7% 100.0%
さいたま市 63.5% 99.5% 91.2% 100.0% 56.8% 100.0% 56.7% 100.0% 43.3% 98.9%
千葉市 62.3% 100.0% 92.8% 100.0% 52.9% 100.0% 77.4% 100.0% 40.3% 100.0%
横浜市 58.9% 99.8% 86.6% 99.7% 74.2% 100.0% 67.3% 100.0% 29.0% 99.8%
川崎市 71.8% 100.3% 97.5% 99.0% 84.4% 100.0% 64.9% 100.0% 51.0% 101.1%
相模原市 47.3% 98.8% 80.0% 100.0% 0.0% 100.0% 42.4% 66.7% 25.9% 98.9%
新潟市 59.8% 100.8% 61.8% 100.0% 90.9% 100.0% 58.5% - 46.3% 101.2%
静岡市 57.9% 99.5% 78.9% 98.9% 62.5% 100.0% 45.0% 100.0% 46.4% 100.0%
浜松市 41.8% 100.0% 87.0% 100.0% 37.5% - 56.4% 100.0% 10.7% 100.0%
名古屋市 60.3% 100.0% 77.8% 100.0% 89.6% 100.0% 50.3% - 38.6% 100.0%
京都市 62.1% 101.7% 85.7% 100.0% 75.3% 220.0% 72.2% 100.0% 35.1% 100.0%
大阪市 36.8% 97.9% 71.9% 94.8% 42.9% 100.0% 14.8% 100.0% 35.4% 99.2%
堺市 76.4% 97.4% 97.4% 97.5% 100.0% 50.0% 56.9% 100.0% 71.4% 98.0%
神戸市 68.1% 99.4% 84.8% 100.0% 85.3% 92.3% 80.9% 100.0% 47.1% 99.2%
岡山市 79.9% 100.0% 90.6% 100.0% 83.3% 100.0% 90.5% 100.0% 60.0% 100.0%
広島市 52.0% 100.0% 69.3% 100.0% 95.8% 100.0% 25.9% 100.0% 41.1% 100.0%
北九州市 56.8% 100.0% 74.1% 100.0% 90.0% 100.0% 53.3% 100.0% 46.2% 100.0%
福岡市 103.0% 99.5% 103.2% 98.5% 103.1% 100.0% 107.4% 100.0% 101.0% 100.0%
熊本市 53.9% 100.6% 95.5% 98.1% 76.5% 100.0% 24.0% - 25.6% 102.1%
合計 62.2% 99.7% 85.4% 99.4% 81.1% 100.8% 53.7% 100.0% 44.1% 99.8%

（注１）　「令和６年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員数」に占める「令和６年度の新規取得者数」の割合である。
（注２）　 表中の「－」は、「令和６年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員」及び「令和６年度の

　 新規取得者」のいずれもが0名である。

表６－７　育児休業の取得状況（令和６年度）　指定都市団体別

全合計 一般行政部門 公営企業等 消防部門 教育委員会
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〇 育児休業の取得率

男性職員 女性職員 男性職員 女性職員 男性職員 女性職員 男性職員 女性職員 男性職員 女性職員

北海道 46.1% 100.0% 50.4% 100.0% 41.8% 99.1% 39.9% 100.0% 38.6% 106.1%
青森県 56.7% 100.0% 65.4% 100.0% 46.0% 100.0% 16.7% - 33.3% 100.0%
岩手県 55.6% 101.3% 56.2% 101.6% 52.2% 100.0% 31.8% 100.0% 80.0% 100.0%
宮城県 56.2% 102.3% 55.6% 102.4% 59.2% 102.5% 40.0% - 100.0% 100.0%
秋田県 56.9% 99.3% 72.6% 100.0% 55.9% 97.9% 18.5% 100.0% 100.0% 100.0%
山形県 55.2% 102.8% 66.9% 103.2% 40.0% 102.9% 41.7% 100.0% 40.0% 100.0%
福島県 61.0% 99.6% 61.6% 99.5% 55.3% 100.0% 68.8% 100.0% 50.0% 100.0%
茨城県 62.1% 99.7% 68.5% 99.3% 78.3% 105.6% 37.2% - 80.6% 100.0%
栃木県 63.3% 100.0% 77.2% 100.0% 81.8% 100.0% 20.5% 100.0% 65.0% 100.0%
群馬県 58.9% 100.0% 71.0% 100.0% 46.2% 100.0% 23.4% 100.0% 42.1% 100.0%
埼玉県 69.6% 99.9% 76.4% 99.8% 68.7% 100.0% 37.1% 100.0% 67.1% 100.0%
千葉県 69.2% 102.1% 81.2% 102.2% 87.0% 102.0% 45.0% 114.3% 47.6% 100.0%
東京都 81.1% 100.0% 82.8% 100.3% 72.5% 100.0% 33.3% - 81.4% 97.4%
東京都（区） 82.1% 99.9% 82.0% 99.9% 100.0% 100.0% 80.9% 100.0%
神奈川県 63.8% 99.8% 70.2% 100.0% 50.0% 99.2% 61.7% 100.0% 52.9% 100.0%
新潟県 62.8% 100.9% 82.3% 100.6% 47.6% 100.0% 40.0% 100.0% 52.9% 102.4%
富山県 54.0% 99.7% 66.3% 99.5% 42.6% 100.0% 30.2% 100.0% 92.9% 100.0%
石川県 60.9% 99.1% 64.4% 100.0% 70.3% 97.4% 53.8% 100.0% 50.0% 100.0%
福井県 72.1% 100.0% 74.0% 100.0% 90.0% 100.0% 55.6% 100.0% 80.0% 100.0%
山梨県 40.6% 102.0% 47.2% 102.1% 39.3% 102.2% 5.3% - 42.9% 100.0%
長野県 52.7% 99.1% 54.6% 99.0% 50.7% 100.0% 36.0% 100.0% 56.0% 98.6%
岐阜県 54.6% 101.6% 67.2% 102.2% 46.5% 100.8% 30.8% 100.0% 61.5% 100.0%
静岡県 60.5% 100.0% 63.4% 100.0% 64.1% 100.0% 42.9% 100.0% 48.0% 100.0%
愛知県 72.4% 99.7% 80.6% 99.9% 65.3% 99.1% 61.4% 100.0% 62.0% 100.0%
三重県 57.5% 99.4% 65.8% 98.0% 59.1% 103.8% 42.6% 100.0% 50.0% 100.0%
滋賀県 63.9% 100.3% 75.2% 100.5% 52.5% 100.0% 23.3% - 38.1% 100.0%
京都府 59.8% 100.0% 65.1% 100.0% 73.1% 100.0% 32.0% - 72.7% 100.0%
大阪府 63.7% 100.4% 74.6% 100.0% 61.4% 100.7% 39.9% 100.0% 56.0% 102.4%
兵庫県 63.3% 101.0% 77.3% 101.6% 55.9% 99.3% 36.4% 100.0% 58.3% 101.1%
奈良県 56.6% 100.0% 64.4% 100.0% 50.0% 100.0% 13.6% 100.0% 47.4% 100.0%
和歌山県 43.6% 100.0% 51.8% 100.0% 40.0% 100.0% 24.1% 100.0% 47.4% 100.0%
鳥取県 65.2% 95.8% 67.0% 94.4% 52.4% 100.0% - - 83.3% 100.0%
島根県 54.2% 100.6% 58.3% 101.0% 53.8% 100.0% 42.2% - 57.1% 100.0%
岡山県 60.5% 101.3% 68.5% 101.4% 50.0% 102.6% 50.8% 100.0% 44.4% 100.0%
広島県 52.1% 98.7% 60.1% 98.1% 58.2% 100.0% 28.4% 100.0% 46.7% 100.0%
山口県 69.5% 100.0% 83.0% 100.6% 53.8% 97.4% 34.0% 100.0% 85.7% 100.0%
徳島県 44.7% 101.4% 56.6% 102.0% 50.0% 100.0% 15.0% - 33.3% 100.0%
香川県 49.5% 100.0% 52.2% 100.0% 69.0% 100.0% 22.5% - 66.7% 100.0%
愛媛県 62.7% 101.6% 69.0% 102.0% 61.3% 100.0% 52.3% 100.0% 50.0% 100.0%
高知県 64.9% 98.3% 68.8% 98.4% 50.0% 100.0% 62.9% - 59.1% 96.7%
福岡県 61.4% 101.1% 64.3% 101.2% 53.8% 100.0% 45.5% 100.0% 57.1% 100.0%
佐賀県 65.5% 100.0% 73.3% 100.0% 45.5% 100.0% 25.0% 100.0% 44.4% 100.0%
長崎県 40.9% 100.7% 44.9% 100.8% 30.0% 100.0% 38.2% 100.0% 22.2% 100.0%
熊本県 44.9% 99.0% 44.3% 99.3% 41.5% 98.0% 33.3% - 69.2% 100.0%
大分県 44.7% 100.0% 59.4% 100.0% 31.3% 100.0% 20.6% 100.0% 50.0% 100.0%
宮崎県 37.9% 99.3% 44.9% 99.2% 45.0% 100.0% 13.5% 100.0% 50.0% 100.0%
鹿児島県 52.4% 98.7% 47.4% 98.8% 62.7% 100.0% 69.0% 50.0% 38.9% 100.0%
沖縄県 59.2% 100.8% 56.8% 100.9% 69.2% 100.0% 54.5% 100.0% 84.0% 100.0%
合計 61.0% 100.2% 68.1% 100.2% 56.0% 100.1% 40.4% 100.0% 59.8% 100.2%

（注１）　「令和６年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員数」に占める「令和５年度の新規取得者数」の割合である。
（注２）　表中の「－」は、「令和６年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員」及び「令和６年度の

　 新規取得者」のいずれもが0名である。

表６－８　育児休業等の取得状況（令和６年度）　市区町村団体別

全合計 一般行政部門 消防部門 教育委員会公営企業等
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68
1

(1
00
.0
%)
 

(8
.3
%)
 

(7
.2
%)
 

(7
.5
%)
 

(7
7.
0%
) 

78
28

9
9

32

(1
00
.0
%)
 

(3
5.
9%
) 

(1
1.
5%
) 

(1
1.
5%
) 

(4
1.
0%
) 

1,
50
6

11
0

10
5

80
1,
21
1

(1
00
.0
%)
 

(7
.3
%)
 

(7
.0
%)
 

(5
.3
%)
 

(8
0.
4%
) 

62
22

13
8

19

(1
00
.0
%)
 

(3
5.
5%
) 

(2
1.
0%
) 

(1
2.
9%
) 

(3
0.
6%
) 

1,
55
8

22
1

19
1

13
7

1,
00
9

(1
00
.0
%)
 

(1
4.
2%
) 

(1
2.
3%
) 

(8
.8
%)
 

(6
4.
8%
) 

41
8

11
9

60
34

20
5

(1
00
.0
%)
 

(2
8.
5%
) 

(1
4.
4%
) 

(8
.1
%)
 

(4
9.
0%
) 

6,
54
8

61
9

54
8

48
0

4,
90
1

(1
00
.0
%)
 

(9
.5
%)
 

(8
.4
%)
 

(7
.3
%)
 

(7
4.
8%
) 

（
注

１
）

　
「

育
児

短
時

間
勤

務
取

得
者

数
」

に
は

、
令
和
５
年
度
以
前
に
育
児
休
業
等
が
取
得
可
能
と
な
り
、
令
和
６
年
度

か
ら
新
た
に
育
児
短
時
間
勤
務
を
取
得
し
た
者
が
含
ま
れ
る
。

（
注

２
）

　
「
育

児
短

時
間

勤
務

承
認

期
間

」
の

（
　
）
は
、
「
育
児
短
時
間
勤
務
取
得
者
数
」
に
占
め
る
割
合
（
端
数
処
理

の
た
め
、
合
計
が
10
0%
と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
。
）
で
あ
る
。

表
７

　
育

児
短

時
間

勤
務

の
取

得
状

況
（令

和
６

年
度

）

育
児
短
時

間
勤
務

取
得
者
数

育
児

短
時

間
勤

務
承

認
期

間

都
道

府
県

男
性
職
員

女
性
職
員

合
　

計

男
性
職
員

女
性
職
員

指
定

都
市

男
性
職
員

女
性
職
員

市
区

町
村

男
性
職
員

女
性
職
員
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〇
 部

分
休

業
の

取
得

者
数

等
（全

部
門

合
計

）
（
単
位
：
人
）

１
年
以
下

１
年
超

２
年
以
下

２
年
超

３
年
以
下

３
年
超

４
年
以
下

４
年
超

５
年
以
下

５
年
超

1
,
2
4
5

1
,
1
2
5

8
3

1
1

1
3

8
5

(
1
0
0
.
0
%
)
 

(
9
0
.
4
%
)
 

(
6
.
7
%
)
 

(
0
.
9
%
)
 

(
1
.
0
%
)
 

(
0
.
6
%
)
 

(
0
.
4
%
)
 

1
0
,
5
2
1

8
,
7
0
3

7
6
5

2
1
2

3
2
8

3
6
7

1
4
6

(
1
0
0
.
0
%
)
 

(
8
2
.
7
%
)
 

(
7
.
3
%
)
 

(
2
.
0
%
)
 

(
3
.
1
%
)
 

(
3
.
5
%
)
 

(
1
.
4
%
)
 

4
3
5

3
6
5

4
8

3
5

8
6

(
1
0
0
.
0
%
)
 

(
8
3
.
9
%
)
 

(
1
1
.
0
%
)
 

(
0
.
7
%
)
 

(
1
.
1
%
)
 

(
1
.
8
%
)
 

(
1
.
4
%
)
 

3
,
3
7
6

2
,
6
2
8

3
1
0

5
9

1
0
1

2
0
9

6
9

(
1
0
0
.
0
%
)
 

(
7
7
.
8
%
)
 

(
9
.
2
%
)
 

(
1
.
7
%
)
 

(
3
.
0
%
)
 

(
6
.
2
%
)
 

(
2
.
0
%
)
 

1
,
0
6
1

8
0
6

9
3

2
0

4
0

4
4

5
8

(
1
0
0
.
0
%
)
 

(
7
6
.
0
%
)
 

(
8
.
8
%
)
 

(
1
.
9
%
)
 

(
3
.
8
%
)
 

(
4
.
1
%
)
 

(
5
.
5
%
)
 

1
1
,
2
0
5

7
,
4
3
9

9
6
7

3
7
6

7
1
2

1
,
1
3
4

5
7
7

(
1
0
0
.
0
%
)
 

(
6
6
.
4
%
)
 

(
8
.
6
%
)
 

(
3
.
4
%
)
 

(
6
.
4
%
)
 

(
1
0
.
1
%
)
 

(
5
.
1
%
)
 

2
,
7
4
1

2
,
2
9
6

2
2
4

3
4

5
8

6
0

6
9

(
1
0
0
.
0
%
)
 

(
8
3
.
8
%
)
 

(
8
.
2
%
)
 

(
1
.
2
%
)
 

(
2
.
1
%
)
 

(
2
.
2
%
)
 

(
2
.
5
%
)
 

2
5
,
1
0
2

1
8
,
7
7
0

2
,
0
4
2

6
4
7

1
,
1
4
1

1
,
7
1
0

7
9
2

(
1
0
0
.
0
%
)
 

(
7
4
.
8
%
)
 

(
8
.
1
%
)
 

(
2
.
6
%
)
 

(
4
.
5
%
)
 

(
6
.
8
%
)
 

(
3
.
2
%
)
 

（
注
１
）
　
「
部
分
休
業
取
得
者
数
」
に
は
、
令
和
５
年
度
以
前
に
育
児
休
業
等
が
取
得
可
能
と
な
り
、
令
和
６
年
度
か
ら
新
た
に
部
分
休
業
を
取
得
し
た
者
が
含
ま
れ
る
。

（
注
２
）
　
「
部
分
休
業
承
認
期
間
」
の
（
　
）
は
、
「
部
分
休
業
取
得
者
数
」
に
占
め
る
割
合
（
端
数
処
理
の
た
め
、
合
計
が
1
0
0
%
と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
。
）
で
あ
る
。

合
　

計

男
性
職
員

女
性
職
員

指
定

都
市

男
性
職
員

女
性
職
員

市
区

町
村

男
性
職
員

女
性
職
員

表
８

　
部

分
休

業
の

取
得

状
況

（令
和

６
年

度
）

部
分
休
業

取
得
者
数

部
　
分
　
休
　
業
　
承
　
認
　
期
　
間

都
道

府
県

男
性
職
員

女
性
職
員
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〇
 配

偶
者

出
産

休
暇

及
び

育
児

参
加

の
た

め
の

休
暇

取
得

者
数

（
単

位
：

人
）

令
和

６
年

度
中

に
新

た
に

育
児

休
業

が
取

得
可

能
と

な
っ

た
男

性
職

員
数

配
偶
者
出
産
休
暇
を

取
得
し
た
職
員
数

育
児
参
加
の
た
め
の
休
暇
を

取
得
し
た
職
員
数

配
偶

者
出

産
休

暇
又

は
育

児
参

加
の

た
め

の
休

暇
を

取
得

し
た

職
員

数

配
偶

者
出

産
休

暇
と

育
児

参
加

の
た

め
の

休
暇

を
合

わ
せ

て
５

日
以

上
取

得
し

た
職

員
数

3
1
,
5
3
5

2
6
,
9
2
7

2
3
,
2
8
6

2
8
,
3
4
7

1
7
,
1
0
2

(
1
0
0
.
0
%
)

(
8
5
.
4
%
)

(
7
3
.
8
%
)

(
8
9
.
9
%
)

(
5
4
.
2
%
)

7
,
8
6
1

6
,
3
4
6

5
,
3
4
4

6
,
7
9
3

4
,
1
3
8

(
1
0
0
.
0
%
)

(
8
0
.
7
%
)

(
6
8
.
0
%
)

(
8
6
.
4
%
)

(
5
2
.
6
%
)

1
8
,
4
6
7

1
3
,
8
7
7

1
0
,
3
8
7

1
4
,
8
9
7

8
,
2
7
1

(
1
0
0
.
0
%
)

(
7
5
.
1
%
)

(
5
6
.
2
%
)

(
8
0
.
7
%
)

(
4
4
.
8
%
)

5
7
,
8
6
3

4
7
,
1
5
0

3
9
,
0
1
7

5
0
,
0
3
7

2
9
,
5
1
1

(
1
0
0
.
0
%
)

(
8
1
.
5
%
)

(
6
7
.
4
%
)

(
8
6
.
5
%
)

(
5
1
.
0
%
)

（
注

１
）

 （
　

）
は

、
「

令
和

６
年

度
中

に
新
た
に
育
児
休
業
が
取
得
可
能
と
な
っ
た
男
性
職
員
数
」
に
占

め
る

割
合

で
あ

る
。

（
注

２
）

 「
令

和
６

年
度

中
に

新
た

に
育

児
休
業
が
取
得
可
能
と
な
っ
た
男
性
職
員
数
」
に
は
、
い
ず
れ
か

又
は

両
方

の
制

度
を

設
け

て
い

な
い

団
体

に
お

け
る

「
令

和
６

年
度

中
に

新
た

に
育

児
休
業
が
取
得
可
能
と
な
っ
た
男
性
職
員
数
」
を
含
む
。

（
注

３
）

 「
配

偶
者

出
産

休
暇

」
は

、
妻

の
出
産
に
伴
う
入
退
院
の
付
添
い
等
を
行
う
た
め
に
、
妻
の
出
産

に
係

る
入

院
等

の
日

か
ら

当
該

出
産

の
日

後
２

週
間

を
経
過

す
る

ま
で

の
期

間
に

お
い

て
、
２
日
の
範
囲
内
で
与
え
ら
れ
る
特
別
休
暇
。

（
注

４
）

 「
育

児
参

加
の

た
め

の
休

暇
」

は
、
妻
が
出
産
す
る
場
合
で
、
当
該
出
産
に
係
る
子
又
は
小
学
校

就
学

の
始

期
に

達
す

る
ま

で
の

子
を

養
育

す
る

職
員

が
、

妻
の

出
産

予
定

日
の

６
週

間
（

多
胎
妊
娠
の
場
合
は
１
４
週
間
）
前
の
日
か
ら
当
該
出
産
の
日
後
１

年
を

経
過

す
る

日
ま

で
の

期
間

に
お

い
て

、
子
を

養
育

す
る

た
め

に
５

日
の

範
囲
内
で
与
え
ら
れ
る
特
別
休
暇
。
　

（
注

５
）

  
各

男
性

職
員

数
は

全
部

門
（

一
般

行
政
部
門
、
公
営
企
業
等
、
警
察
部
門
、
消
防
部
門
、
教
育
委

員
会

）
の

合
計

。

表
９

  
配

偶
者

出
産

休
暇

及
び

育
児

参
加

の
た

め
の

休
暇

の
取

得
状

況
（令

和
６

年
度

）

都
道

府
県

指
定

都
市

市
区

町
村

合
計
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〇 配偶者出産休暇・育児参加のための休暇の取得率

北海道 90.5% 75.1% 93.6% 65.1%

青森県 85.8% 62.8% 88.3% 49.3%

岩手県 84.3% 63.1% 88.4% 60.2%

宮城県 83.1% 64.6% 86.9% 46.7%

秋田県 80.6% 60.4% 87.1% 45.6%

山形県 94.0% 72.2% 96.8% 59.1%

福島県 90.8% 77.8% 93.5% 65.3%

茨城県 93.1% 76.6% 97.1% 78.4%

栃木県 85.8% 60.1% 87.6% 57.1%

群馬県 89.3% 70.9% 93.5% 55.4%

埼玉県 72.5% 66.4% 84.6% 50.6%

千葉県 88.6% 88.6% 88.6% 51.5%

東京都 91.4% 97.7% 97.7% 45.6%

神奈川県 85.2% 76.7% 89.7% 64.1%

新潟県 81.1% 43.4% 84.5% 33.0%

富山県 84.9% 75.1% 90.5% 58.5%

石川県 83.6% 62.3% 87.5% 42.2%

福井県 89.7% 80.5% 94.3% 56.4%

山梨県 87.6% 75.6% 90.8% 64.7%

長野県 80.5% 71.2% 84.6% 59.7%

岐阜県 82.7% 67.6% 84.6% 46.1%

静岡県 86.6% 68.9% 92.0% 52.6%

愛知県 84.0% 70.7% 88.6% 53.4%

三重県 68.3% 68.3% 84.5% 53.4%

滋賀県 80.7% 57.8% 85.4% 43.2%

京都府 91.9% 72.7% 94.2% 66.2%

大阪府 86.2% 78.1% 89.6% 61.4%

兵庫県 94.6% 73.5% 98.1% 47.7%

奈良県 73.8% 57.8% 82.8% 42.2%

和歌山県 87.3% 71.2% 96.1% 48.6%

鳥取県 90.3% 74.3% 97.4% 58.0%

島根県 88.4% 77.4% 93.3% 59.1%

岡山県 90.2% 90.2% 90.2% 41.4%

広島県 88.3% 72.3% 91.5% 60.6%

山口県 93.3% 69.4% 95.5% 45.9%

徳島県 82.2% 58.2% 88.8% 39.1%

香川県 83.2% 60.2% 89.4% 44.5%

愛媛県 85.2% 69.9% 87.7% 56.0%

高知県 85.1% 74.7% 90.2% 62.8%

福岡県 92.3% 80.3% 93.9% 69.7%

佐賀県 72.0% 66.7% 72.0% 58.6%

長崎県 91.4% 74.0% 96.0% 56.9%

熊本県 90.0% 81.4% 91.2% 73.3%

大分県 84.4% 64.7% 88.0% 51.4%

宮崎県 91.0% 69.0% 94.8% 47.5%

鹿児島県 54.1% 52.5% 54.7% 42.8%

沖縄県 68.1% 58.8% 73.5% 44.4%

合計 85.4% 73.8% 89.9% 54.2%

（注）　「令和６年度中に新たに育児休業が取得可能となった男性職員数」に占める割合である。

育児参加のための
休暇の取得率

配偶者出産休暇又は育児参加の
ための休暇を取得した職員の割合

配偶者出産休暇と育児参加のための休暇
を合せて5日以上取得した職員の割合

表９－１　配偶者出産休暇等の取得状況（令和６年度）　都道府県団体別

配偶者出産休暇の取得率
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〇 配偶者出産休暇・育児参加のための休暇の取得率

札幌市 92.5% 75.0% 95.1% 63.2%
仙台市 72.1% 59.6% 77.9% 46.2%
さいたま市 79.4% 59.5% 87.0% 62.6%
千葉市 71.7% 57.2% 77.1% 45.5%
横浜市 84.2% 67.7% 85.8% 59.5%
川崎市 87.3% 70.2% 89.4% 59.1%
相模原市 85.5% 58.9% 89.4% 50.7%
新潟市 91.8% 85.3% 100.0% 61.4%
静岡市 65.3% 58.8% 67.6% 17.1%
浜松市 85.9% 65.0% 93.8% 37.3%
名古屋市 80.6% 78.3% 90.4% 61.0%
京都市 76.8% 56.2% 80.9% 41.8%
大阪市 83.9% 75.0% 96.4% 41.3%
堺市 86.1% 77.5% 91.4% 65.9%
神戸市 64.6% 54.6% 75.5% 30.8%
岡山市 94.7% 85.6% 99.0% 81.3%
広島市 89.1% 64.6% 93.3% 65.1%
北九州市 33.8% 31.0% 42.3% 28.2%
福岡市 86.1% 86.1% 86.1% 55.8%
熊本市 82.4% 68.2% 87.8% 56.3%
合計 80.7% 68.0% 86.4% 52.6%

（注）　「令和６年度中に新たに育児休業が取得可能となった男性職員数」に占める割合である。

配偶者出産休暇の取得率
育児参加のための

休暇の取得率
配偶者出産休暇又は育児参加の
ための休暇を取得した職員の割合

配偶者出産休暇と育児参加のための
休暇を合せて5日以上取得した職員の割合

表９－２　配偶者出産休暇等の取得状況（令和６年度）　指定都市団体別
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〇 配偶者出産休暇・育児参加のための休暇の取得率

北海道 73.4% 48.1% 76.7% 41.2%
青森県 71.9% 51.0% 78.6% 38.1%
岩手県 70.9% 53.8% 79.5% 47.9%
宮城県 70.1% 43.8% 76.1% 32.3%
秋田県 71.6% 55.0% 81.0% 45.0%
山形県 71.3% 53.9% 74.8% 37.8%
福島県 67.0% 48.2% 73.8% 39.6%
茨城県 79.4% 54.5% 82.8% 41.5%
栃木県 84.4% 59.4% 88.0% 43.5%
群馬県 87.4% 66.6% 90.0% 53.7%
埼玉県 78.4% 62.4% 83.9% 51.4%
千葉県 83.1% 64.4% 88.4% 56.6%
東京都 78.3% 67.7% 87.0% 54.5%
東京都（区） 83.4% 71.3% 88.3% 55.6%
神奈川県 77.6% 58.3% 82.0% 51.2%
新潟県 79.4% 50.6% 83.8% 37.7%
富山県 75.3% 52.6% 81.4% 34.9%
石川県 72.1% 48.8% 80.0% 37.2%
福井県 66.0% 47.6% 70.7% 32.7%
山梨県 61.3% 48.1% 69.4% 26.9%
長野県 66.2% 53.5% 76.1% 33.0%
岐阜県 63.7% 45.8% 71.1% 30.9%
静岡県 72.5% 56.2% 77.8% 43.6%
愛知県 78.0% 61.0% 83.7% 48.4%
三重県 68.6% 58.0% 77.3% 39.3%
滋賀県 73.9% 48.2% 77.9% 40.0%
京都府 74.1% 58.3% 82.2% 41.7%
大阪府 82.8% 61.6% 85.3% 59.1%
兵庫県 64.2% 51.8% 69.9% 39.2%
奈良県 76.3% 51.3% 83.8% 49.6%
和歌山県 66.4% 42.3% 71.4% 37.8%
鳥取県 60.9% 44.3% 70.4% 22.6%
島根県 81.6% 58.5% 87.3% 43.4%
岡山県 79.1% 53.5% 82.9% 42.6%
広島県 69.7% 42.2% 75.1% 39.9%
山口県 69.1% 49.2% 79.2% 37.3%
徳島県 69.6% 49.1% 74.5% 31.7%
香川県 70.4% 63.3% 81.1% 39.8%
愛媛県 74.5% 50.2% 79.7% 36.2%
高知県 75.7% 55.7% 82.2% 49.2%
福岡県 74.5% 45.8% 80.2% 33.0%
佐賀県 79.1% 63.5% 84.5% 48.0%
長崎県 71.9% 53.9% 79.1% 39.1%
熊本県 62.4% 38.5% 68.4% 25.6%
大分県 70.5% 55.8% 72.5% 47.4%
宮崎県 80.1% 60.9% 84.2% 48.6%
鹿児島県 75.5% 59.6% 79.4% 45.5%
沖縄県 81.0% 61.5% 85.8% 58.9%
合計 75.1% 56.2% 80.7% 44.8%

（注）　「令和６年度中に新たに育児休業が取得可能となった男性職員数」に占める割合である。

配偶者出産休暇又は育児参加の
ための休暇を取得した職員の割合

配偶者出産休暇と育児参加のための
休暇を合せて5日以上取得した職員の割合

表９－３　配偶者出産休暇等の取得状況（令和６年度）　市区町村団体別

配偶者出産休暇の取得率
育児参加のための

休暇の取得率
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１　育児休業制度の条例制定状況（令和７年４月１日現在） （単位：団体）

制定済 未制定 制定済 未制定 制定済 未制定 制定済 未制定 制定済 未制定

47 47 0 46 0 47 0 1 0 47 0
(100%) (100.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%)

20 20 0 20 0 - - 20 0 20 0
(100%) (100.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%) - - (100.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%)

1,721 1,706 15 1,568 18 - - 413 0 1,685 17
(100%) (99.1%) (0.9%) (98.9%) (1.1%) - - (100.0%) (0.0%) (99.0%) (1.0%)

1,788 1,773 15 1,634 18 47 0 434 0 1,752 17
(100%) (99.2%) (0.8%) (98.9%) (1.1%) (100.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%) (99.0%) (1.0%)

２　部分休業制度の制定状況（令和７年４月１日現在） （単位：団体）

制定済 未制定 制定済 未制定 制定済 未制定 制定済 未制定 制定済 未制定

47 47 0 46 0 47 0 1 0 47 0
(100%) (100.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%)

20 20 0 20 0 - - 20 0 20 0
(100%) (100.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%) - - (100.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%)

1,721 1,675 46 1,541 45 - - 407 6 1,656 46
(100%) (97.3%) (2.7%) (97.2%) (2.8%) - - (98.5%) (1.5%) (97.3%) (2.7%)

1,788 1,742 46 1,607 45 47 0 428 6 1,723 46
(100%) (97.4%) (2.6%) (97.3%) (2.7%) (100.0%) (0.0%) (98.6%) (1.4%) (97.4%) (2.6%)

３　各制度の取得状況（令和６年度） （単位：人）

区　　分 部分休業 介護休暇 介護時間

都道府県 107 237 101
指定都市 65 139 20
市区町村 1,210 675 117
合　　計 1,382 1,051 238

（注１）　（　）内の数字は団体区分中の割合を示す。また、該当部局が無い団体は除いている。　（端数処理のため割合の合計が100％に一致しない場合がある。）

（注２）　「部分休業」の取得者数は、令和６年度中に新たに当該休業を取得した職員数である。

（注３）　「介護休暇」「介護時間」の取得者数は、令和６年度中に各休暇を取得開始した職員数である。

指定都市

市区町村

合　　計

一般行政部門 公営企業等 警察部門 消防部門 教育委員会

都道府県

都道府県

指定都市

市区町村

合　　計

区　　分 団体数

表10　会計年度任用職員の育児休業・介護休暇の制度制定状況

区　　分 団体数

一般行政部門 公営企業等 警察部門 消防部門 教育委員会
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4

5
1

0

(
0
.
0
%
)

(
4
0
.
0
%
)

(
5
0
.
0
%
)

(
1
0
.
0
%
)

(
0
.
0
%
)

1
1

3
0

0
0

(
7
8
.
6
%
)

(
2
1
.
4
%
)

(
0
.
0
%
)

(
0
.
0
%
)

(
0
.
0
%
)

1
3

7
1
6

5
0

(
3
1
.
7
%
)

(
1
7
.
1
%
)

(
3
9
.
0
%
)

(
1
2
.
2
%
)

(
0
.
0
%
)

1
1

5
0

0
0

(
6
8
.
8
%
)

(
3
1
.
3
%
)

(
0
.
0
%
)

(
0
.
0
%
)

(
0
.
0
%
)

1
4

1
3

2
2

6
0

(
2
5
.
5
%
)

(
2
3
.
6
%
)

(
4
0
.
0
%
)

(
1
0
.
9
%
)

(
0
.
0
%
)

（
注

）
　

「
育

児
休

業
承

認
期

間
」

の
（

　
）

は
、

「
合

計
」

に
占

め
る

割
合

（
端

数
処

理
の

た
め

、
合

計
が

1
0
0
%
と

な
ら

な
い

場
合

が
あ

る
。

）
で

あ
る

。

表
1
1
　

会
計

年
度

任
用

職
員

の
育

児
休

業
の

取
得

状
況

 （
令

和
６

年
度

）

合
　

計

男
性

職
員

16
1

女
性

職
員

55
14
0

市
区

町
村

男
性

職
員

14
1

女
性

職
員

41
12
4

6

1,
49
8 9

1,
83
2

育
　

児
　

休
　

業
　

承
　

認
　

期
　

間

新
た

な
育

児
休

業
を

取
得

後
、

再
び

育
児

休
業

を
取

得
し

た
も

の
（

条
例

で
定

め
る

特
別

の
事

情
に

よ
る

再
度

の
取

得
を

除
く

）

昨
年

度
か

ら
の

継
続

取
得

0

指
定

都
市

男
性

職
員

1
0

女
性

職
員

10
12

条
例

で
定

め
る

特
別

の
事

情
に

よ
る

再
度

の
取

得

都
道

府
県

男
性

職
員

1
0

女
性

職
員

15
9 3

4
4

17
5

27



〇
 令

和
６

年
度

中
に

新
た

に
取

得
し

た
育

児
休

業
（一

般
行

政
部

門
）

（
単

位
：

人
）

１
月

以
下

１
月

超
３

月
以

下
３

月
超

６
月

以
下

６
月

超
９

月
以

下
９

月
超

1
2
月

以
下

3
2

0
1

1

(4
2.
9%
)

(2
8.
6%
)

(0
.0
%)

(1
4.
3%
)

(1
4.
3%
)

7
27

43
36

29

(4
.9
%)

(1
9.
0%
)

(3
0.
3%
)

(2
5.
4%
)

(2
0.
4%
)

2
1

0
0

1

(5
0.
0%
)

(2
5.
0%
)

(0
.0
%)

(0
.0
%)

(2
5.
0%
)

12
29

45
57

49

(6
.3
%)

(1
5.
1%
)

(2
3.
4%
)

(2
9.
7%
)

(2
5.
5%
)

18
12

7
1

1

(4
6.
2%
)

(3
0.
8%
)

(1
7.
9%
)

(2
.6
%)

(2
.6
%)

14
9

34
2

57
9

45
5

40
3

(7
.7
%)

(1
7.
7%
)

(3
0.
0%
)

(2
3.
6%
)

(2
0.
9%
)

23
15

7
2

3

(4
6.
0%
)

(3
0.
0%
)

(1
4.
0%
)

(4
.0
%)

(6
.0
%)

16
8

39
8

66
7

54
8

48
1

(7
.4
%)

(1
7.
6%
)

(2
9.
5%
)

(2
4.
2%
)

(2
1.
3%
)

（
注
１
）
 「

育
児

休
業

取
得

者
数

」
に

は
、

令
和

５
年

度
以
前
に
育
児
休
業
等
が
取
得
可
能
と
な
り
、
令
和
６
年
度
か
ら
新
た

に
育

児
休

業
を

取
得

し
た

者
は

含
ま

れ
な

い
。

（
注
２
）
 「

育
児

休
業

取
得

率
」

は
、

「
令

和
６

年
度

中
に
新
た
に
育
児
休
業
等
が
取
得
可
能
と
な
っ
た
職
員
数
」
に
占
め
る

「
育

児
休

業
取

得
者

数
」

の
割

合
で

あ
る

。

（
注
３
）
 「

育
児
休

業
承

認
期

間
」

の
（

　
）

は
、

「
育
児
休
業
取
得
者
数
」
に
占
め
る
割
合
（
端
数
処
理
の
た
め
、
合
計
が

10
0%

と
な

ら
な

い
場

合
が

あ
る

。
以

下
同

じ
。

）
で

あ
る

。

（
注
４
）
 「

（
参

考
）

１
月

以
下

の
育

児
休

業
承

認
期

間
の
内
訳
（
男
性
職
員
）
」
の
（
　
）
は
、
「
合
計
」
の
「
男
性
職
員

」
の

「
育

児
休

業
取

得
者

」
に

占
め

る
割

合
で

あ
る

。
　

表
11

ー
１

　
会

計
年

度
任

用
職

員
の

育
児

休
業

の
取

得
状

況
 （

令
和

６
年

度
・一

般
行

政
部

門
）

都
道

府
県

男
性

職
員

2
9

7
2
4
.
1
%

女
性

職
員

1
8
1

1
4
2

7
8
.
5
%

令
和

６
年

度
中

に
新

た
に

育
児

休
業

等
が

取
得

可
能

と
な

っ
た

職
員

数

育
児

休
業

取
得

者
数

育
児

休
業

取
得

率

育
　

児
　

休
　

業
　

承
　

認
　

期
　

間

指
定

都
市

男
性

職
員

9
4

4
4
.
4
%

女
性

職
員

1
9
3

1
9
2

9
9
.
5
%

市
区

町
村

男
性

職
員

8
8

3
9

4
4
.
3
%

女
性

職
員

2
,
0
5
9

1
,
9
2
8

9
3
.
6
%

合
　

計

男
性

職
員

1
2
6

5
0

3
9
.
7
%

女
性

職
員

2
,
4
3
3

2
,
2
6
2

9
3
.
0
%

【
参

考
】

１
月

以
下

の
育

児
休

業
承

認
期

間
の

内
訳

（
男

性
職

員
）

１
週
間
未
満

１
週
間
以
上
２
週
間
未
満

２
週
間
以
上
 １
月
以
下

2
0

21

(4
.0
%)
 

(0
.0
%)
 

(4
2.
0%
) 

28



〇
 令

和
６

年
度

中
に

新
た

に
取

得
し

た
育

児
休

業
（
公

営
企

業
等

）
（

単
位

：
人

）

１
月

以
下

１
月

超
３

月
以

下
３

月
超

６
月

以
下

６
月

超
９

月
以

下
９

月
超

1
2
月

以
下

1
1

5
1

0
0

(
6
4
.
7
%
)

(
2
9
.
4
%
)

(
5
.
9
%
)

(
0
.
0
%
)

(
0
.
0
%
)

1
4

2
1

3
6

4
2

1
8

(
1
0
.
7
%
)

(
1
6
.
0
%
)

(
2
7
.
5
%
)

(
3
2
.
1
%
)

(
1
3
.
7
%
)

4
3

1
0

0

(
5
0
.
0
%
)

(
3
7
.
5
%
)

(
1
2
.
5
%
)

(
0
.
0
%
)

(
0
.
0
%
)

1
5

1
5

6
4

(
3
.
2
%
)

(
1
6
.
1
%
)

(
4
8
.
4
%
)

(
1
9
.
4
%
)

(
1
2
.
9
%
)

7
2

1
1

1

(
5
8
.
3
%
)

(
1
6
.
7
%
)

(
8
.
3
%
)

(
8
.
3
%
)

(
8
.
3
%
)

2
8

5
1

8
1

7
0

6
7

(
9
.
4
%
)

(
1
7
.
2
%
)

(
2
7
.
3
%
)

(
2
3
.
6
%
)

(
2
2
.
6
%
)

2
2

1
0

3
1

1

(
5
9
.
5
%
)

(
2
7
.
0
%
)

(
8
.
1
%
)

(
2
.
7
%
)

(
2
.
7
%
)

4
3

7
7

1
3
2

1
1
8

8
9

(
9
.
4
%
)

(
1
6
.
8
%
)

(
2
8
.
8
%
)

(
2
5
.
7
%
)

(
1
9
.
4
%
)

（
注
１
）
 「

育
児

休
業

取
得

者
数

」
に

は
、

令
和

５
年
度
以
前
に
育
児
休
業
等
が
取
得
可
能
と
な
り
、
令
和
６
年
度
か
ら
新
た

に
育
児
休
業
を
取
得
し
た
者
は
含
ま
れ
な
い
。

（
注
２
）
 「

育
児

休
業

取
得

率
」

は
、

「
令

和
６

年
度
中
に
新
た
に
育
児
休
業
等
が
取
得
可
能
と
な
っ
た
職
員
数
」
に
占
め
る

「
育
児
休
業
取
得
者
数
」
の
割
合
で
あ
る
。

（
注
３
）
 「

育
児
休

業
承

認
期

間
」

の
（

　
）

は
、

「
育
児
休
業
取
得
者
数
」
に
占
め
る
割
合
（
端
数
処
理
の
た
め
、
合
計
が
10
0%
と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
。

（
注
４
）
 「

（
参

考
）

１
月

以
下

の
育

児
休

業
承

認
期
間
の
内
訳
（
男
性
職
員
）
」
の
（
　
）
は
、
「
合
計
」
の
「
男
性
職
員

」
の
「
育
児
休
業
取
得
者
」
に
占
め
る
割
合
で
あ
る
。
　

表
1
1
ー

２
　

会
計

年
度

任
用

職
員

の
育

児
休

業
の

取
得

状
況

 （
令

和
６

年
度

・
公

営
企

業
等

）

都
道

府
県

男
性

職
員

4
7

1
7

3
6
.
2
%

女
性

職
員

1
3
9

1
3
1

9
4
.
2
%

令
和

６
年

度
中

に
新

た
に

育
児

休
業

等
が

取
得

可
能

と
な

っ
た

職
員

数

育
児

休
業

取
得

者
数

育
児

休
業

取
得

率

育
　

児
　

休
　

業
　

承
　

認
　

期
　

間

指
定

都
市

男
性

職
員

9
8

8
8
.
9
%

女
性

職
員

3
7

3
1

8
3
.
8
%

市
区

町
村

男
性

職
員

3
3

1
2

3
6
.
4
%

女
性

職
員

3
1
9

2
9
7

9
3
.
1
%

合
　

計

男
性

職
員

8
9

3
7

4
1
.
6
%

女
性

職
員

4
9
5

4
5
9

9
2
.
7
%

【
参

考
】

１
月

以
下

の
育

児
休

業
承

認
期

間
の

内
訳

（
男

性
職

員
）

１
週

間
未

満
１

週
間

以
上

２
週

間
未

満
２

週
間

以
上

 １
月

以
下

5
4

1
3

(
1
3
.
5
%
)
 

(
1
0
.
8
%
)
 

(
3
5
.
1
%
)
 

29



〇
 令

和
６

年
度

中
に

新
た

に
取

得
し

た
育

児
休

業
（
警

察
部

門
）

（
単

位
：

人
）

１
月

以
下

１
月

超
３

月
以

下
３

月
超

６
月

以
下

６
月

超
９

月
以

下
９

月
超

1
2
月

以
下

0
0

0
0

0

‐
‐

‐
‐

‐

0
4

2
3

3

(
0
.
0
%
)

(
3
3
.
3
%
)

(
1
6
.
7
%
)

(
2
5
.
0
%
)

(
2
5
.
0
%
)

0
0

0
0

0

‐
‐

‐
‐

‐

0
4

2
3

3

(
0
.
0
%
)

(
3
3
.
3
%
)

(
1
6
.
7
%
)

(
2
5
.
0
%
)

(
2
5
.
0
%
)

（
注

１
）

 
「

育
児

休
業

取
得

者
数

」
に

は
、

令
和

５
年
度

以
前

に
育

児
休

業
等

が
取

得
可

能
と

な
り

、
令

和
６

年
度

か
ら

新
た
に
育
児
休
業
を
取
得
し
た
者
は
含
ま
れ
な
い
。

（
注

２
）

 
「

育
児

休
業

取
得

率
」

は
、

「
令

和
６

年
度
中

に
新

た
に

育
児

休
業

等
が

取
得

可
能

と
な

っ
た

職
員

数
」

に
占

め
る
「
育
児
休
業
取
得
者
数
」
の
割
合
で
あ
る
。

（
注

３
）

 
「

育
児

休
業

承
認

期
間

」
の

（
　

）
は

、
「
育

児
休

業
取

得
者

数
」

に
占

め
る

割
合

（
端

数
処

理
の

た
め

、
合

計
が

10
0%
と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
。

【
参

考
】

１
月

以
下

の
育

児
休

業
承

認
期

間
の

内
訳

（
男

性
職

員
）

１
週

間
未

満
１

週
間

以
上

２
週

間
未

満
２

週
間

以
上

 １
月

以
下

0
0

0

‐
‐

‐

合
　

計

男
性

職
員

0
0

‐

女
性

職
員

1
2

1
2

1
0
0
.
0
%

市
区

町
村

男
性

職
員

女
性

職
員

指
定

都
市

男
性

職
員

女
性

職
員

都
道

府
県

男
性

職
員

0
0

‐

女
性

職
員

1
2

1
2

1
0
0
.
0
%

表
1
1ー

３
　

会
計

年
度

任
用

職
員

の
育

児
休

業
の

取
得

状
況

  
（令

和
６

年
度

・警
察

部
門

）

令
和

６
年

度
中

に
新

た
に

育
児

休
業

等
が

取
得

可
能

と
な

っ
た

職
員

数

育
児

休
業

取
得

者
数

育
児

休
業

取
得

率

育
　

児
　

休
　

業
　

承
　

認
　

期
　

間

30



〇
 令

和
６

年
度

中
に

新
た

に
取

得
し

た
育

児
休

業
（
消

防
部

門
）

（
単

位
：

人
）

１
月

以
下

１
月

超
３

月
以

下
３

月
超

６
月

以
下

６
月

超
９

月
以

下
９

月
超

1
2
月

以
下

0
0

0
0

0

‐
‐

‐
‐

‐

0
0

0
0

0

‐
‐

‐
‐

‐

0
0

1
0

0

(
0
.
0
%
)

(
0
.
0
%
)

(
1
0
0
.
0
%
)

(
0
.
0
%
)

(
0
.
0
%
)

1
1

1
1

1

(
2
0
.
0
%
)

(
2
0
.
0
%
)

(
2
0
.
0
%
)

(
2
0
.
0
%
)

(
2
0
.
0
%
)

0
0

0
0

0

-
-

-
-

-

0
2

2
1

1

(
0
.
0
%
)

(
3
3
.
3
%
)

(
3
3
.
3
%
)

(
1
6
.
7
%
)

(
1
6
.
7
%
)

0
0

1
0

0

(
0
.
0
%
)

(
0
.
0
%
)

(
1
0
0
.
0
%
)

(
0
.
0
%
)

(
0
.
0
%
)

1
3

3
2

2

(
9
.
1
%
)

(
2
7
.
3
%
)
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（
注

１
）

 
「

育
児

休
業

取
得

者
数

」
に

は
、

令
和

５
年

度
以

前
に

育
児

休
業

等
が

取
得

可
能

と
な

り
、

令
和

６
年

度
か

ら
新

た
に

育
児

休
業

を
取

得
し

た
者

は
含

ま
れ

な
い

。

（
注

２
）

 
「

育
児

休
業

取
得

率
」

は
、

「
令

和
６

年
度

中
に

新
た

に
育

児
休

業
等

が
取

得
可

能
と

な
っ

た
職

員
数

」
に

占
め

る
「

育
児

休
業

取
得

者
数

」
の

割
合

で
あ

る
。

（
注

３
）

 
「

育
児

休
業

承
認

期
間

」
の

（
　

）
は

、
「

育
児

休
業

取
得

者
数

」
に

占
め

る
割

合
（

端
数

処
理

の
た

め
、

合
計

が
1
0
0
%
と

な
ら

な
い

場
合

が
あ

る
。

以
下

同
じ

。
）

で
あ

る
。

【
参

考
】

１
月

以
下

の
育

児
休

業
承

認
期

間
の

内
訳

（
男

性
職

員
）

１
週

間
未

満
１

週
間

以
上

２
週

間
未

満
２

週
間

以
上

 １
月

以
下

0
0

0

(
0
.
0
%
)
 

(
0
.
0
%
)
 

(
0
.
0
%
)
 

合
　

計

男
性

職
員

4
1

2
5
.
0
%

女
性

職
員

1
1

1
1

1
0
0
.
0
%

市
区

町
村

男
性

職
員

3
0

0
.
0
%

女
性

職
員

6
6

1
0
0
.
0
%

指
定

都
市

男
性

職
員

1
1

1
0
0
.
0
%

女
性

職
員

5
5

1
0
0
.
0
%

都
道

府
県

男
性

職
員

0
0

‐

女
性

職
員

0
0

‐

表
1
1
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４
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年
度

任
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職
員

の
育
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休

業
の

取
得
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（
令

和
６

年
度

・
消

防
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門
）
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６
年

度
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新
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児
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と
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児
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得
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間
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〇
 令

和
６

年
度

中
に

新
た

に
取

得
し

た
育

児
休

業
（教

育
委

員
会

）
（

単
位

：
人

）

１
月

以
下

１
月

超
３

月
以

下
３

月
超

６
月

以
下

６
月

超
９

月
以

下
９

月
超

12
月

以
下

1
1

0
1

1

(2
5.
0%
)

(2
5.
0%
)

(0
.0
%)

(2
5.
0%
)
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5.
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)

3
14

13
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9
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.5
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(1
6.
4%
)

1
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0
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)
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4
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)
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)
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8
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5
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)
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)
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)
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)
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)

（
注
１
）
　
「
育
児
休

業
取

得
者

数
」

に
は

、
令

和
５

年
度
以
前
に
育
児
休
業
等
が
取
得
可
能
と
な
り
、
令
和
６
年
度
か
ら
新
た

に
育

児
休

業
を

取
得

し
た

者
は

含
ま

れ
な

い
。

（
注
２
）
　
「
育
児
休

業
取

得
率

」
は

、
「

令
和

６
年

度
中
に
新
た
に
育
児
休
業
等
が
取
得
可
能
と
な
っ
た
職
員
数
」
に
占
め
る

「
育

児
休

業
取

得
者

数
」

の
割

合
で

あ
る

。

（
注
３
）
　
「
育
児

休
業

承
認

期
間

」
の

（
　

）
は

、
「

育
児
休
業
取
得
者
数
」
に
占
め
る
割
合
（
端
数
処
理
の
た
め
、
合
計
が
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と
な

ら
な

い
場
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が

あ
る

。
以

下
同

じ
。

）
で

あ
る

。

（
注
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「
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参
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１
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下
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育
児

休
業

承
認
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内
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男
性
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（
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、
「
合
計
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の
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男
性
職
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児
休

業
取

得
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占
め

る
割

合
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あ
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【
参
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１
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以
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の
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児
休
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認
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内
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性
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）

１
週
間
未
満

１
週
間
以
上
２
週
間
未
満

２
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 １
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下

0
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市
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%
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%
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府
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員
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4
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女
性
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88
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%
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年
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児
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児
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間
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〇 育児休業の取得率

男性職員 女性職員 男性職員 女性職員 男性職員 女性職員 男性職員 女性職員 男性職員 女性職員 男性職員 女性職員

北海道 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% - - - - - 100.0%

青森県 - 88.9% - 80.0% - 100.0% - - - -

岩手県 100.0% 100.0% - 100.0% 100.0% 100.0% - 100.0% - 100.0%

宮城県 0.0% 100.0% - 100.0% - - - - 0.0% -

秋田県 - 100.0% - 100.0% - - - - - -

山形県 0.0% 63.6% - 66.7% 0.0% 60.0% - - 0.0% -

福島県 - 100.0% - 100.0% - - - - -

茨城県 - 78.6% - 70.0% - 100.0% - - - 100.0%

栃木県 66.7% 33.3% 100.0% 50.0% - - - 0.0% 0.0%

群馬県 0.0% 100.0% - 100.0% 0.0% 100.0% - - - -

埼玉県 - 100.0% - 100.0% - - - - - 100.0%

千葉県 16.7% 100.0% - 100.0% 16.7% 100.0% - - - 100.0%

東京都 14.3% 96.2% 33.3% 100.0% - - - - - - 0.0% 94.7%

神奈川県 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% - - - - 0.0% -

新潟県 - 92.3% - 100.0% - 100.0% - - - 0.0%

富山県 - 100.0% - - - 100.0% - - - -

石川県 - 100.0% - - - 100.0% - - - -

福井県 100.0% 100.0% - - 100.0% 100.0% - - - -

山梨県 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% - - - 100.0% - -

長野県 - 100.0% - 100.0% - - - - - -

岐阜県 - 100.0% - 100.0% - - - - - -

静岡県 100.0% 100.0% - 100.0% 100.0% - - - - 100.0%

愛知県 - 88.9% - 83.3% - 100.0% - - - 100.0%

三重県 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% - - - - - -

滋賀県 0.0% 100.0% - 100.0% 0.0% 100.0% - - - 100.0%

京都府 - 100.0% - 100.0% - - - 100.0% - -

大阪府 50.0% 50.0% 0.0% 66.7% - - 66.7% 0.0%

兵庫県 30.8% 46.5% 0.0% 8.7% 100.0% 89.5% - - 0.0% 100.0%

奈良県 - 100.0% - 100.0% - 100.0% - - - 100.0%

和歌山県 - 100.0% - - - - - 100.0% - 100.0%

鳥取県 0.0% 90.9% 0.0% 75.0% - 100.0% - - - -

島根県 33.3% 92.3% 0.0% 100.0% 50.0% 100.0% - - - 50.0%

岡山県 - 100.0% - 100.0% - - - 100.0% - -

広島県 - 85.7% - 75.0% - 100.0% - - - 100.0%

山口県 - 100.0% - 100.0% - - - - - 100.0%

徳島県 - 100.0% - 100.0% - 100.0% - 100.0% - -

香川県 16.7% 100.0% 100.0% - 0.0% 100.0% - 100.0% - 100.0%

愛媛県 50.0% 100.0% - 100.0% 50.0% 100.0% - - - 100.0%

高知県 - 100.0% - 100.0% - - - - - -

福岡県 - 66.7% - - - - - 100.0% - 50.0%

佐賀県 - 40.0% - 25.0% - - - - - 100.0%

長崎県 0.0% 100.0% - 100.0% - - - - 0.0% 100.0%

熊本県 - 100.0% - 100.0% - - - - - 100.0%

大分県 0.0% 100.0% - 100.0% 0.0% 100.0% - - - 100.0%

宮崎県 0.0% 66.7% - 66.7% 0.0% 66.7% - 100.0% 0.0% 50.0%

鹿児島県 - 85.7% - 0.0% ‐ 100.0% - - - 100.0%

沖縄県 38.5% 100.0% 66.7% 100.0% 12.5% 100.0% - - 100.0% 100.0%

合計 28.6% 86.3% 24.1% 78.5% 36.2% 94.2% ‐ 100.0% - - 18.2% 88.7%

（注１）　「令和６年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員数」に占める「令和６年度の新規取得者数」の割合である。
（注２）　表中の「－」は、「令和６年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員」及び「令和６年度の新規取得者」のいずれもが0名である。

表11－６　会計年度任用職員の育児休業の取得状況（令和６年度）　都道府県団体別

全合計 一般行政部門 公営企業等 警察部門 消防部門 教育委員会
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〇 育児休業の取得率

男性職員 女性職員 男性職員 女性職員 男性職員 女性職員 男性職員 女性職員 男性職員 女性職員

札幌市 0.0% 63.2% - 150.0% 0.0% 37.5% - - - 66.7%
仙台市 100.0% 96.9% - 100.0% 150.0% 85.7% - 100.0% 0.0% 100.0%
さいたま市 0.0% 90.0% - 100.0% - 100.0% - - 0.0% 66.7%
千葉市 ‐ 100.0% - 100.0% - 100.0% - - - -
横浜市 - 100.0% - 100.0% - 100.0% - 100.0% - 100.0%
川崎市 100.0% 91.7% - 85.7% 100.0% 100.0% - - - 100.0%
相模原市 - 100.0% - 100.0% - - - - - 100.0%
新潟市 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% - 100.0% - - - 100.0%
静岡市 - 93.8% - 92.3% - - - 100.0% - 100.0%
浜松市 0.0% 100.0% - 100.0% - - - - 0.0% -
名古屋市 60.0% 100.0% 50.0% 100.0% - - 100.0% - - 100.0%
京都市 100.0% 80.0% - 83.3% - - - - 100.0% 75.0%
大阪市 50.0% 100.0% 50.0% 114.3% - - - - - 80.0%
堺市 - 100.0% - 100.0% - - - - - 100.0%
神戸市 0.0% 109.1% - 112.5% - - - - 0.0% 100.0%
岡山市 - 100.0% - 100.0% - - - - - 100.0%
広島市 - 100.0% - 100.0% - - - - - 100.0%
北九州市 100.0% 85.7% - 80.0% 100.0% - - 100.0% - 100.0%
福岡市 100.0% 100.0% - 100.0% - - - - 100.0% 100.0%
熊本市 25.0% 100.0% 0.0% 100.0% 50.0% 100.0% - - - 100.0%
合計 53.6% 95.9% 44.4% 99.5% 88.9% 83.8% 100.0% 100.0% 22.2% 92.7%

（注１）　「令和６年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員数」に占める「令和６年度の新規取得者数」の割合である。
（注２）　表中の「－」は、「令和６年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員」及び「令和６年度の新規取得者」のいずれもが0名である。

表11－７　会計年度任用職員の育児休業の取得状況 （令和６年度）　指定都市団体別

全合計 一般行政部門 公営企業等 消防部門 教育委員会
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〇 育児休業の取得率

男性職員 女性職員 男性職員 女性職員 男性職員 女性職員 男性職員 女性職員 男性職員 女性職員

北海道 54.5% 95.9% 85.7% 97.0% 0.0% 92.9% - 100.0% 0.0% 96.2%

青森県 100.0% 88.9% 100.0% 94.1% ‐ 50.0% - - - 100.0%

岩手県 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% - 100.0% - - 0.0% 100.0%

宮城県 50.0% 91.7% 0.0% 86.7% - 90.0% - - 100.0% 112.5%

秋田県 100.0% 100.0% - 100.0% 100.0% 100.0% - - - 100.0%

山形県 50.0% 97.7% 100.0% 100.0% - 100.0% - 100.0% 0.0% 88.9%

福島県 50.0% 96.7% 0.0% 95.5% - - - - 100.0% 100.0%

茨城県 25.0% 97.3% 0.0% 96.2% 100.0% 100.0% - - - 100.0%

栃木県 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% - - - - - 100.0%

群馬県 25.0% 98.1% - 100.0% 0.0% 100.0% - - 50.0% 95.8%

埼玉県 0.0% 89.3% 0.0% 87.5% - 100.0% - - - 92.3%

千葉県 50.0% 94.0% 100.0% 96.2% - 72.7% - - 0.0% 100.0%

東京都 80.0% 85.3% 100.0% 87.9% - 100.0% - - 66.7% 80.6%

東京都（区） 84.6% 91.8% 71.4% 92.6% - - 100.0% 90.8%

神奈川県 100.0% 95.7% 100.0% 92.9% - 100.0% - - - 100.0%

新潟県 100.0% 90.4% - 90.5% - 50.0% - - 100.0% 92.3%

富山県 0.0% 92.3% - 94.1% 0.0% 92.3% - - - 88.9%

石川県 0.0% 97.7% - 96.0% - 100.0% - - 0.0% 100.0%

福井県 - 93.5% - 97.2% - 100.0% - - - 60.0%

山梨県 50.0% 100.0% 100.0% 100.0% - 100.0% - - 0.0% 100.0%

長野県 20.0% 86.7% 100.0% 83.7% 0.0% 100.0% - - - 93.5%

岐阜県 0.0% 93.5% 0.0% 96.8% 0.0% 75.0% 0.0% - - 90.9%

静岡県 - 98.3% - 100.0% - 100.0% - - - 92.3%

愛知県 0.0% 89.2% 0.0% 90.6% - 72.2% - - 0.0% 95.2%

三重県 0.0% 93.7% 0.0% 93.3% - 100.0% - - 0.0% 93.3%

滋賀県 100.0% 88.8% - 87.5% 100.0% 100.0% - - - 86.4%

京都府 100.0% 96.2% - 93.5% - 100.0% - - 100.0% 100.0%

大阪府 58.3% 97.5% 50.0% 95.6% 71.4% 100.0% - - 33.3% 100.0%

兵庫県 25.0% 97.7% - 97.1% 33.3% 93.8% - 100.0% 0.0% 100.0%

奈良県 50.0% 97.8% 50.0% 100.0% - 100.0% - - - 85.7%

和歌山県 0.0% 93.5% 0.0% 97.2% 0.0% 100.0% - - 0.0% 80.0%

鳥取県 50.0% 85.1% 50.0% 86.7% - 50.0% - - - 92.3%

島根県 60.0% 96.4% 50.0% 96.6% 100.0% 91.7% - 100.0% - 100.0%

岡山県 50.0% 92.3% 50.0% 97.6% - 100.0% - - 50.0% 76.5%

広島県 0.0% 87.5% 0.0% 83.3% - 100.0% - - - 95.0%

山口県 50.0% 100.0% 0.0% 100.0% - 100.0% - - 100.0% 100.0%

徳島県 33.3% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% - - - 100.0%

香川県 0.0% 100.0% - 100.0% - 100.0% - - 0.0% 100.0%

愛媛県 100.0% 88.7% 100.0% 86.0% - 100.0% - - - 100.0%

高知県 54.5% 104.8% 75.0% 103.3% - 150.0% 0.0% - 0.0% 100.0%

福岡県 0.0% 98.2% 0.0% 97.6% 0.0% 100.0% - - 0.0% 100.0%

佐賀県 0.0% 91.7% - 87.5% - 100.0% - - 0.0% 100.0%

長崎県 0.0% 83.3% 0.0% 79.5% - 100.0% - - - 100.0%

熊本県 100.0% 89.2% - 90.3% - 66.7% - - 100.0% 100.0%

大分県 75.0% 91.2% 100.0% 90.0% 0.0% 80.0% - - 100.0% 100.0%

宮崎県 0.0% 89.1% 0.0% 87.9% - 83.3% 0.0% - - 100.0%

鹿児島県 0.0% 98.2% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% - - 0.0% 95.2%

沖縄県 35.3% 98.4% 18.2% 99.3% 100.0% 100.0% - 100.0% 60.0% 95.1%

合計 41.7% 93.8% 44.3% 93.6% 36.4% 93.1% 0.0% 100.0% 43.1% 94.5%
（注１）　「令和６年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員数」に占める「令和６年度の新規取得者数」の割合である。
（注２）　表中の「－」は、「令和６年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員」及び「令和６年度の新規取得者」のいずれもが0名である。

表11－８　会計年度任用職員の育児休業の取得状況（令和６年度）　市区町村団体別

全合計 一般行政部門 公営企業等 消防部門 教育委員会
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１　時間外勤務命令の上限規制制度の制定状況（条例・規則等の整備状況） （単位：団体）

他律的業務の比重が
高い部署の指定 特例業務

要因の整理、
分析及び検証

47 27 47 47

(100.0%) (57.4%) (100.0%) (100.0%)

20 14 20 20

(100.0%) (70.0%) (100.0%) (100.0%)

1,721 1,401 1,680 1,656

(100.0%) (81.4%) (97.6%) (96.2%)

1,788 1,442 1,747 1,723

(100.0%) (80.6%) (97.7%) (96.4%)

（注１）「時間外勤務命令の上限等」とは、人事院規則15-14第16条の２の２に規定する「超過勤務を命ずる時間及び月数の上限」に相当する措置をいう。

（注２）「他律的業務の比重が高い部署の指定」欄には、人事院規則15－14第16条の２の２第１項第２号に規定する「他律的業務の比重が高い部署に勤務する

職員に対する上限時間の設定」に相当する規定が整備されている団体数を計上している。（部署単位のほか、業務、係、個人単位によるものも含む。）

（注３）「特例業務」欄には、人事院規則15－14第16条の２の２第２項に規定する「特例業務」に相当する規定が整備されている団体数を計上している。

（注４）「要因の整理、分析及び検証」欄には、人事院規則15－14第16条の２の２第３項に規定する「要因の整理、分析及び検証」に相当する規定が整備

されている団体数を計上している。

（注５）（　 ）内は、団体区分ごとの団体数に占める割合である。

２　時間外勤務命令の上限規制制度の運用実績 （単位：団体）

区　　分 団 体 数
他律的業務の比重が

高い部署の指定 特例業務
要因の整理、
分析及び検証

（参考）
特例業務有り/
要因の整理、

分析及び検証無し

47 26 45 46 0

(100.0%) (55.3%) (95.7%) (97.9%) (0.0%)

20 13 19 19 0

(100.0%) (65.0%) (95.0%) (95.0%) (0.0%)

1,721 704 926 1,128 73

(100.0%) (40.9%) (53.8%) (65.5%) (4.2%)

1,788 743 990 1,193 73

(100.0%) (41.6%) (55.4%) (66.7%) (4.1%)

（注１）「他律的業務の比重が高い部署の指定」欄には、令和６年度中において当該指定を行った実績が有る団体を計上している。

（注２）「特例業務」欄には、令和６年度中において当該業務の実績が有る団体を計上している。

（注３）「要因の整理、分析及び検証」には令和６年度の時間外勤務実績に対する実施の有る団体及び令和７年度にかけて実施中・

実施予定の団体を計上している。

３　要因の整理、分析及び検証の実施方法 （単位：団体）

46 46 46 31

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (67.4%)

19 19 19 16

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (84.2%)

1,128 1,016 957 885

(100.0%) (90.1%) (84.8%) (78.5%)

1,193 1,081 1,022 932

(100.0%) (90.6%) (85.7%) (78.1%)

（注１）「団体数」欄には、【２ 運用実績】で「要因の整理、分析及び検証」の該当がある団体数を計上している。

（注２）「職員についての記録」欄には、職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について（平成６年７月２７日職職―３２８）第十　宿日直勤務及び超過勤務

並びに超勤代休時間の指定関係の16項に規定する上限時間等を超えて超過勤務を命ぜられた職員についての記録に相当する運用を行っている団体数を

計上している。

（注３）「左記の記録の活用」欄には、上記２の記録を活用して要因の整理、分析及び検証を行っている団体数を計上している。

（注４）「職員や所属長に対する面談・ヒアリング」欄には、要因の整理、分析及び検証に必要な情報を収集するために、上限時間を超えて時間外勤務を

行った職員やその所属長に対してヒアリングを行っている団体数を計上している。

都道府県

指定都市

市区町村

合　　計

都道府県

指定都市

市区町村

合　　計

左記の記録の活用
職員や所属長に
対する面談・
ヒアリング

区　　分 団 体 数

特例業務により上限
時間等を超えて時間外

勤務を命じられた
職員についての記録

都道府県

指定都市

市区町村

合　　計

表12　時間外勤務命令の上限規制制度の状況（令和７年４月１日現在）

区　　分 団 体 数
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表
13
　
時
間
外
勤
務
の
状
況
（時

間
外
勤
務
時
間
数
）【
全
団
体
】

時
間
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勤
務
時
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４
５
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超
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及
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割
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及
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（注
１
）　
調
査
対
象
は
、
警
察
部
門
、
消
防
部
門
及
び
教
育
委
員
会
以
外
の
部
門
に
属
す
る
職
員
の
う
ち
、
管
理
監
督
職
員
（管

理
職
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
及
び
こ
れ
に
準
じ
る
職
と
し
て
条
例
で
定
め
る
職
に
任
用
さ
れ
て
い
る
職
員
）
を
除
い
た
職
員
で
あ
る
。

（注
２
）　
「時

間
(年
)」
は
、
対
象
団
体
の
年
間
総
時
間
数
を
、
「
平
均
職
員
数
（
対
象
団
体
の
各
月
の
職
員
数
を
足
し
上
げ
た
数
を
12
で
除
し
た
も
の
）」
で
除
し
た
も
の
で
あ
る
。
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65

8.
8%

20
,9
87

8.
2%

1,
57
8

0.
6%

3
月

25
6,
55
9

4,
20
1,
56
1

1
6
.4

2
4
,0
00

9.
4%

22
,2
99

8.
7%

1,
70
1

0.
7%

合
　
計

3,
09
4,
75
2

41
,5
8
4,
3
51

13
.4

18
3,
65
5

5.
9%

17
3,
01
2

5.
6%

10
,6
43

0.
3%

合
　
計

3
,0
9
1
,5
0
4

4
1
,8
0
5
,9
3
7

1
3
.5

1
8
8
,8
6
7

6
.1
%

1
7
7
,1
0
2

5
.7
%

1
1
,7
6
5

0
.4
%

16
1.
2

1
6
2
.3

表
13
－
１
　
時
間
外
勤
務
の
状
況
（時

間
外
勤
務
時
間
数
）【
都
道
府
県
】

時
間
外
勤
務
時
間
数

月
４
５
時
間
超
の
職
員
数
及
び
割
合

時
間
外
勤
務
時
間
数

月
４
５
時
間
超
の
職
員
数
及
び
割
合

45
時
間
超

10
0時

間
未
満

（人
）

職
員
数
に

占
め
る
割
合

（％
）

10
0時

間
以
上

（人
）

職
員
数
に

占
め
る
割
合

（％
）

職
員
数

（人
）

総
時
間
数

（
時
間
）

時
間
(月
)

職
員
数

（人
）

総
時
間
数

（時
間
）

時
間
(月
)

時
間
外
勤
務
を
45
時
間
超

行
っ
た
職
員
数
及
び
割
合

時
間
外
勤
務
を
45
時
間
超

行
っ
た
職
員
数
及
び
割
合

45
時
間
超

10
0時

間
未
満

（人
）

職
員
数
に

占
め
る
割
合

（％
）

10
0時

間
以
上

（人
）

職
員
数
に

占
め
る
割
合

（％
）

時
間
(年
)

時
間
(年
)

（注
１
）　
　
調
査
対
象
は
、
警
察
部
門
、
消
防
部
門
及
び
教
育
委
員
会
以
外
の
部
門
に
属
す
る
職
員
の
う
ち
、
管
理
監
督
職
員
（管

理
職
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
及
び
こ
れ
に
準
じ
る
職
と
し
て
条
例
で
定
め
る
職
に
任
用
さ
れ
て
い
る
職
員
）
を
除
い
た
職
員
で
あ
る
。

（注
２
）　
　
「時

間
(年
)」
は
、
対
象
団
体
の
年
間
総
時
間
数
を
、
「
平
均
職
員
数
（
対
象
団
体
の
各
月
の
職
員
数
を
足
し
上
げ
た
数
を
12
で
除
し
た
も
の
）」
で
除
し
た
も
の
で
あ
る
。
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○
時
間
外
勤
務
時
間
数
の
状
況

（参
考
）令

和
５
年
度
の
状
況

4
月

16
3
,4
5
0

2,
2
78
,0
1
0

13
.9

11
,1
54

6.
8%

10
,7
66

6.
6%

38
8

0.
2%

4
月

16
2,
62
7

2,
62
7,
50
9

1
6
.2

1
3
,9
29

8.
6%

13
,2
77

8.
2%

65
2

0.
4%

5
月

16
3
,4
8
4

2,
1
39
,1
3
6

13
.1

8,
8
72

5.
4%

8,
59
3

5.
3%

27
9

0.
2%

5
月

16
2,
36
5

2,
05
2,
55
6

1
2
.6

7
,9
94

4.
9%

7,
78
6

4.
8%

20
8

0.
1%

6
月

16
3
,2
7
4

1,
9
56
,7
9
0

12
.0

6,
8
99

4.
2%

6,
73
6

4.
1%

16
3

0.
1%

6
月

16
2,
36
3

2,
06
7,
49
3

1
2
.7

8
,0
81

5.
0%

7,
82
6

4.
8%

25
5

0.
2%

7
月

16
3
,1
0
4

1,
9
49
,9
1
8

12
.0

7,
1
88

4.
4%

7,
00
6

4.
3%

18
2

0.
1%

7
月

16
2,
15
3

1,
89
2,
28
9

1
1
.7

6
,4
42

4.
0%

6,
14
2

3.
8%

30
0

0.
2%

8
月

16
3
,3
1
0

1,
8
80
,1
9
5

11
.5

6,
3
43

3.
9%

6,
19
7

3.
8%

14
6

0.
1%

8
月

16
2,
13
4

1,
79
3,
55
9

1
1
.1

5
,8
38

3.
6%

5,
68
6

3.
5%

15
2

0.
1%

9
月

16
2
,9
9
8

1,
9
39
,5
0
5

11
.9

6,
6
56

4.
1%

6,
49
3

4.
0%

16
3

0.
1%

9
月

16
2,
13
2

1,
90
9,
61
6

1
1
.8

6
,7
40

4.
2%

6,
58
7

4.
1%

15
3

0.
1%

1
0
月

16
3
,2
2
7

2,
6
79
,1
8
6

16
.4

12
,7
50

7.
8%

11
,3
15

6.
9%

1,
43
5

0.
9%

1
0
月

16
2,
01
0

2,
00
8,
73
3

1
2
.4

7
,8
49

4.
8%

7,
51
4

4.
6%

33
5

0.
2%

1
1
月

16
2
,9
2
4

2,
0
06
,5
1
9

12
.3

7,
1
78

4.
4%

6,
77
4

4.
2%

40
4

0.
2%

1
1
月

16
1,
95
5

1,
87
9,
62
5

1
1
.6

6
,3
56

3.
9%

6,
07
5

3.
8%

28
1

0.
2%

1
2
月

16
2
,9
4
8

1,
7
70
,9
2
3

10
.9

5,
5
41

3.
4%

5,
32
9

3.
3%

21
2

0.
1%

1
2
月

16
1,
90
8

1,
76
0,
90
9

1
0
.9

5
,5
33

3.
4%

5,
30
7

3.
3%

22
6

0.
1%

1
月

16
2
,7
7
4

1,
8
73
,2
5
4

11
.5

6,
3
65

3.
9%

6,
07
1

3.
7%

29
4

0.
2%

1
月

16
1,
84
4

1,
97
2,
07
5

1
2
.2

8
,1
17

5.
0%

7,
59
7

4.
7%

52
0

0.
3%

2
月

16
2
,6
4
0

1,
9
06
,4
9
5

11
.7

6,
4
31

4.
0%

6,
23
7

3.
8%

19
4

0.
1%

2
月

16
1,
74
4

2,
07
9,
27
4

1
2
.9

8
,5
98

5.
3%

8,
29
0

5.
1%

30
8

0.
2%

3
月

16
2
,7
0
0

2,
4
61
,8
5
5

15
.1

12
,5
22

7.
7%

11
,9
70

7.
4%

55
2

0.
3%

3
月

16
1,
80
2

2,
50
8,
24
3

1
5
.5

1
3
,3
73

8.
3%

12
,7
73

7.
9%

60
0

0.
4%

合
　
計

1,
95
6,
83
3

24
,8
4
1,
7
86

12
.7

97
,8
99

5.
0%

93
,4
87

4.
8%

4,
41
2

0.
2%

合
　
計

1,
94
5,
03
7

24
,5
51
,8
81

1
2
.6

9
8
,8
50

5.
1%

94
,8
60

4.
9%

3,
99
0

0.
2%

15
2.
3

1
5
1
.5

表
13
－
２
　
時
間
外
勤
務
の
状
況
（時

間
外
勤
務
時
間
数
）【
指
定
都
市
】

時
間
外
勤
務
時
間
数

月
４
５
時
間
超
の
職
員
数
及
び
割
合

時
間
外
勤
務
時
間
数

月
４
５
時
間
超
の
職
員
数
及
び
割
合

45
時
間
超

10
0時

間
未
満

（人
）

職
員
数
に

占
め
る
割
合

（％
）

10
0時

間
以
上

（人
）

職
員
数
に

占
め
る
割
合

（％
）

職
員
数

（人
）

総
時
間
数

（
時
間
）

時
間
(月
)

職
員
数

（人
）

総
時
間
数

（時
間
）

時
間
(月
)

時
間
外
勤
務
を
45
時
間
超

行
っ
た
職
員
数
及
び
割
合

時
間
外
勤
務
を
45
時
間
超

行
っ
た
職
員
数
及
び
割
合

45
時
間
超

10
0時

間
未
満

（人
）

職
員
数
に

占
め
る
割
合

（％
）

10
0時

間
以
上

（人
）

職
員
数
に

占
め
る
割
合

（％
）

時
間
(年
)

時
間
(年
)

（注
１
）　
　
調
査
対
象
は
、
警
察
部
門
、
消
防
部
門
及
び
教
育
委
員
会
以
外
の
部
門
に
属
す
る
職
員
の
う
ち
、
管
理
監
督
職
員
（管

理
職
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
及
び
こ
れ
に
準
じ
る
職
と
し
て
条
例
で
定
め
る
職
に
任
用
さ
れ
て
い
る
職
員
）
を
除
い
た
職
員
で
あ
る
。

（注
２
）　
　
「時

間
(年
)」
は
、
対
象
団
体
の
年
間
総
時
間
数
を
、
「
平
均
職
員
数
（
対
象
団
体
の
各
月
の
職
員
数
を
足
し
上
げ
た
数
を
12
で
除
し
た
も
の
）」
で
除
し
た
も
の
で
あ
る
。
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○
時
間
外
勤
務
時
間
数
の
状
況

（参
考
）令

和
５
年
度
の
状
況

4
月

64
8
,3
2
2

8,
4
33
,9
5
2

13
.0

43
,3
46

6.
7%

40
,4
08

6.
2%

2,
93
8

0.
5%

4
月

64
5,
48
3

9,
68
7,
42
3

1
5
.0

5
4
,9
96

8.
5%

50
,0
77

7.
8%

4,
91
9

0.
8%

5
月

64
9
,8
0
6

7,
0
18
,5
7
4

10
.8

27
,3
27

4.
2%

26
,1
53

4.
0%

1,
17
4

0.
2%

5
月

64
5,
22
8

7,
07
2,
72
2

1
1
.0

2
6
,6
10

4.
1%

25
,5
19

4.
0%

1,
09
1

0.
2%

6
月

64
9
,4
9
0

6,
6
35
,4
8
8

10
.2

23
,5
86

3.
6%

22
,5
52

3.
5%

1,
03
4

0.
2%

6
月

64
4,
89
4

6,
93
1,
74
4

1
0
.7

2
6
,3
70

4.
1%

25
,2
96

3.
9%

1,
07
4

0.
2%

7
月

64
8
,6
4
9

6,
4
08
,4
4
6

9.
9

21
,1
93

3.
3%

20
,4
28

3.
1%

76
5

0.
1%

7
月

64
4,
31
6

6,
41
8,
29
9

1
0
.0

2
0
,7
11

3.
2%

19
,7
86

3.
1%

92
5

0.
1%

8
月

64
7
,2
7
3

5,
7
75
,3
9
1

8.
9

16
,1
61

2.
5%

15
,6
13

2.
4%

54
8

0.
1%

8
月

64
3,
85
9

5,
80
4,
42
5

9
.0

1
6
,9
14

2.
6%

16
,2
24

2.
5%

69
0

0.
1%

9
月

64
7
,8
4
4

6,
1
95
,3
4
4

9.
6

18
,5
20

2.
9%

17
,7
08

2.
7%

81
2

0.
1%

9
月

64
3,
41
4

6,
32
4,
09
6

9
.8

1
9
,8
67

3.
1%

19
,0
66

3.
0%

80
1

0.
1%

1
0
月

64
8
,3
8
8

9,
1
83
,4
9
2

14
.2

40
,9
44

6.
3%

35
,8
84

5.
5%

5,
06
0

0.
8%

1
0
月

64
3,
94
7

7,
13
2,
61
2

1
1
.1

2
7
,3
07

4.
2%

25
,9
43

4.
0%

1,
36
4

0.
2%

1
1
月

64
7
,8
6
1

6,
6
60
,5
9
6

10
.3

23
,0
28

3.
6%

21
,6
36

3.
3%

1,
39
2

0.
2%

1
1
月

64
3,
52
7

6,
58
8,
70
1

1
0
.2

2
2
,4
41

3.
5%

21
,1
34

3.
3%

1,
30
7

0.
2%

1
2
月

64
7
,4
1
4

5,
6
70
,1
8
0

8.
8

16
,8
73

2.
6%

15
,8
24

2.
4%

1,
04
9

0.
2%

1
2
月

64
3,
16
0

5,
78
2,
59
4

9
.0

1
7
,5
25

2.
7%

16
,4
04

2.
6%

1,
12
1

0.
2%

1
月

64
6
,6
6
8

6,
3
55
,5
6
4

9.
8

21
,7
04

3.
4%

20
,3
05

3.
1%

1,
39
9

0.
2%

1
月

64
2,
48
2

6,
60
4,
47
1

1
0
.3

2
4
,8
00

3.
9%

22
,5
65

3.
5%

2,
23
5

0.
3%

2
月

64
6
,2
2
2

6,
4
37
,7
7
4

10
.0

22
,4
80

3.
5%

21
,4
81

3.
3%

99
9

0.
2%

2
月

64
1,
99
7

6,
74
5,
44
6

1
0
.5

2
6
,5
29

4.
1%

25
,1
29

3.
9%

1,
40
0

0.
2%

3
月

64
5
,9
7
7

8,
4
18
,6
9
9

13
.0

40
,0
79

6.
2%

37
,2
15

5.
8%

2,
86
4

0.
4%

3
月

64
2,
14
9

8,
61
8,
57
2

1
3
.4

4
2
,9
12

6.
7%

39
,8
99

6.
2%

3,
01
3

0.
5%

合
　
計

7,
77
3,
91
4

83
,1
9
3,
4
99

10
.7

31
5,
24
1

4.
1%

29
5,
20
7

3.
8%

20
,0
34

0.
3%

合
　
計

7,
72
4,
45
6

83
,7
11
,1
05

1
0
.8

3
2
6
,9
82

4.
2%

30
7,
04
2

4.
0%

19
,9
40

0.
3%

12
8.
4

1
3
0
.0

表
13
－
３
　
時
間
外
勤
務
の
状
況
（時

間
外
勤
務
時
間
数
）【
市
区
町
村
】

時
間
外
勤
務
時
間
数

月
４
５
時
間
超
の
職
員
数
及
び
割
合

時
間
外
勤
務
時
間
数

月
４
５
時
間
超
の
職
員
数
及
び
割
合

時
間
(年
)

時
間
(年
)

（注
１
）　
　
調
査
対
象
は
、
警
察
部
門
、
消
防
部
門
及
び
教
育
委
員
会
以
外
の
部
門
に
属
す
る
職
員
の
う
ち
、
管
理
監
督
職
員
（管

理
職
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
及
び
こ
れ
に
準
じ
る
職
と
し
て
条
例
で
定
め
る
職
に
任
用
さ
れ
て
い
る
職
員
）
を
除
い
た
職
員
で
あ
る
。

（注
２
）　
　
「時

間
(年
)」
は
、
対
象
団
体
の
年
間
総
時
間
数
を
、
「
平
均
職
員
数
（
対
象
団
体
の
各
月
の
職
員
数
を
足
し
上
げ
た
数
を
12
で
除
し
た
も
の
）」
で
除
し
た
も
の
で
あ
る
。

45
時
間
超

10
0時

間
未
満

（人
）

職
員
数
に

占
め
る
割
合

（％
）

10
0時

間
以
上

（人
）

職
員
数
に

占
め
る
割
合

（％
）

職
員
数

（人
）

総
時
間
数

（
時
間
）

時
間
(月
)

職
員
数

（人
）

総
時
間
数

（時
間
）

時
間
(月
)

時
間
外
勤
務
を
45
時
間
超

行
っ
た
職
員
数
及
び
割
合

時
間
外
勤
務
を
45
時
間
超

行
っ
た
職
員
数
及
び
割
合

45
時
間
超

10
0時

間
未
満

（人
）

職
員
数
に

占
め
る
割
合

（％
）

10
0時

間
以
上

（人
）

職
員
数
に

占
め
る
割
合

（％
）

40



〇
 
勤

務
時

間
管

理
の

実
施

方
法

（
単
位
：
団
体
）

勤
務

管
理

者
の

現
認

に
よ

る
確

認
・

記
録

タ
イ

ム
カ

ー
ド

、
I
C
カ

ー
ド

、
パ

ソ
コ

ン
の

使
用

時
間

等
の

客
観

的
な

記
録

に
よ

る
確

認
・

記
録

職
員

本
人

か
ら

の
自

己
申

告
（

シ
ス

テ
ム

入
力

等
）

に
よ

る
確

認
・

記
録

職
員

本
人

か
ら

の
自

己
申

告
（

紙
媒

体
）

に
よ

る
確

認
・

記
録

47
32

42
39

18
1

(
10
0.
0
%)

(6
8.
1%
)

(8
9.
4%
)

(8
3.
0%
)

(3
8.
3%
)

(2
.1
%)

20
9

19
12

6
1

(
10
0.
0
%)

(4
5.
0%
)

(9
5.
0%
)

(6
0.
0%
)

(3
0.
0%
)

(5
.0
%)

1,
72
1

58
8

1,
04
9

79
9

67
1

42
6

(
10
0.
0
%)

(3
4.
2%
)

(6
1.
0%
)

(4
6.
4%
)

(3
9.
0%
)

(2
4.
8%
)

1,
78
8

62
9

1,
11
0

85
0

69
5

42
8

(
10
0.
0
%)

(3
5.
2%
)

(6
2.
1%
)

(4
7.
5%
)

(3
8.
9%
)

(2
3.
9%
)

（
注

１
）

「
実

施
の

方
法

」
欄

に
は

、
「

労
働

時
間

の
適

正
な

把
握

の
た

め
に

使
用

者
が

講
ず

べ
き

措
置

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」
（

平
成

2
9
年

1
月

2
0
日

厚
生

労
働

省
策

定
）

に

労
働

時
間

の
適

正
な

把
握

の
た

め
に

使
用

者
が

講
ず

べ
き

措
置

と
し

て
規

定
さ

れ
て

い
る

労
働

時
間

管
理

の
方

法
を

実
施

し
て

い
る

団
体

数
を

計
上

し
て

い
る

。

（
注

２
）

「
職

員
本

人
か

ら
の

自
己

申
告

の
み

」
欄

に
は

、
「

実
施

の
方

法
」

欄
の

う
ち

「
職

員
本

人
か

ら
の

自
己

申
告

（
シ

ス
テ

ム
入

力
等

）
に

よ
る

確
認

・
記

録
」

「
職

員
本

人

か
ら

の
自

己
申

告
（

紙
媒

体
）

に
よ

る
確

認
・

記
録

」
の

い
ず

れ
か

又
は

両
方

の
方

法
し

か
講

じ
て

い
な

い
団

体
数

を
計

上
し

て
い

る
。

（
注

３
）

（
　

　
）

内
は

団
体

区
分

ご
と

の
団

体
数

に
占

め
る

割
合

で
あ

る
。

指
定
都
市

市
区
町
村

合
　
　
計

表
1
4
　
勤
務
時
間
管
理
の
実
施
方
法
の
状
況

区
　
　
分

団
 体

 数

実
施
の
方
法

職
員
本
人
か
ら
の

自
己
申
告
の
み

都
道
府
県
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受
験
者
数
合
格
者
数
採
用
者
数
競
争
率
受

験
者

数
合
格
者
数
採
用
者
数
競
争
率
受

験
者

数
合
格
者
数
採
用
者
数
競
争
率
受

験
者

数
合
格
者
数
採
用
者
数
競
争
率
受

験
者

数
合
格
者
数
採
用
者
数
競

争
率

大
学
卒
業
程
度
試
験

78
,4
38

18
,8
22

13
,1
58

4.
2

83
,7
01

18
,2
71

12
,2
90

4.
6

81
,0
91

19
,4
22

12
,8
38

4.
2

72
,8
07

20
,1
12

13
,1
08

3.
6

72
,3
09

22
,7
38

14
,1
51

3.
2

短
大
卒
業
程
度
試
験

7,
64
5

1,
60
7

1,
10
1

4.
8

8,
14
1

1,
48
7

1,
13
5

5.
5

6,
82
9

1,
71
7

1,
26
5

4.
0

4,
79
0

1,
31
0

1,
11
3

3.
7

4,
30
3

1,
34
7

1,
08
2

3.
2

高
校
卒
業
程
度
試
験

52
,2
89

8,
60
6

5,
52
3

6.
1

51
,8
38

7,
93
0

5,
23
1

6.
5

44
,8
74

8,
84
3

5,
69
3

5.
1

37
,8
90

8,
44
7

5,
43
7

4.
5

35
,2
52

10
,1
22

6,
22
8

3.
5

そ
の

他
の

試
験

4,
38
8

45
7

39
8

9.
6

2,
95
0

34
4

29
4

8.
6

3,
51
3

56
6

45
0

6.
2

1,
78
2

35
1

29
2

5.
1

2,
21
2

45
3

37
9

4.
9

計
14
2,
76
0

29
,4
92

20
,1
80

4.
8

14
6,
63
0

28
,0
32

18
,9
50

5.
2

13
6,
30
7

30
,5
48

20
,2
46

4.
5

11
7,
26
9

30
,2
20

19
,9
50

3.
9

11
4,
07
6

34
,6
60

21
,8
40

3.
3

大
学
卒
業
程
度
試
験

17
1,
56
3

23
,5
53

18
,2
74

7.
3

17
6,
25
1

25
,5
86

19
,2
63

6.
9

16
7,
63
8

27
,1
75

20
,1
63

6.
2

15
6,
18
9

28
,2
13

20
,7
36

5.
5

15
3,
04
1

31
,1
98

22
,3
26

4.
9

短
大
卒
業
程
度
試
験

31
,7
60

8,
24
7

7,
09
7

3.
9

30
,2
85

8,
19
9

6,
91
5

3.
7

28
,6
91

8,
34
9

6,
92
8

3.
4

27
,5
67

8,
64
3

7,
37
3

3.
2

27
,4
44

8,
63
1

7,
28
0

3.
2

高
校
卒
業
程
度
試
験

75
,1
45

8,
71
6

6,
96
0

8.
6

67
,2
06

8,
91
2

7,
04
8

7.
5

62
,3
77

9,
22
0

7,
13
5

6.
8

55
,0
90

9,
57
9

7,
32
3

5.
8

53
,0
66

10
,3
10

7,
90
7

5.
1

そ
の

他
の

試
験

15
,0
61

2,
09
4

1,
80
7

7.
2

13
,6
52

2,
13
5

1,
77
5

6.
4

14
,5
94

2,
40
5

2,
02
2

6.
1

14
,8
96

2,
93
3

2,
45
7

5.
1

13
,5
03

2,
92
2

2,
57
2

4.
6

計
29
3,
52
9

42
,6
10

34
,1
38

6.
9

28
7,
39
4

44
,8
32

35
,0
01

6.
4

27
3,
30
0

47
,1
49

36
,2
48

5.
8

25
3,
74
2

49
,3
68

37
,8
89

5.
1

24
7,
05
4

53
,0
61

40
,0
85

4.
7

大
学
卒
業
程
度
試
験

9,
65
6

1,
86
1

1,
42
5

5.
2

9,
61
1

2,
12
2

1,
64
6

4.
5

9,
43
9

2,
11
4

1,
67
4

4.
5

8,
92
3

2,
15
7

1,
75
6

4.
1

8,
80
0

2,
20
5

1,
75
1

4.
0

短
大
卒
業
程
度
試
験

2,
63
8

90
1

79
3

2.
9

2,
65
7

93
2

77
1

2.
9

2,
40
4

87
6

75
3

2.
7

2,
44
7

91
0

81
4

2.
7

2,
00
9

79
3

65
4

2.
5

高
校
卒
業
程
度
試
験

18
,5
04

3,
45
3

2,
77
5

5.
4

17
,3
31

3,
56
1

2,
77
8

4.
9

15
,8
45

3,
64
0

2,
93
9

4.
4

14
,9
18

3,
58
2

3,
03
9

4.
2

15
,0
99

3,
66
9

3,
00
9

4.
1

そ
の

他
の

試
験

1,
44
3

44
8

38
4

3.
2

1,
40
5

44
7

39
4

3.
1

1,
35
6

47
7

42
6

2.
8

1,
90
0

51
6

46
0

3.
7

1,
95
8

61
1

53
5

3.
2

計
32
,2
41

6,
66
3

5,
37
7

4.
8

31
,0
04

7,
06
2

5,
58
9

4.
4

29
,0
44

7,
10
7

5,
79
2

4.
1

28
,1
88

7,
16
5

6,
06
9

3.
9

27
,8
66

7,
27
8

5,
94
9

3.
8

大
学
卒
業
程
度
試
験

25
9,
65
7

44
,2
36

32
,8
57

5.
9

26
9,
56
3

45
,9
79

33
,1
99

5.
9

25
8,
16
8

48
,7
11

34
,6
75

5.
3

23
7,
91
9

50
,4
82

35
,6
00

4.
7

23
4,
15
0

56
,1
41

38
,2
28

4.
2

短
大
卒
業
程
度
試
験

42
,0
43

10
,7
55

8,
99
1

3.
9

41
,0
83

10
,6
18

8,
82
1

3.
9

37
,9
24

10
,9
42

8,
94
6

3.
5

34
,8
04

10
,8
63

9,
30
0

3.
2

33
,7
56

10
,7
71

9,
01
6

3.
1

高
校
卒
業
程
度
試
験

14
5,
93
8

20
,7
75

15
,2
58

7.
0

13
6,
37
5

20
,4
03

15
,0
57

6.
7

12
3,
09
6

21
,7
03

15
,7
67

5.
7

10
7,
89
8

21
,6
08

15
,7
99

5.
0

10
3,
41
7

24
,1
01

17
,1
44

4.
3

そ
の

他
の

試
験

20
,8
92

2,
99
9

2,
58
9

7.
0

18
,0
07

2,
92
6

2,
46
3

6.
2

19
,4
63

3,
44
8

2,
89
8

5.
6

18
,5
78

3,
80
0

3,
20
9

4.
9

17
,6
73

3,
98
6

3,
48
6

4.
4

計
46
8,
53
0

78
,7
65

59
,6
95

5.
9

46
5,
02
8

79
,9
26

59
,5
40

5.
8

43
8,
65
1

84
,8
04

62
,2
86

5.
2

39
9,
19
9

86
,7
53

63
,9
08

4.
6

38
8,
99
6

94
,9
99

67
,8
74

4.
1

（
注
１
）
　
調
査
対
象
は
、
人
事
委
員
会
（
競
争
試
験
等
を
行
う
公
平
委
員
会
を
含
む
。
）
又
は
任
命
権
者
が
実
施
し
た
職
員
採
用
競
争
試
験
（
地
方
公
務
員
法
第
17
条
の
２
第
１
項
及
び
第
２
項
に
規
定
す
る
採
用
に
係
る
競
争
試
験
を
い
う
も
の
と
し
、

同
条
に
い
う
選
考
は
含
ま
な
い
。
）
で
あ
り
、
教
育
委
員
会
が
実
施
し
た
教
員
採
用
の
た
め
の
選
考
は
含
ま
れ
な
い
。
な
お
、
試
験
の
名
称
が
「
選
考
」
と
な
っ
て
い
て
も
、
公
募
・
公
告
、
能
力
実
証
判
定
、
採
用
候
補
者
名
簿
作
成
の

４
つ
の
要
件
を
満
た
す
実
質
的
な
競
争
試
験
的
選
考
は
含
む
。

・
短
大
卒
業
程
度
試
験
：
中
級
試
験
と
称
し
て
行
っ
た
試
験
又
は
短
期
大
学
卒
業
程
度
の
学
力
を
有
す
る
と
認
め
る
者
を
対
象
と
し
て
行
っ
た
試
験

・
高
校
卒
業
程
度
試
験
：
初
級
試
験
と
称
し
て
行
っ
た
試
験
又
は
高
校
卒
業
程
度
の
学
力
を
有
す
る
と
認
め
る
者
を
対
象
と
し
て
行
っ
た
試
験

・
そ
の
他
の
試
験
：
中
学
校
卒
業
程
度
の
学
力
を
有
す
る
と
認
め
る
者
を
対
象
と
し
て
行
っ
た
試
験
又
は
資
格
及
び
学
力
の
程
度
を
問
わ
な
い
で
行
っ
た
試
験

（
注
３
）
　
「
市
区
」
に
は
、
政
令
指
定
都
市
を
含
む
。

（
注
４
）
　
競
争
率
は
、
受
験
者
数
／
合
格
者
数

・
大
学
卒
業
程
度
試
験
：
上
級
試
験
と
称
し
て
行
っ
た
試
験
又
は
大
学
卒
業
程
度
の
学
力
を
有
す
る
と
認
め
る
者
を
対
象
と
し
て
行
っ
た
試
験

表
1
5
　
競
争
試
験
に
お
け
る
受
験
者
数
、
合
格
者
数
、
採
用
者
数
、
競
争
率
の
推
移

（
単
位
：
人
、
倍
）

区
　

分
令
　
和
　
２

年
　
度

令
　
和
　
３

年
　
度

令
　
和
　
４

年
　
度

令
　
和
　
５

年
　
度

令
　
和
　
６

年
　
度

都 道 府 県 市 区 町 村 合 計

（
注
２
）
　
試
験
区
分
は
、
以
下
に
よ
る
。
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（注）　競争率は受験者数／合格者数

図１　過去10年間の競争試験における受験者数、合格者数、競争率の推移

536,627
520,400

498,259

469,823

440,126

468,530 465,028

438,651

399,199
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平成27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

（単位：千人）
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84,804
86,753

94,999 
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6.2
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5.2

4.6

4.1 

3

4

5

6

7

8

平成27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

（単位：倍）

過去10年間の受験者数の推移

過去10年間の合格者数の推移

過去10年間の競争率の推移
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受
験

者
数

合
格

者
数

採
用

者
数

受
験

者
数

合
格

者
数

採
用

者
数

受
験

者
数

合
格

者
数

採
用

者
数

受
験

者
数

合
格

者
数

採
用

者
数

受
験

者
数

合
格

者
数

採
用

者
数

男
　
性

80
,9
78

16
,2
51

12
,8
01

79
,2
25

14
,2
16

11
,6
83

68
,9
27

14
,5
59

12
,4
62

12
,3
61

12
,9
91

（
割

合
）

(5
6.
7%
)

(5
5.
1%
)

(6
3.
4%
)

(5
4.
0%
)

(5
0.
7%
)

(6
1.
7%
)

(5
0.
6%
)

(4
7.
7%
)

(6
1.
6%
)

(6
2.
0%
)

(5
9.
5%
)

女
  
性

36
,1
50

8,
23
7

7,
37
9

33
,6
63

7,
55
9

7,
26
7

30
,3
76

7,
55
3

7,
78
4

7,
58
9

8,
84
9

（
割

合
）

(2
5.
3%
)

(2
7.
9%
)

(3
6.
6%
)

(2
3.
0%
)

(2
7.
0%
)

(3
8.
3%
)

(2
2.
3%
)

(2
4.
7%
)

(3
8.
4%
)

(3
8.
0%
)

(4
0.
5%
)

不
　
明

25
,6
32

5,
00
4

33
,7
42

6,
25
7

37
,0
04

8,
43
6

（
割

合
）

(1
8.
0%
)

(1
7.
0%
)

(2
3.
0%
)

(2
2.
3%
)

(2
7.
1%
)

(2
7.
6%
)

計
14
2,
76
0

29
,4
92

20
,1
80

14
6,
63
0

28
,0
32

18
,9
50

13
6,
30
7

30
,5
48

20
,2
46

19
,9
50

21
,8
40

男
　
性

13
3,
79
0

15
,9
48

16
,1
68

11
6,
12
6

15
,2
04

16
,3
37

99
,4
95

14
,7
63

17
,1
31

18
,0
09

19
,0
23

（
割

合
）

(4
5.
6%
)

(3
7.
4%
)

(4
7.
4%
)

(4
0.
4%
)

(3
3.
9%
)

(4
6.
7%
)

(3
6.
4%
)

(3
1.
3%
)

(4
7.
3%
)

(4
7.
5%
)

(4
7.
5%
)

女
  
性

87
,3
31

17
,5
38

17
,9
70

78
,5
49

16
,9
97

18
,6
64

68
,1
95

16
,8
07

19
,1
17

19
,8
80

21
,0
62

（
割

合
）

(2
9.
8%
)

(4
1.
2%
)

(5
2.
6%
)

(2
7.
3%
)

(3
7.
9%
)

(5
3.
3%
)

(2
5.
0%
)

(3
5.
6%
)

(5
2.
7%
)

(5
2.
5%
)

(5
2.
5%
)

不
　
明

72
,4
08

9,
12
4

92
,7
19

12
,6
31

10
5,
61
0

15
,5
79

（
割

合
）

(2
4.
7%
)

(2
1.
4%
)

(3
2.
3%
)

(2
8.
2%
)

(3
8.
6%
)

(3
3.
0%
)

計
29
3,
52
9

42
,6
10

34
,1
38

28
7,
39
4

44
,8
32

35
,0
01

27
3,
30
0

47
,1
49

36
,2
48

37
,8
89

40
,0
85

男
　
性

18
,4
24

3,
30
5

2,
65
4

17
,5
83

3,
57
6

2,
76
6

16
,4
75

3,
53
5

2,
90
2

3,
00
6

2,
92
3

（
割

合
）

(5
7.
1%
)

(4
9.
6%
)

(4
9.
4%
)

(5
6.
7%
)

(5
0.
6%
)

(4
9.
5%
)

(5
6.
7%
)

(4
9.
7%
)

(5
0.
1%
)

(4
9.
5%
)

(4
9.
1%
)

女
  
性

12
,1
04

3,
24
8

2,
72
3

11
,8
16

3,
39
5

2,
82
3

10
,8
88

3,
44
6

2,
89
0

3,
06
3

3,
02
6

（
割

合
）

(3
7.
5%
)

(4
8.
7%
)

(5
0.
6%
)

(3
8.
1%
)

(4
8.
1%
)

(5
0.
5%
)

(3
7.
5%
)

(4
8.
5%
)

(4
9.
9%
)

(5
0.
5%
)

(5
0.
9%
)

不
　
明

1,
71
3

11
0

1,
60
5

91
1,
68
1

12
6

（
割

合
）

(5
.3
%)

(1
.7
%)

(5
.2
%)

(1
.3
%)

(5
.8
%)

(1
.8
%)

計
32
,2
41

6,
66
3

5,
37
7

31
,0
04

7,
06
2

5,
58
9

29
,0
44

7,
10
7

5,
79
2

6,
06
9

5,
94
9

男
　
性

23
3,
19
2

35
,5
04

31
,6
23

21
2,
93
4

32
,9
96

30
,7
86

18
4,
89
7

32
,8
57

32
,4
95

33
,3
76

34
,9
37

（
割

合
）

(4
9.
8%
)

(4
5.
1%
)

(5
3.
0%
)

(4
5.
8%
)

(4
1.
3%
)

(5
1.
7%
)

(4
2.
2%
)

(3
8.
7%
)

(5
2.
2%
)

(5
2.
2%
)

(5
1.
5%
)

女
  
性

13
5,
58
5

29
,0
23

28
,0
72

12
4,
02
8

27
,9
51

28
,7
54

10
9,
45
9

27
,8
06

29
,7
91

30
,5
32

32
,9
37

（
割

合
）

(2
8.
9%
)

(3
6.
8%
)

(4
7.
0%
)

(2
6.
7%
)

(3
5.
0%
)

(4
8.
3%
)

(2
5.
0%
)

(3
2.
8%
)

(4
7.
8%
)

(4
7.
8%
)

(4
8.
5%
)

不
　
明

99
,7
53

14
,2
38

12
8,
06
6

18
,9
79

14
4,
29
5

24
,1
41

（
割

合
）

(2
1.
3%
)

(1
8.
1%
)

(2
7.
5%
)

(2
3.
7%
)

(3
2.
9%
)

(2
8.
5%
)

計
46
8,
53
0

78
,7
65

59
,6
95

46
5,
02
8

79
,9
26

59
,5
40

43
8,
65
1

84
,8
04

62
,2
86

63
,9
08

67
,8
74

（
注

１
）

　
「

不
明

」
は

、
申

込
書

に
性

別
の

記
入

欄
を

設
け

て
い

な
い

試
験

の
た

め
、

性
別

が
不

明
の

も
の

で
あ

る
。

（
注

２
）

　
（

　
）

は
、

性
別

区
分

中
の

割
合

で
あ

る
（

端
数

処
理

の
た

め
、

合
計

が
１

０
０

％
と

な
ら

な
い

場
合

が
あ

る
。

）
。

（
注

３
）

　
「

市
区

」
に

は
、

政
令

指
定

都
市

を
含

む
。

（
注

４
）

 
 
 
令

和
５

年
度

の
調

査
か

ら
、

男
女

別
の

受
験

者
数

及
び

合
格

者
数

は
調

査
せ

ず
、

男
女

別
の

採
用

者
数

の
み

調
査

。

令
和
６
年
度

都 道 府 県 市 区 町 村 合 計

区
　
　
分

令
和
２
年
度

令
和
３
年
度

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

表
16
　
競
争
試
験
に
お
け
る
男
女
別
の
受
験
者
数
、
合
格
者
数
、
採
用
者
数
の
推
移

（
単
位
：
人
）
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○
令
和
６
年
度
に
実
施
し
た
も
の

都
道
府
県

47
47

17
,1
94

2,
4
74

44
8,
87
0

1,
42
7

39
8,
32
4

1
,0
4
7

指
定
都
市

20
20

13
,9
15

1,
5
12

18
9,
18
6

99
6

15
4,
72
9

5
1
6

市
区
町
村

1,
7
22

1,
1
34

52
,5
25

9,
6
00

83
9

27
,2
40

5,
20
4

60
1

25
,2
85

4
,3
9
6

合
計

1,
7
89

1,
2
01

83
,6
34

13
,5
86

90
1

45
,2
96

7,
62
7

65
5

38
,3
38

5
,9
5
9

（参
考
）令

和
５
年
度
に
実
施
し
た
も
の

都
道
府
県

47
47

15
,2
46

1,
82
2

44
7,
49
6

1,
09
0

37
7,
75
0

7
3
2

指
定
都
市

20
20

11
,9
7
5

1
,2
19

18
7,
04
2

79
9

16
4,
93
3

4
2
0

市
区
町
村

1,
72
2

1,
03
6

4
9,
25
0

8,
09
0

74
8

23
,4
49

4,
16
8

58
6

25
,8
01

3
,9
2
2

合
計

1,
78
9

1,
10
3

76
,4
71

11
,1
31

81
0

37
,9
87

6,
05
7

63
9

38
,4
84

5
,0
7
4

（
注
１
）
　
「
経
験
者
採
用
試
験
」
と
は
、
民
間
企
業
に
勤
務
す
る
等
一
定
の
社
会
経
験
を
有
す
る
者
を
対
象
と
し
た
採
用
試
験

（
注
２
）
　
「
経
歴
不
問
の
中
途
採
用
試
験
」
と
は
、
主
に
新
卒
者
を
対
象
に
行
う
採
用
試
験
及
び
「
経
験
者
採
用
試
験
」
以
外
の
採
用
試
験

（
注
３
）
　
「
市
区
町
村
」
の
「
団
体
数
」
に
は
、
市
区
町
村
（
1
,7
2
1
団
体
）
に
加
え
て
、
特
別
区
人
事
委
員
会
が
含
ま
れ
て
い
る
。

採
用
者
数

実
施
団
体
数

（
単
位
：
人
）

表
17
　
中
途
採
用
試
験
の
実
施
状
況

団
体
数

中
途
採
用
試
験

経
験
者
採
用
試
験

経
歴
不
問
の
中
途
採
用
試
験

実
施
団
体
数

受
験
者
数

採
用
者
数

実
施
団
体
数

受
験
者
数

採
用
者
数

実
施
団
体
数

受
験
者
数

受
験
者
数

（
単
位
：
人
）

団
体
数

中
途
採
用
試
験

採
用
者
数

経
験
者
採
用
試
験

経
歴
不
問
の
中
途
採
用
試
験

実
施
団
体
数

受
験
者
数

採
用
者
数

実
施
団
体
数

受
験
者
数

採
用
者
数
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事
業

場
数

ス
ト

レ
ス

チ
ェ

ッ
ク

集
団

分
析

集
団

分
析

結
果

実
施

事
業

場
数

実
施

事
業

場
率

(
前

年
度

)
実

施
事

業
場

数
実

施
事

業
場

率
(

前
年

度
)
活

用
事

業
場

数
活

用
事

業
場

率
(

前
年

度
)

a
b

b
/
a 

c
c/

b
d

d
/
c

1
0
0
.0

%
  
 

9
4
.5

%
  
 

9
4
.1

%
  
 

(1
0
0
.0

%
) 
 

(9
5
.4

%
) 
 

(9
2
.2

%
) 
 

1
0
0
.0

%
  
 

9
5
.2

%
  
 

9
0
.7

%
  
 

(1
0
0
.0

%
) 
 

(9
0
.9

%
) 
 

(9
4
.5

%
) 
 

9
8
.7

%
  
 

8
9
.2

%
  
 

8
5
.3

%
  
 

(9
8
.5

%
) 
 

(8
9
.7

%
) 
 

(8
5
.4

%
) 
 

9
6
.9

%
  
 

8
5
.8

%
  
 

7
4
.1

%
  
 

(9
6
.4

%
) 
 

(8
4
.4

%
) 
 

(7
4
.8

%
) 
 

9
8
.8

%
  
 

9
0
.5

%
  
 

8
6
.3

%
  
 

(9
8
.6

%
) 
 

(9
0
.2

%
) 
 

(8
6
.5

%
) 
 

7
3
.8

%
  
 

8
3
.0

%
  
 

6
4
.0

%
  
 

(7
3
.6

%
) 
 

(8
2
.5

%
) 
 

(6
4
.1

%
) 
 

9
7
.7

%
  
 

9
0
.2

%
  
 

8
5
.5

%
  
 

(9
7
.5

%
) 
 

(8
9
.9

%
) 
 

(8
5
.7

%
) 
 

　
（
注

）
　合

計
(一

部
事

務
組

合
等

含
む

)
7
5
,5

5
7

7
3
,8

1
1

表
１
８
 
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
実
施
状
況
等
（
令
和
６
年
度
）

1
2
,1

8
1

1
1
,4

5
9

１
 
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
・

集
団

分
析

の
団

体
区

分
別

実
施

状
況

1
2
,8

9
5

1
2
,8

9
5

都
道

府
県

区
分

1
,3

6
2

7
1
,2

4
6

8
,4

4
8

7
,6

6
0

指
定

都
市

市
区

（
参

考
）

9
,8

1
4

3
,4

7
4

8
,1

6
4

町
村

8
,8

7
1

4
0
,5

0
3

8
,8

7
1

3
9
,9

6
6

7
2
,0

8
3

４
　

一
部

事
務

組
合

等
に

つ
い

て
は

、
専

任
の

職
員

が
所

属
す

る
団

体
の

み
調

査
対

象
と

し
て

い
る

。

２
　

「
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
実

施
事

業
場

数
」
欄

に
は

、
事

業
場

の
規

模
に

関
わ

ら
ず

、
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
を

実
施

し
た

事
業

場
数

を
計

上
し

て
い

る
。

３
　

「
集

団
分

析
」
は

、
労

働
安

全
衛

生
規

則
第

5
2
条

の
1
4
に

規
定

さ
れ

て
お

り
、

事
業

者
は

、
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
の

実
施

者
に

対
し

て
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
結

果
を

一
定

規
模

の
集

団
ご

と
に

集
計

、
分

析
さ

せ
、

　
そ

の
結

果
を

勘
案

し
、

そ
の

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
当

該
集

団
の

労
働

者
の

実
情

を
考

慮
し

て
、

当
該

集
団

の
労

働
者

の
心

理
的

な
負

担
を

軽
減

す
る

た
め

の
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

よ
う

努
め

な
け

　
れ

ば
な

ら
な

い
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
。

１
　

「
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
」
と

は
、

労
働

安
全

衛
生

法
第

6
6
条

の
1
0
第

１
項

に
規

定
す

る
「
心

理
的

な
負

担
の

程
度

を
把

握
す

る
た

め
の

検
査

」
を

い
う

。
な

お
、

令
和

７
年

の
労

働
安

全
衛

生
法

の
改

正
に

よ
り

、
こ

れ
　

ま
で

努
力

義
務

と
さ

れ
て

い
た

常
時

使
用

す
る

労
働

者
数

が
5
0
人

未
満

の
小

規
模

事
業

場
に

お
け

る
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
の

実
施

が
改

正
法

の
公

布
の

日
（
令

和
７

年
５

月
1
4
日

）
か

ら
政

令
で

定
め

る
３

年
以

内
の

　
日

に
義

務
と

さ
れ

た
が

、
総

務
省

か
ら

各
地

方
公

共
団

体
に

対
し

て
は

、
職

員
の

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
不

調
を

未
然

に
防

止
す

る
と

い
う

観
点

か
ら

、
制

度
の

趣
旨

を
踏

ま
え

、
事

業
場

の
規

模
に

関
わ

ら
ず

、
原

則
と

　
し

て
全

て
の

職
員

に
対

し
て

実
施

す
る

よ
う

助
言

を
行

っ
て

い
る

。

3
5
,6

6
8

3
0
,4

2
9

6
4
,4

6
1

5
5
,5

9
8

9
,5

1
4

6
6
,5

8
9

5
6
,9

6
0

一
部

事
務

組
合

等

合
計

6
,0

5
0

2
,5

6
5

2
,1

2
8
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事
業

場
数

ス
ト

レ
ス

チ
ェ

ッ
ク

集
団

分
析

集
団

分
析

結
果

実
施

事
業

場
数

実
施

事
業

場
数

活
用

事
業

場
数

a
b

b
/
a

(前
年

度
)

c
c/

b
(前

年
度

)
d

d
/
c

(前
年

度
)

2
8
,3

7
2

2
7
,5

1
4

9
7
.0

%
(9

6
.7

%
)

2
4
,5

8
8

8
9
.4

%
(9

0
.2

%
)

2
1
,4

4
2

8
7
.2

%
(8

7
.5

%
)

都
 　

道
 　

府
 　

県
5
,4

7
7

5
,4

7
7

1
0
0
.0

%
(1

0
0
.0

%
)

4
,8

2
9

8
8
.2

%
(9

0
.3

%
)

4
,5

6
4

9
4
.5

%
(9

3
.2

%
)

指
 　

定
 　

都
 　

市
3
,1

5
4

3
,1

5
4

1
0
0
.0

%
(1

0
0
.0

%
)

2
,9

4
1

9
3
.2

%
(9

3
.9

%
)

2
,8

8
2

9
8
.0

%
(9

7
.8

%
)

市
　

　
　

区
1
4
,8

7
0

1
4
,7

3
8

9
9
.1

%
(9

9
.1

%
)

1
3
,3

0
2

9
0
.3

%
(9

1
.4

%
)

1
1
,4

9
3

8
6
.4

%
(8

7
.2

%
)

町
　

　
 

村
3
,5

0
0

3
,4

0
7

9
7
.3

%
(9

6
.7

%
)

3
,0

0
3

8
8
.1

%
(8

5
.9

%
)

2
,2

1
3

7
3
.7

%
(7

5
.4

%
)

一
部

事
務

組
合

等
1
,3

7
1

7
3
8

5
3
.8

%
(5

3
.8

%
)

5
1
3

6
9
.5

%
(7

0
.4

%
)

2
9
0

5
6
.5

%
(5

6
.5

%
)

3
8
,1

9
0

3
7
,6

0
4

9
8
.5

%
(9

8
.2

%
)

3
3
,7

9
1

8
9
.9

%
(8

8
.7

%
)

2
8
,6

2
2

8
4
.7

%
(8

5
.1

%
)

都
　

 道
　

 府
 　

県
5
,0

5
7

5
,0

5
7

1
0
0
.0

%
(1

0
0
.0

%
)

5
,0

0
7

9
9
.0

%
(9

8
.9

%
)

4
,7

6
7

9
5
.2

%
(9

3
.8

%
)

指
　

 定
 　

都
 　

市
4
,8

9
5

4
,8

9
5

1
0
0
.0

%
(1

0
0
.0

%
)

4
,6

8
6

9
5
.7

%
(8

7
.6

%
)

3
,9

8
9

8
5
.1

%
(9

2
.1

%
)

市
　

　
　

 　
　

　
　

区
2
2
,7

7
1

2
2
,3

7
1

9
8
.2

%
(9

8
.0

%
)

1
9
,6

4
7

8
7
.8

%
(8

7
.9

%
)

1
6
,5

5
1

8
4
.2

%
(8

3
.7

%
)

町
　

　
　

 　
　

　
　

村
5
,4

0
9

5
,2

3
5

9
6
.8

%
(9

6
.2

%
)

4
,4

1
6

8
4
.4

%
(8

3
.5

%
)

3
,2

9
2

7
4
.5

%
(7

4
.4

%
)

一
部

事
務

組
合

等
5
8

4
6

7
9
.3

%
(7

9
.4

%
)

3
5

7
6
.1

%
(6

8
.0

%
)

2
3

6
5
.7

%
(7

3
.5

%
)

1
,7

5
4

1
,7

5
4

1
0
0
.0

%
(1

0
0
.0

%
)

1
,7

5
0

9
9
.8

%
(9

9
.8

%
)

1
,5

7
8

9
0
.2

%
(8

4
.3

%
)

都
　

 道
 　

府
 　

県
1
,7

5
4

1
,7

5
4

1
0
0
.0

%
(1

0
0
.0

%
)

1
,7

5
0

9
9
.8

%
(9

9
.8

%
)

1
,5

7
8

9
0
.2

%
(8

4
.3

%
)

指
　

 定
 　

都
 　

市
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

市
　

　
　

 　
　

　
　

区
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

町
　

　
　

村
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

一
部

事
務

組
合

等
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

3
,7

7
5

3
,6

1
7

9
5
.8

%
(9

5
.5

%
)

3
,3

9
0

9
3
.7

%
(9

3
.6

%
)

2
,7

6
5

8
1
.6

%
(8

2
.6

%
)

都
 　

道
 　

府
 　

県
1
2
6

1
2
6

1
0
0
.0

%
(1

0
0
.0

%
)

1
2
6

1
0
0
.0

%
(1

0
0
.0

%
)

1
2
0

9
5
.2

%
(9

5
.2

%
)

指
 　

定
 　

都
 　

市
4
5
6

4
5
6

1
0
0
.0

%
(1

0
0
.0

%
)

4
5
6

1
0
0
.0

%
(1

0
0
.0

%
)

4
4
5

9
7
.6

%
(9

8
.2

%
)

市
　

　
　

区
1
,4

9
9

1
,4

9
9

1
0
0
.0

%
(9

8
.6

%
)

1
,4

4
8

9
6
.6

%
(9

7
.2

%
)

1
,2

8
6

8
8
.8

%
(9

0
.5

%
)

町
　

　
　

 　
　

　
　

村
7
9

7
6

9
6
.2

%
(1

0
0
.0

%
)

6
2

8
1
.6

%
(8

3
.3

%
)

4
4

7
1
.0

%
(7

0
.8

%
)

一
部

事
務

組
合

等
1
,6

1
5

1
,4

6
0

9
0
.4

%
(9

0
.7

%
)

1
,2

9
8

8
8
.9

%
(8

8
.1

%
)

8
7
0

6
7
.0

%
(6

7
.5

%
)

3
,4

6
6

3
,3

2
2

9
5
.8

%
(9

5
.3

%
)

3
,0

7
0

9
2
.4

%
(9

2
.3

%
)

2
,5

5
3

8
3
.2

%
(8

3
.6

%
)

都
 　

道
 　

府
 　

県
4
8
1

4
8
1

1
0
0
.0

%
(1

0
0
.0

%
)

4
6
9

9
7
.5

%
(9

7
.9

%
)

4
3
0

9
1
.7

%
(9

2
.9

%
)

指
 　

定
 　

都
 　

市
3
6
6

3
6
6

1
0
0
.0

%
(1

0
0
.0

%
)

3
6
5

9
9
.7

%
(9

8
.5

%
)

3
4
4

9
4
.2

%
(9

4
.6

%
)

市
　

　
　

区
1
,3

6
3

1
,3

5
8

9
9
.6

%
(9

9
.5

%
)

1
,2

7
1

9
3
.6

%
(9

4
.1

%
)

1
,0

9
9

8
6
.5

%
(8

6
.2

%
)

町
　

　
　

村
8
2
6

7
9
6

9
6
.4

%
(9

5
.8

%
)

6
8
3

8
5
.8

%
(8

4
.4

%
)

5
0
1

7
3
.4

%
(7

4
.7

%
)

一
部

事
務

組
合

等
4
3
0

3
2
1

7
4
.7

%
(7

3
.2

%
)

2
8
2

8
7
.9

%
(8

7
.5

%
)

1
7
9

6
3
.5

%
(6

2
.0

%
)

　
（
注

）
　

表
１
８
 
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
実
施
状
況
等
（
令
和
６
年
度
）

区
　

　
分

２
 
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
・
集
団
分
析
の
部
局
別
実
施
状
況

公
 営

 企
 業

教
育

委
員

会

警
　

　
　

 　
察

消
　

　
 　

　
防

実
施

事
業

場
率

実
施

事
業

場
率

活
用

事
業

場
率

４
　

一
部

事
務

組
合

等
に

つ
い

て
は

、
専

任
の

職
員

が
所

属
す

る
団

体
の

み
調

査
対

象
と

し
て

い
る

。

２
　

「
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
実

施
事

業
場

数
」
欄

に
は

、
事

業
場

の
規

模
に

関
わ

ら
ず

、
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
を

実
施

し
た

事
業

場
数

を
計

上
し

て
い

る
。

１
　

「
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
」
と

は
、

労
働

安
全

衛
生

法
第

6
6
条

の
1
0
第

１
項

に
規

定
す

る
「
心

理
的

な
負

担
の

程
度

を
把

握
す

る
た

め
の

検
査

」
を

い
う

。
な

お
、

令
和

７
年

の
労

働
安

全
衛

生
法

の
改

正
に

よ
り

、
こ

れ
　

ま
で

努
力

義
務

と
さ

れ
て

い
た

常
時

使
用

す
る

労
働

者
数

が
5
0
人

未
満

の
小

規
模

事
業

場
に

お
け

る
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
の

実
施

が
改

正
法

の
公

布
の

日
（
令

和
７

年
５

月
1
4
日

）
か

ら
政

令
で

定
め

る
３

年
以

内
の

　
日

に
義

務
と

さ
れ

た
が

、
総

務
省

か
ら

各
地

方
公

共
団

体
に

対
し

て
は

、
職

員
の

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
不

調
を

未
然

に
防

止
す

る
と

い
う

観
点

か
ら

、
制

度
の

趣
旨

を
踏

ま
え

、
事

業
場

の
規

模
に

関
わ

ら
ず

、
原

則
と

　
し

て
全

て
の

職
員

に
対

し
て

実
施

す
る

よ
う

助
言

を
行

っ
て

い
る

。

３
　

「
集

団
分

析
」
は

、
労

働
安

全
衛

生
規

則
第

5
2
条

の
1
4
に

規
定

さ
れ

て
お

り
、

事
業

者
は

、
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
の

実
施

者
に

対
し

て
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
結

果
を

一
定

規
模

の
集

団
ご

と
に

集
計

、
分

析
さ

せ
、

　
そ

の
結

果
を

勘
案

し
、

そ
の

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
当

該
集

団
の

労
働

者
の

実
情

を
考

慮
し

て
、

当
該

集
団

の
労

働
者

の
心

理
的

な
負

担
を

軽
減

す
る

た
め

の
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

よ
う

努
め

な
け

　
れ

ば
な

ら
な

い
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
。

知
事

及
び

市
区

町
村

長

47



在
籍

職
員

数

　
　

職
員

数
割

　
合

(前
年

度
)

　
　

職
員

数
割

　
合

(前
年

度
)

　
　

職
員

数
割

　
合

(前
年

度
)

a
b

b
/
a 

c
c/

b
d

d
/
c

9
3
.3

%
  
 

9
.1

%
  
 

3
.7

%
  
 

(9
2
.9

%
) 
 

(9
.3

%
) 
 

(3
.8

%
) 
 

8
4
.5

%
  
 

9
.1

%
  
 

4
.1

%
  
 

(8
9
.1

%
) 
 

(1
0
.2

%
) 
 

(3
.4

%
) 
 

8
7
.1

%
  
 

1
1
.3

%
  
 

4
.0

%
  
 

(8
7
.1

%
) 
 

(1
1
.4

%
) 
 

(4
.4

%
) 
 

8
8
.3

%
  
 

1
1
.3

%
  
 

5
.0

%
  
 

(8
7
.6

%
) 
 

(1
1
.3

%
) 
 

(5
.2

%
) 
 

8
8
.8

%
  
 

1
0
.3

%
  
 

4
.0

%
  
 

(8
9
.3

%
) 
 

(1
0
.6

%
) 
 

(4
.1

%
) 
 

（
参

考
）

8
2
.7

%
  
 

1
0
.5

%
  
 

4
.3

%
  
 

(8
1
.7

%
) 
 

(1
0
.7

%
) 
 

(3
.5

%
) 
 

8
8
.6

%
  
 

1
0
.3

%
  
 

4
.0

%
  
 

(8
9
.0

%
) 
 

(1
0
.6

%
) 
 

(4
.1

%
) 
 

（
注

）

一
部

事
務

組
合

等

表
１

８
 
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
の

実
施

状
況

等
（

令
和

６
年

度
）

３
　

一
部

事
務

組
合

等
に

つ
い

て
は

、
専

任
の

職
員

が
所

属
す

る
団

体
の

み
調

査
対

象
と

し
て

い
る

。

9
3
8
,5

3
2

3
8
2
,8

7
8

1
,2

8
2
,4

8
6

2
2
1
,6

1
7

町
村

１
　

「
在

籍
職

員
数

」
欄

、
「
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
を

受
け

た
職

員
数

」
欄

、
「
高

ス
ト
レ

ス
に

該
当

し
た

職
員

数
」
欄

及
び

「
医

師
に

よ
る

面
接

指
導

を
受

け
た

職
員

数
」
欄

に
は

、
常

時
使

用
さ

れ
る

職
員

（
常

勤
職

員
の

　
ほ

か
、

臨
時

・
非

常
勤

職
員

の
う

ち
常

時
使

用
さ

れ
る

職
員

を
含

む
。

）
の

う
ち

、
該

当
す

る
職

員
数

を
そ

れ
ぞ

れ
計

上
し

て
い

る
。

2
5
0
,9

1
8

4
4
8

1
2
,0

4
0

合
計

(一
部

事
務

組
合

等
含

む
)

3
,3

0
3
,9

4
1

2
,9

2
5
,8

8
9

3
0
1
,7

6
7

２
　

「
医

師
に

よ
る

面
接

指
導

」
は

、
労

働
安

全
衛

生
法

第
6
6
条

の
1
0
第

３
項

に
規

定
さ

れ
て

お
り

、
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
結

果
の

通
知

を
受

け
た

労
働

者
の

う
ち

、
高

ス
ト
レ

ス
者

と
し

て
選

定
さ

れ
、

面
接

指
導

を
　

受
け

る
必

要
が

あ
る

と
実

施
者

が
認

め
た

労
働

者
か

ら
申

出
が

あ
っ

た
場

合
は

、
事

業
者

は
、

当
該

労
働

者
に

対
し

て
、

医
師

に
よ

る
面

接
指

導
を

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。

３
 
ス
ト
レ
ス

チ
ェ
ッ
ク
・
面
接
指
導
の
団
体
区
分
別
受
診
職
員
数

都
道

府
県

指
定

都
市

市
区

1
,0

0
6
,0

0
8

4
5
3
,3

2
8

1
4
5
,5

3
6

1
,4

7
2
,2

7
9

区
分

ス
ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
を

受
け

た
　

高
ス

ト
レ

ス
に

該
当

し
た

　
医

師
に

よ
る

面
接

指
導

を
受

け
た

1
2
1
,4

0
8

1
0
0
,3

7
6

2
5
,0

6
4

1
0
,5

2
6

3
,1

5
2

1
,4

3
1

5
,7

5
8

1
,2

5
1

8
5
,8

4
8

3
4
,7

9
3

合
計

3
,1

8
2
,5

3
3

2
,8

2
5
,5

1
3

2
9
1
,2

4
1

1
1
,5

9
2

48



在
籍

職
員

数

職
員

数
職

員
数

職
員

数

a
b

b
/
a

（
前

年
度

）
c

c/
b

（
前

年
度

）
d

d
/
c

（
前

年
度

）

1
,3

7
5
,8

7
5

1
,2

3
1
,2

9
8

8
9
.5

%
(8

9
.5

%
)

1
3
7
,0

6
5

1
1
.1

%
(1

1
.3

%
)

7
,2

8
5

5
.3

%
(5

.8
%
)

都
　

 道
 　

府
 　

県
2
9
1
,1

1
2

2
7
0
,5

8
2

9
2
.9

%
(9

2
.2

%
)

2
6
,4

7
8

9
.8

%
(9

.9
%
)

1
,4

6
0

5
.5

%
(5

.9
%
)

指
 　

定
 　

都
 　

市
1
8
7
,4

1
9

1
6
7
,2

9
3

8
9
.3

%
(9

0
.7

%
)

1
4
,1

6
3

8
.5

%
(9

.8
%
)

7
9
9

5
.6

%
(4

.7
%
)

市
　

　
　

 　
　

　
　

区
7
3
2
,5

3
1

6
5
0
,7

2
2

8
8
.8

%
(8

8
.8

%
)

7
8
,5

1
3

1
2
.1

%
(1

2
.1

%
)

3
,9

7
4

5
.1

%
(6

.0
%
)

町
　

　
　

 　
　

　
　

村
1
4
4
,7

2
2

1
3
0
,0

4
7

8
9
.9

%
(8

9
.5

%
)

1
6
,3

8
6

1
2
.6

%
(1

2
.5

%
)

9
5
6

5
.8

%
(6

.1
%
)

一
部

事
務

組
合

等
2
0
,0

9
1

1
2
,6

5
4

6
3
.0

%
(6

2
.7

%
)

1
,5

2
5

1
2
.1

%
(1

1
.9

%
)

9
6

6
.3

%
(5

.1
%
)

1
,1

2
6
,7

9
5

9
5
9
,8

2
6

8
5
.2

%
(8

6
.5

%
)

1
0
1
,0

0
3

1
0
.5

%
(1

0
.8

%
)

3
,2

1
4

3
.2

%
(2

.9
%
)

都
 　

道
 　

府
 　

県
3
1
5
,5

6
8

2
8
7
,3

1
9

9
1
.0

%
(9

0
.1

%
)

3
4
,3

5
7

1
2
.0

%
(1

2
.4

%
)

1
,2

6
1

3
.7

%
(3

.5
%
)

指
 　

定
 　

都
 　

市
1
9
5
,4

2
2

1
5
0
,5

4
4

7
7
.0

%
(8

6
.7

%
)

1
5
,3

2
3

1
0
.2

%
(1

1
.2

%
)

4
7
8

3
.1

%
(2

.5
%
)

市
　

　
 

区
5
2
9
,1

0
8

4
4
7
,4

2
1

8
4
.6

%
(8

4
.7

%
)

4
4
,9

4
0

1
0
.0

%
(1

0
.0

%
)

1
,2

3
9

2
.8

%
(2

.5
%
)

町
　

　
　

 　
　

　
　

村
8
5
,8

1
2

7
3
,8

6
2

8
6
.1

%
(8

5
.0

%
)

6
,3

0
4

8
.5

%
(8

.7
%
)

2
3
0

3
.6

%
(3

.6
%
)

一
部

事
務

組
合

等
8
8
5

6
8
0

7
6
.8

%
(7

6
.1

%
)

7
9

1
1
.6

%
(1

2
.2

%
)

6
7
.6

%
(3

.4
%
)

3
0
0
,3

8
5

2
9
2
,6

8
7

9
7
.4

%
(9

7
.8

%
)

1
5
,5

3
5

5
.3

%
(5

.1
%
)

2
6
0

1
.7

%
(1

.8
%
)

都
 　

道
 　

府
 　

県
3
0
0
,3

8
5

2
9
2
,6

8
7

9
7
.4

%
(9

7
.8

%
)

1
5
,5

3
5

5
.3

%
(5

.1
%
)

2
6
0

1
.7

%
(1

.8
%
)

指
　

 定
 　

都
 　

市
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

市
　

　
　

 　
　

　
　

区
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

町
　

　
　

村
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

一
部

事
務

組
合

等
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

1
7
0
,3

1
8

1
5
8
,7

9
4

9
3
.2

%
(9

3
.0

%
)

1
1
,0

6
1

7
.0

%
(7

.4
%
)

3
1
4

2
.8

%
(2

.9
%
)

都
　

 道
 　

府
 　

県
2
0
,8

8
8

2
0
,0

5
7

9
6
.0

%
(9

9
.6

%
)

1
,3

4
8

6
.7

%
(6

.9
%
)

1
2

0
.9

%
(0

.8
%
)

指
　

 定
 　

都
 　

市
3
0
,6

1
4

2
9
,7

4
5

9
7
.2

%
(9

2
.6

%
)

1
,5

2
5

5
.1

%
(5

.6
%
)

2
4

1
.6

%
(1

.7
%
)

市
　

　
 

区
6
2
,4

2
1

5
8
,2

7
9

9
3
.4

%
(9

3
.8

%
)

4
,1

4
9

7
.1

%
(7

.6
%
)

8
8

2
.1

%
(2

.5
%
)

町
　

　
 

村
2
,5

1
0

2
,2

4
5

8
9
.4

%
(9

1
.6

%
)

2
7
4

1
2
.2

%
(1

2
.6

%
)

9
3
.3

%
(3

.8
%
)

一
部

事
務

組
合

等
5
3
,8

8
5

4
8
,4

6
8

8
9
.9

%
(9

0
.1

%
)

3
,7

6
5

7
.8

%
(8

.0
%
)

1
8
1

4
.8

%
(4

.4
%
)

3
3
0
,5

6
8

2
8
3
,2

8
4

8
5
.7

%
(8

5
.1

%
)

3
7
,1

0
3

1
3
.1

%
(1

3
.8

%
)

9
6
7

2
.6

%
(2

.6
%
)

都
 　

道
 　

府
 　

県
7
8
,0

5
5

6
7
,8

8
7

8
7
.0

%
(8

6
.4

%
)

8
,1

3
0

1
2
.0

%
(1

2
.9

%
)

1
5
9

2
.0

%
(2

.1
%
)

指
 　

定
 　

都
 　

市
3
9
,8

7
3

3
5
,2

9
6

8
8
.5

%
(8

9
.1

%
)

3
,7

8
2

1
0
.7

%
(1

2
.0

%
)

1
3
0

3
.4

%
(2

.8
%
)

市
　

　
 

区
1
4
8
,2

1
9

1
2
6
,0

6
4

8
5
.1

%
(8

4
.7

%
)

1
7
,9

3
4

1
4
.2

%
(1

4
.7

%
)

4
5
7

2
.5

%
(2

.9
%
)

町
　

　
 

村
1
7
,8

7
4

1
5
,4

6
3

8
6
.5

%
(8

5
.2

%
)

2
,1

0
0

1
3
.6

%
(1

3
.6

%
)

5
6

2
.7

%
(2

.5
%
)

一
部

事
務

組
合

等
4
6
,5

4
7

3
8
,5

7
4

8
2
.9

%
(8

0
.6

%
)

5
,1

5
7

1
3
.4

%
(1

3
.8

%
)

1
6
5

3
.2

%
(2

.3
%
)

（
注

）

３
　

一
部

事
務

組
合

等
に

つ
い

て
は

、
専

任
の

職
員

が
所

属
す

る
団

体
の

み
調

査
対

象
と

し
て

い
る

。

表
１

８
 
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
の

実
施

状
況

等
（

令
和

６
年

度
）

割
　

合

ス
ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
を

受
け

た
高

ス
ト
レ

ス
に

該
当

し
た

医
師

に
よ

る
面

接
指

導
を

受
け

た

４
 
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
・
面
接
指
導
の
部
局
別
受
診
職
員
数

区
　

　
分

知
事

及
び

市
区

町
村

長

割
　

合
割

　
合

１
　

「
在

籍
職

員
数

」
欄

、
「
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
を

受
け

た
職

員
数

」
欄

、
「
高

ス
ト
レ

ス
に

該
当

し
た

職
員

数
」
欄

及
び

「
医

師
に

よ
る

面
接

指
導

を
受

け
た

職
員

数
」
欄

に
は

、
常

時
使

用
さ

れ
る

職
員

（
常

勤
職

員
の

　
ほ

か
、

臨
時

・
非

常
勤

職
員

の
う

ち
常

時
使

用
さ

れ
る

職
員

を
含

む
。

）
　

の
う

ち
、

該
当

す
る

職
員

数
を

そ
れ

ぞ
れ

計
上

し
て

い
る

。

２
　

「
医

師
に

よ
る

面
接

指
導

」
は

、
労

働
安

全
衛

生
法

第
6
6
条

の
1
0
第

３
項

に
規

定
さ

れ
て

お
り

、
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
結

果
の

通
知

を
受

け
た

労
働

者
の

う
ち

、
高

ス
ト
レ

ス
者

と
し

て
選

定
さ

れ
、

面
接

指
導

を
　

受
け

る
必

要
が

あ
る

と
実

施
者

が
認

め
た

労
働

者
か

ら
申

出
が

あ
っ

た
場

合
は

、
事

業
者

は
、

当
該

労
働

者
に

対
し

て
、

医
師

に
よ

る
面

接
指

導
を

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。

公
 営

 企
 業

教
育

委
員

会

警
　

　
 　

　
察

消
　

　
 　

　
防
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実
施

事
業

場
数

（
b
）

割
　

合
（
b
/
a）

(前
年

度
)

実
施

事
業

場
数

（
c）

割
　

合
（
c/

a）
(前

年
度

)
実

施
事

業
場

数
（
d
）

割
　

合
（
d
/
a）

(前
年

度
)

実
施

事
業

場
数

（
e）

割
　

合
（
e/

a）
(前

年
度

)
実

施
事

業
場

数
（
f）

割
　

合
（
f/

a）
(前

年
度

)

3
5
.1

%
  
 

2
4
.7

%
  
 

4
5
.8

%
  
 

4
6
.5

%
  
 

2
9
.3

%
  
 

(3
2
.7

%
) 
 

(2
4
.3

%
) 
 

(4
4
.3

%
) 
 

(4
5
.6

%
) 
 

(2
7
.8

%
) 
 

2
5
.5

%
  
 

2
7
.4

%
  
 

6
8
.4

%
  
 

5
5
.8

%
  
 

2
6
.8

%
  
 

(2
9
.6

%
) 
 

(2
3
.1

%
) 
 

(7
0
.7

%
) 
 

(4
9
.2

%
) 
 

(3
6
.2

%
) 
 

3
0
.1

%
  
 

2
8
.8

%
  
 

3
6
.4

%
  
 

6
3
.9

%
  
 

1
6
.8

%
  
 

(3
0
.5

%
) 
 

(2
9
.0

%
) 
 

(3
7
.0

%
) 
 

(6
4
.2

%
) 
 

(1
6
.4

%
) 
 

3
2
.4

%
  
 

3
4
.7

%
  
 

1
7
.3

%
  
 

6
6
.7

%
  
 

8
.6

%
  
 

(2
9
.9

%
) 
 

(3
1
.9

%
) 
 

(1
5
.9

%
) 
 

(6
5
.8

%
) 
 

(1
0
.7

%
) 
 

3
0
.7

%
  
 

2
8
.4

%
  
 

4
0
.7

%
  
 

5
9
.5

%
  
 

1
9
.8

%
  
 

(3
0
.8

%
) 
 

(2
7
.5

%
) 
 

(4
0
.8

%
) 
 

(5
8
.6

%
) 
 

(2
0
.8

%
) 
 

（
参

考
）

2
9
.9

%
  
 

4
0
.0

%
  
 

1
6
.0

%
  
 

5
3
.8

%
  
 

1
8
.0

%
  
 

(2
8
.9

%
) 
 

(3
8
.2

%
) 
 

(1
4
.5

%
) 
 

(5
2
.4

%
) 
 

(1
9
.5

%
) 
 

3
0
.7

%
  
 

2
8
.7

%
  
 

4
0
.1

%
  
 

5
9
.4

%
  
 

1
9
.8

%
  
 

(3
0
.7

%
) 
 

(2
7
.8

%
) 
 

(4
0
.1

%
) 
 

(5
8
.5

%
) 
 

(2
0
.7

%
) 
 

（
注

）

５
 
集

団
分

析
結

果
の

団
体

区
分

別
活

用
状

況

区
分

２
　

一
部

事
務

組
合

等
に

つ
い

て
は

、
専

任
の

職
員

が
所

属
す

る
団

体
の

み
調

査
対

象
と

し
て

い
る

。

3
,3

6
0

2
,0

5
1

5
,1

0
1

5
2
3

4
,0

1
9

1
,9

5
3

9
,1

6
2

1
,9

5
8

都
道

府
県

指
定

都
市

市
区

町
村

集
団

分
析

結
果

を
活

用
し

た
事

業
場

数
（
a）

2
4
5

5
,2

5
2

5
,2

4
2

1
1
,0

7
0

1
,0

4
7

2
1
8

5
,3

2
9

4
,2

7
7

1
9
,4

4
0

4
,0

3
4

7
3
3

2
2
,6

1
1

3
3
,0

8
0

1
1
,0

3
5

4
0
7

2
,8

3
0

2
,1

0
2

8
,7

5
8

5
4
5

1
7
,0

9
2

1
5
,7

9
1

一
部

事
務

組
合

等

1
1
,4

5
9

7
,6

6
0

3
0
,4

2
9

6
,0

5
0

1
,3

6
2

合
計

5
5
,5

9
8

表
１

８
 
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
の

実
施

状
況

等
（

令
和

６
年

度
）

１
　

集
団

分
析

結
果

の
活

用
内

容
の

う
ち

、
「
そ

の
他

」
の

主
な

内
容

と
し

て
は

、
管

理
監

督
者

へ
の

情
報

提
供

、
職

員
向

け
研

修
の

実
施

、
作

業
環

境
（
設

備
、

レ
イ

ア
ウ

ト
等

）
の

改
善

な
ど

と
な

っ
て

い
る

。

合
計

(
一

部
事

務
組

合
等

含
む

)
5
6
,9

6
0

1
7
,4

9
9

1
6
,3

3
6

2
2
,8

2
9

3
3
,8

1
3

1
1
,2

8
0

集
団

分
析

結
果

の
活

用
内

容
（
複

数
回

答
）

業
務

配
分

の
見

直
し

人
員

体
制

・
組

織
の

見
直

し
管

理
監

督
者

向
け

研
修

の
実

施
衛

生
委

員
会

で
の

審
議

そ
の

他

2
,1

0
1
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実
施

事
業

場
数

（
b
）

割
　

合
（
b
/
a）

（
前

年
度

）
実

施
事

業
場

数
（
c）

割
　

合
（
c/

a）
（
前

年
度

）
実

施
事

業
場

数
（
ｄ
）

割
　

合
（
d
/
a）

（
前

年
度

）
実

施
事

業
場

数
（
e）

割
　

合
（
e/

a）
（
前

年
度

）
実

施
事

業
場

数
（
f）

割
　

合
（
f/

a）
(前

年
度

)

2
1
,4

4
2

5
,3

8
2

2
5
.1

%
(2

4
.3

%
)

5
,7

1
7

2
6
.7

%
(2

4
.4

%
)

1
0
,2

8
8

4
8
.0

%
(4

6
.9

%
)

1
3
,0

9
4

6
1
.1

%
(6

0
.9

%
)

4
,5

9
9

2
1
.4

%
(2

2
.8

%
)

都
 　

道
 　

府
 　

県
4
,5

6
4

1
,3

1
0

2
8
.7

%
(2

6
.9

%
)

1
,0

8
3

2
3
.7

%
(1

9
.2

%
)

2
,7

7
0

6
0
.7

%
(5

8
.3

%
)

1
,1

8
4

2
5
.9

%
(2

6
.2

%
)

1
,2

9
9

2
8
.5

%
(3

1
.8

%
)

指
 　

定
 　

都
 　

市
2
,8

8
2

3
6
0

1
2
.5

%
(1

2
.6

%
)

6
6
4

2
3
.0

%
(1

5
.9

%
)

2
,2

3
3

7
7
.5

%
(7

3
.7

%
)

1
,7

4
9

6
0
.7

%
(5

7
.5

%
)

1
,1

2
8

3
9
.1

%
(4

3
.1

%
)

市
　

　
 

区
1
1
,4

9
3

2
,9

4
4

2
5
.6

%
(2

5
.0

%
)

3
,0

8
1

2
6
.8

%
(2

6
.6

%
)

4
,8

1
4

4
1
.9

%
(4

3
.0

%
)

8
,4

6
1

7
3
.6

%
(7

3
.4

%
)

1
,9

4
8

1
6
.9

%
(1

7
.2

%
)

町
　

　
 

村
2
,2

1
3

7
1
3

3
2
.2

%
(3

0
.5

%
)

7
9
2

3
5
.8

%
(3

2
.6

%
)

4
1
7

1
8
.8

%
(1

5
.8

%
)

1
,5

3
7

6
9
.5

%
(7

1
.0

%
)

1
7
6

8
.0

%
(1

0
.0

%
)

一
部

事
務

組
合

等
2
9
0

5
5

1
9
.0

%
(1

8
.1

%
)

9
7

3
3
.4

%
(3

2
.4

%
)

5
4

1
8
.6

%
(1

6
.4

%
)

1
6
3

5
6
.2

%
(5

4
.8

%
)

4
8

1
6
.6

%
(1

7
.1

%
)

2
8
,6

2
2

9
,9

2
1

3
4
.7

%
(3

5
.6

%
)

8
,6

1
7

3
0
.1

%
(3

0
.2

%
)

9
,8

7
6

3
4
.5

%
(3

5
.9

%
)

1
6
,7

0
5

5
8
.4

%
(5

6
.6

%
)

5
,1

7
1

1
8
.1

%
(1

8
.9

%
)

都
 　

道
 　

府
 　

県
4
,7

6
7

1
,9

0
2

3
9
.9

%
(3

6
.5

%
)

1
,1

8
4

2
4
.8

%
(2

7
.5

%
)

1
,3

8
7

2
9
.1

%
(3

0
.0

%
)

3
,1

6
2

6
6
.3

%
(6

3
.2

%
)

1
,3

1
3

2
7
.5

%
(2

2
.7

%
)

指
 　

定
 　

都
 　

市
3
,9

8
9

1
,3

8
5

3
4
.7

%
(4

1
.6

%
)

1
,2

9
1

3
2
.4

%
(2

9
.1

%
)

2
,5

1
1

6
2
.9

%
(7

1
.1

%
)

2
,0

9
4

5
2
.5

%
(4

2
.1

%
)

7
3
8

1
8
.5

%
(3

3
.4

%
)

市
　

　
 

区
1
6
,5

5
1

5
,5

3
5

3
3
.4

%
(3

5
.0

%
)

5
,0

1
0

3
0
.3

%
(3

1
.0

%
)

5
,4

1
9

3
2
.7

%
(3

3
.0

%
)

9
,3

1
1

5
6
.3

%
(5

7
.2

%
)

2
,8

1
4

1
7
.0

%
(1

5
.8

%
)

町
　

　
 

村
3
,2

9
2

1
,0

9
2

3
3
.2

%
(2

9
.8

%
)

1
,1

2
5

3
4
.2

%
(3

1
.1

%
)

5
5
5

1
6
.9

%
(1

6
.3

%
)

2
,1

2
6

6
4
.6

%
(6

2
.0

%
)

3
0
2

9
.2

%
(1

1
.4

%
)

一
部

事
務

組
合

等
2
3

7
3
0
.4

%
(4

0
.0

%
)

7
3
0
.4

%
(3

6
.0

%
)

4
1
7
.4

%
(2

0
.0

%
)

1
2

5
2
.2

%
(4

8
.0

%
)

4
1
7
.4

%
(1

6
.0

%
)

1
,5

7
8

6
6
1

4
1
.9

%
(4

0
.8

%
)

4
3
8

2
7
.8

%
(2

9
.8

%
)

8
9
0

5
6
.4

%
(5

1
.2

%
)

7
1
0

4
5
.0

%
(4

6
.4

%
)

5
8
8

3
7
.3

%
(3

4
.3

%
)

都
 　

道
 　

府
 　

県
1
,5

7
8

6
6
1

4
1
.9

%
(4

0
.8

%
)

4
3
8

2
7
.8

%
(2

9
.8

%
)

8
9
0

5
6
.4

%
(5

1
.2

%
)

7
1
0

4
5
.0

%
(4

6
.4

%
)

5
8
8

3
7
.3

%
(3

4
.3

%
)

指
 　

定
 　

都
 　

市
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

市
　

　
 

区
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

町
　

　
 

村
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

一
部

事
務

組
合

等
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

2
,7

6
5

8
4
5

3
0
.6

%
(2

9
.1

%
)

8
7
3

3
1
.6

%
(2

9
.6

%
)

9
6
9

3
5
.0

%
(3

5
.2

%
)

1
,6

1
6

5
8
.4

%
(5

7
.0

%
)

5
6
4

2
0
.4

%
(2

0
.9

%
)

都
 　

道
 　

府
 　

県
1
2
0

4
9

4
0
.8

%
(3

7
.5

%
)

3
8

3
1
.7

%
(2

5
.8

%
)

6
5
.0

%
(4

.2
%
)

6
4

5
3
.3

%
(6

5
.0

%
)

6
3

5
2
.5

%
(2

5
.0

%
)

指
 　

定
 　

都
 　

市
4
4
5

1
2
0

2
7
.0

%
(2

6
.7

%
)

7
1

1
6
.0

%
(1

5
.9

%
)

3
1
5

7
0
.8

%
(7

0
.4

%
)

2
2
2

4
9
.9

%
(4

8
.4

%
)

1
4
0

3
1
.5

%
(3

2
.1

%
)

市
　

　
 

区
1
,2

8
6

3
6
4

2
8
.3

%
(2

6
.2

%
)

3
4
4

2
6
.7

%
(2

4
.8

%
)

5
0
0

3
8
.9

%
(4

0
.3

%
)

8
6
9

6
7
.6

%
(6

6
.2

%
)

1
8
8

1
4
.6

%
(1

6
.4

%
)

町
　

　
 

村
4
4

1
3

2
9
.5

%
(3

0
.4

%
)

1
5

3
4
.1

%
(3

2
.6

%
)

8
1
8
.2

%
(1

9
.6

%
)

3
2

7
2
.7

%
(6

9
.6

%
)

1
2
.3

%
(6

.5
%
)

一
部

事
務

組
合

等
8
7
0

2
9
9

3
4
.4

%
(3

3
.4

%
)

4
0
5

4
6
.6

%
(4

4
.0

%
)

1
4
0

1
6
.1

%
(1

4
.6

%
)

4
2
9

4
9
.3

%
(4

6
.1

%
)

1
7
2

1
9
.8

%
(2

2
.1

%
)

2
,5

5
3

6
9
0

2
7
.0

%
(2

6
.5

%
)

6
9
1

2
7
.1

%
(2

6
.5

%
)

8
0
6

3
1
.6

%
(3

0
.5

%
)

1
,6

8
8

6
6
.1

%
(6

7
.0

%
)

3
5
8

1
4
.0

%
(1

5
.9

%
)

都
 　

道
 　

府
 　

県
4
3
0

9
7

2
2
.6

%
(2

4
.0

%
)

8
7

2
0
.2

%
(2

1
.9

%
)

1
9
9

4
6
.3

%
(4

3
.1

%
)

2
0
9

4
8
.6

%
(4

8
.5

%
)

9
7

2
2
.6

%
(2

1
.7

%
)

指
 　

定
 　

都
 　

市
3
4
4

8
8

2
5
.6

%
(2

8
.6

%
)

7
6

2
2
.1

%
(1

9
.9

%
)

1
8
3

5
3
.2

%
(4

4
.4

%
)

2
1
2

6
1
.6

%
(6

6
.2

%
)

4
5

1
3
.1

%
(2

1
.3

%
)

市
　

　
 

区
1
,0

9
9

3
1
9

2
9
.0

%
(2

6
.5

%
)

3
2
3

2
9
.4

%
(2

8
.4

%
)

3
3
7

3
0
.7

%
(3

1
.2

%
)

7
9
9

7
2
.7

%
(7

2
.5

%
)

1
5
1

1
3
.7

%
(1

5
.3

%
)

町
　

　
 

村
5
0
1

1
4
0

2
7
.9

%
(2

7
.9

%
)

1
6
9

3
3
.7

%
(3

3
.9

%
)

6
7

1
3
.4

%
(1

3
.9

%
)

3
3
9

6
7
.7

%
(6

7
.2

%
)

4
4

8
.8

%
(9

.6
%
)

一
部

事
務

組
合

等
1
7
9

4
6

2
5
.7

%
(2

3
.6

%
)

3
6

2
0
.1

%
(1

9
.7

%
)

2
0

1
1
.2

%
(1

0
.1

%
)

1
2
9

7
2
.1

%
(7

9
.2

%
)

2
1

1
1
.7

%
(1

1
.8

%
)

（
注

）

２
　

一
部

事
務

組
合

等
に

つ
い

て
は

、
専

任
の

職
員

が
所

属
す

る
団

体
の

み
調

査
対

象
と

し
て

い
る

。

業
務

配
分

の
見

直
し

人
員

体
制

・
組

織
の

見
直

し
管

理
監

督
者

向
け

研
修

の
実

施
区

　
　

分

警
　

 　
　

　
察

知
事

及
び

市
区

町
村

長

教
育

委
員

会

１
　

集
団

分
析

結
果

の
活

用
内

容
の

う
ち

、
「
そ

の
他

」
の

主
な

内
容

と
し

て
は

、
管

理
監

督
者

へ
の

情
報

提
供

、
職

員
向

け
研

修
の

実
施

、
作

業
環

境
（
設

備
、

レ
イ

ア
ウ

ト
等

）
の

改
善

な
ど

と
な

っ
て

い
る

。

公
 営

 企
 業

消
　

 　
　

　
防

表
１
８
 
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
実
施
状
況
等
（
令
和
６
年
度
）

衛
生

委
員

会
で

の
審

議
そ

の
他

集
団

分
析

結
果

の
活

用
内

容
（
複

数
回

答
）

６
 
集
団
分
析
結
果
の
部
局
別
活
用
状
況

集
団

分
析

結
果

を
活

用
し

た
事

業
場

数
（
a）

51



割
合

（
b
/
a）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
c/

b
）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
d
/
b
）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
e/

b
）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
f/

b
）

(前
年

度
)

1
0
0
.0

%
 

7
6
.4

%
 

9
2
.3

%
  

8
9
.6

%
 

9
7
.3

%
 

(1
0
0
.0

%
) 

(7
2
.0

%
) 

(9
0
.7

%
) 
 

(8
6
.8

%
) 
 

(9
6
.2

%
) 

1
0
0
.0

%
 

7
8
.5

%
 

9
2
.4

%
  

8
9
.9

%
 

9
7
.5

%
 

(1
0
0
.0

%
) 

(7
7
.2

%
) 

(8
9
.9

%
) 
 

(8
9
.9

%
) 
 

(9
7
.5

%
) 

9
9
.9

6
%
 

3
1
.4

%
 

6
9
.8

%
 

4
8
.0

%
  

7
9
.4

%
 

(9
9
.9

6
%
) 

(2
9
.1

%
) 

(6
9
.7

%
) 
 

(4
6
.5

%
) 
 

(7
7
.2

%
) 

9
7
.6

%
 

1
7
.5

%
 

5
1
.0

%
 

2
1
.6

%
  

4
9
.9

%
 

(9
7
.1

%
) 
 

(1
5
.9

%
) 

(5
0
.3

%
) 
 

(2
1
.0

%
) 
 

(4
7
.8

%
) 

9
8
.9

%
  

2
7
.3

%
 

6
2
.4

%
 

3
8
.1

%
  

6
6
.9

%
 

(9
8
.6

%
) 
 

(2
5
.4

%
) 

(6
2
.0

%
) 

(3
7
.1

%
) 
 

(6
4
.9

%
) 
 

(参
考

)

7
3
.7

%
 

1
5
.2

%
 

2
9
.4

%
  

3
0
.2

%
 

3
0
.1

%
 

(7
1
.6

%
) 

(1
3
.5

%
) 

(2
9
.9

%
) 
 

(3
0
.2

%
) 
 

(2
9
.2

%
) 

合
計

9
3
.6

%
 

2
5
.3

%
 

5
7
.0

%
  

3
6
.8

%
 

6
0
.9

%
 

(一
部

事
務

組
合

等
含

む
)

(9
2
.9

%
) 
 

(2
3
.4

%
) 
 

(5
6
.7

%
) 
 

(3
6
.0

%
) 
 

(5
9
.1

%
) 
 

部
局

数
割

合
（
g/

b
）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
h
/
b
）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
i/

b
）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
j/

b
）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
k
/
b
）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
l/

b
）

(前
年

度
)

9
6
.2

%
 

9
4
.0

%
 

9
4
.5

%
  

9
6
.2

%
 

8
2
.4

%
 

9
.3

%
 

(9
6
.2

%
) 

(9
4
.0

%
) 

(9
4
.0

%
) 
 

(9
6
.2

%
) 
 

(8
1
.3

%
) 

(8
.2

%
) 

1
0
0
.0

%
 

9
3
.7

%
 

9
6
.2

%
  

8
2
.3

%
 

7
2
.2

%
 

1
2
.7

%
 

(1
0
0
.0

%
) 

(9
3
.7

%
) 

(9
7
.5

%
) 
 

(7
9
.7

%
) 
 

(6
9
.6

%
) 

(1
2
.7

%
) 

7
9
.8

%
 

6
0
.5

%
 

7
8
.5

%
 

7
6
.7

%
  

6
0
.4

%
 

3
.3

%
 

(7
8
.3

%
) 
 

(5
7
.9

%
) 

(7
7
.1

%
) 
 

(7
3
.3

%
) 
 

(5
8
.1

%
) 

(3
.4

%
) 
 

5
2
.0

%
 

2
9
.1

%
 

5
7
.6

%
 

5
9
.8

%
  

4
0
.1

%
 

2
.5

%
 

(5
0
.4

%
) 
 

(2
8
.0

%
) 

(5
6
.1

%
) 
 

(5
8
.5

%
) 
 

(3
9
.2

%
) 

(3
.2

%
) 
 

6
8
.1

%
  

4
7
.9

%
 

6
9
.8

%
 

6
9
.8

%
  

5
2
.1

%
 

3
.3

%
 

(6
6
.7

%
) 
 

(4
6
.3

%
) 

(6
8
.6

%
) 

(6
7
.5

%
) 
 

(5
0
.6

%
) 
 

(3
.6

%
) 
 

（
参

考
）

4
7
.8

%
 

2
2
.8

%
 

5
0
.0

%
  

6
1
.1

%
 

3
2
.7

%
 

4
.5

%
 

(4
8
.0

%
) 

(2
3
.5

%
) 

(4
9
.0

%
) 
 

(6
0
.2

%
) 
 

(3
1
.9

%
) 

(5
.4

%
) 

合
計

6
4
.7

%
 

4
3
.8

%
 

6
6
.6

%
 

6
8
.4

%
 

4
8
.9

%
 

3
.5

%
 

(一
部

事
務

組
合

等
含

む
)

(6
3
.7

%
) 
 

(4
2
.5

%
) 

(6
5
.4

%
) 
 

(6
6
.3

%
) 
 

(4
7
.5

%
) 

(3
.9

%
) 
 

(注
)

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
の

取
組

内
容

（
複

数
回

答
）

合
計

3
,5

9
3

2
,5

3
0

3
,6

8
7

3
,6

8
4

2
,7

5
1

1
7
5

ラ
イ

ン
ケ

ア
及

び
事

業
場

内
産

業
保

健
ス

タ
ッ

フ
等

に
よ

る
ケ

ア
を

実
施

す
る

た
め

の
教

育
研

修
・
情

報
提

供
（
h
）

事
業

場
内

で
の

相
談

体
制

の
整

備
（
i）

地
方

公
務

員
共

済
組

合
事

業
等

の
公

的
な

相
談

窓
口

の
周

知
（
j）

職
場

外
資

源
(医

療
機

関
、

E
A

P
な

ど
)を

活
用

し
た

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
（
相

談
・
カ

ウ
ン

セ
リ

ン
グ

を
含

む
）
の

実
施

（
k
）

そ
の

他
（
l）

表
１
９
 
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
の
取
組
状
況
（
令
和

６
年
度
）

職
場

復
帰

に
お

け
る

支
援

の
実

施
（
職

場
復

帰
支

援
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
策

定
を

含
む

）
（
f）

１
 
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
の
団
体
区
分
別
取
組
状
況

全
部

局
数

（
a）

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
の

取
組

内
容

（
複

数
回

答
）

区
分

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
に

関
す

る
計

画
の

策
定

（
c）

安
全

衛
生

委
員

会
等

で
調

査
審

議
（
d
）

実
務

を
行

う
担

当
者

の
選

任
（
e）

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
に

取
り

組
ん

で
い

る
部

局
数

（
b
）

1
8
2

7
9

2
,6

2
3

2
,4

5
4

1
,4

0
6

都
道

府
県

指
定

都
市

1
,5

9
9

3
,5

9
8

1
3
9

1
6
8

5
,2

7
9

1
,4

4
2

3
,2

9
3

2
,3

2
3

3
,8

4
4

1
5
7

3
0
5

3
1
3

3
1
2

市
区

町
村

一
部

事
務

組
合

等
1
,0

3
6

合
計

5
,3

3
8

2
,0

1
0

3
,5

3
2

1
6
3

1
7
7

1
8
2

2
,3

9
6

4
1
9

1
,2

2
3

5
1
8

1
,1

9
6

8
2
2

1
,8

2
9

1
,2

5
8

2
,0

8
2

2
,6

2
2

7
9

6
2

7
3

7
1

7
7

１
　

「
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

対
策

の
取

組
内

容
（
複

数
回

答
）
」
の

各
取

組
内

容
に

お
け

る
割

合
は

、
「
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

対
策

に
取

り
組

ん
で

い
る

部
局

数
」
に

占
め

る
割

合
で

あ
る

。

6
,7

4
4

2
,0

1
1

1
,4

3
3

6
3
3

1
7
5

7
9

2
,0

9
3

1
,2

4
6

4
9
5

4
,0

8
8

都
道

府
県

指
定

都
市

市
区

町
村

7
6

2
,0

5
8

1
,3

8
1

5
1
8

4
,2

0
5

区
分

セ
ル

フ
ケ

ア
を

実
施

す
る

た
め

の
教

育
研

修
・
情

報
提

供
（
g）

6
,3

1
5

２
　

一
部

事
務

組
合

等
に

つ
い

て
は

、
専

任
の

職
員

が
所

属
す

る
団

体
の

み
調

査
対

象
と

し
て

い
る

。

2
2
2

1
7

1
0

8
7

6
1

4
7

4
,3

1
7

1
5
0

5
7

2
,7

6
6

1
7
1

7
4

1
,5

8
7

6
9
8

2
3
6

1
,5

8
4

9
6
0

3
3
9

3
,0

9
0

1
7
5

6
5

一
部

事
務

組
合

等

1
7
2
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割
合

（
b
/
a）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
c/

b
）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
d
/
b
）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
e/

b
）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
f/

b
）

(前
年

度
)

1
0
0
.0

%
 

8
5
.1

%
 

9
3
.6

%
  

9
7
.9

%
 

1
0
0
.0

%
 

(1
0
0
.0

%
) 

(8
0
.9

%
) 

(9
3
.6

%
) 
 

(9
3
.6

%
) 
 

(1
0
0
.0

%
) 

1
0
0
.0

%
 

8
0
.0

%
 

1
0
0
.0

%
  

1
0
0
.0

%
 

1
0
0
.0

%
 

(1
0
0
.0

%
) 

(8
5
.0

%
) 

(9
5
.0

%
) 
 

(1
0
0
.0

%
) 

(1
0
0
.0

%
) 

1
0
0
.0

%
 

3
1
.4

%
 

7
2
.7

%
 

5
0
.1

%
  

8
2
.8

%
 

(1
0
0
.0

%
) 

(2
9
.7

%
) 

(7
2
.7

%
) 
 

(4
8
.4

%
) 
 

(8
1
.0

%
) 

9
7
.7

%
 

1
6
.9

%
 

5
2
.5

%
 

2
2
.0

%
  

5
1
.8

%
 

(9
7
.2

%
) 
 

(1
5
.2

%
) 

(5
1
.8

%
) 
 

(2
1
.2

%
) 
 

(4
9
.4

%
) 

9
8
.8

%
  

2
6
.0

%
 

6
3
.2

%
 

3
7
.5

%
  

6
7
.6

%
 

(9
8
.5

%
) 
 

(2
4
.3

%
) 

(6
2
.8

%
) 

(3
6
.3

%
) 
 

(6
5
.6

%
) 
 

（
参

考
）

6
4
.6

%
 

8
.8

%
 

1
8
.8

%
  

2
1
.0

%
 

2
2
.2

%
 

(6
3
.0

%
) 

(7
.9

%
) 
 

(1
8
.7

%
) 
 

(2
0
.4

%
) 
 

(2
1
.7

%
) 

合
計

8
8
.0

%
 

2
2
.0

%
 

5
2
.9

%
  

3
3
.7

%
 

5
7
.0

%
 

(一
部

事
務

組
合

等
含

む
)

(8
7
.1

%
) 
 

(2
0
.5

%
) 
 

(5
2
.5

%
) 
 

(3
2
.6

%
) 
 

(5
5
.4

%
) 
 

部
局

数
割

合
（
g/

b
）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
h
/
b
）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
i/

b
）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
j/

b
）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
k
/
b
）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
l/

b
）

(前
年

度
)

1
0
0
.0

%
 

1
0
0
.0

%
 

1
0
0
.0

%
  

1
0
0
.0

%
 

8
3
.0

%
 

1
7
.0

%
 

(1
0
0
.0

%
) 

(1
0
0
.0

%
) 

(1
0
0
.0

%
) 

(1
0
0
.0

%
) 

(8
0
.9

%
) 

(1
2
.8

%
) 
 

1
0
0
.0

%
 

1
0
0
.0

%
 

9
5
.0

%
  

9
0
.0

%
 

6
0
.0

%
 

1
5
.0

%
 

(1
0
0
.0

%
) 

(1
0
0
.0

%
) 

(9
5
.0

%
) 
 

(8
0
.0

%
) 
 

(7
0
.0

%
) 

(1
0
.0

%
) 

8
1
.4

%
 

6
4
.0

%
 

8
0
.4

%
 

7
7
.0

%
  

6
1
.8

%
 

2
.5

%
 

(7
9
.9

%
) 
 

(6
1
.5

%
) 

(7
8
.9

%
) 
 

(7
4
.3

%
) 
 

(6
0
.3

%
) 

(3
.1

%
) 
 

5
2
.4

%
 

2
9
.2

%
 

5
8
.5

%
 

6
0
.4

%
  

4
0
.1

%
 

2
.5

%
 

(5
0
.0

%
) 
 

(2
7
.4

%
) 

(5
6
.4

%
) 
 

(5
8
.6

%
) 
 

(3
9
.0

%
) 

(2
.7

%
) 
 

6
7
.2

%
  

4
7
.5

%
 

6
9
.8

%
 

6
9
.3

%
  

5
1
.2

%
 

3
.1

%
 

(6
5
.4

%
) 
 

(4
5
.6

%
) 

(6
8
.2

%
) 

(6
7
.0

%
) 
 

(5
0
.1

%
) 
 

(3
.2

%
) 
 

（
参

考
）

4
2
.5

%
 

1
9
.4

%
 

3
8
.0

%
  

6
0
.3

%
 

2
5
.7

%
 

5
.6

%
 

(4
1
.1

%
) 

(1
8
.7

%
) 

(3
7
.0

%
) 
 

(5
8
.7

%
) 
 

(2
4
.9

%
) 

(6
.9

%
) 

合
計

6
1
.5

%
 

4
1
.0

%
 

6
2
.4

%
 

6
7
.2

%
 

4
5
.3

%
 

3
.6

%
 

(一
部

事
務

組
合

等
含

む
)

(5
9
.7

%
) 
 

(3
9
.3

%
) 

(6
0
.9

%
) 
 

(6
5
.1

%
) 
 

(4
4
.2

%
) 

(4
.1

%
) 
 

(注
)

合
計

1
,7

8
8

1
,7

6
7

4
5
9

1
,1

1
7

6
6
3

1
,1

9
4

合
計

1
,1

8
8

8
4
0

1
,2

3
4

1
,2

2
4

9
0
5

5
4

町
村

4
7
4

2
6
4

5
2
9

5
4
7

3
6
3

市
区

6
4
7

5
0
9

6
3
9

1
,4

1
6

9
4
4

1
,4

3
8

1
,5

4
8

1
,0

4
3

8
4

一
部

事
務

組
合

等
2
2
8

1
0
4

2
0
4

3
2
4

1
3
8

3
0

6
1
2

4
9
1

指
定

都
市

2
0

2
0

1
9

1
8

1
2

3

都
道

府
県

4
7

4
7

4
7

4
7

3
9

8

区
分

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
の

取
組

内
容

（
複

数
回

答
）

セ
ル

フ
ケ

ア
を

実
施

す
る

た
め

の
教

育
研

修
・
情

報
提

供
（
g）

ラ
イ

ン
ケ

ア
及

び
事

業
場

内
産

業
保

健
ス

タ
ッ

フ
等

に
よ

る
ケ

ア
を

実
施

す
る

た
め

の
教

育
研

修
・
情

報
提

供
（
h
）

事
業

場
内

で
の

相
談

体
制

の
整

備
（
i）

地
方

公
務

員
共

済
組

合
事

業
等

の
公

的
な

相
談

窓
口

の
周

知
（
j）

職
場

外
資

源
(医

療
機

関
、

E
A

P
な

ど
)を

活
用

し
た

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
（
相

談
・
カ

ウ
ン

セ
リ

ン
グ

を
含

む
）
の

実
施

（
k
）

7
7
6

そ
の

他
（
l）

一
部

事
務

組
合

等
8
3
1

5
3
7

4
7

1
0
1

1
1
3

1
1
9

２
　

一
部

事
務

組
合

等
に

つ
い

て
は

、
専

任
の

職
員

が
所

属
す

る
団

体
の

み
調

査
対

象
と

し
て

い
る

。表
１
９
 
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
の
取
組
状
況
（
令
和

６
年
度
）

1
,3

1
3

2
3

2
0

２
－
１
 
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
の
部
局
別
取
組
状
況
【
部
局
名
：
知
事
及
び
市
区
町
村
長
】

区
分

全
部

局
数

（
a）

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
の

取
組

内
容

（
複

数
回

答
）

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
に

取
り

組
ん

で
い

る
部

局
数

（
b
）

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
に

関
す

る
計

画
の

策
定

（
c）

安
全

衛
生

委
員

会
等

で
調

査
審

議
（
d
）

実
務

を
行

う
担

当
者

の
選

任
（
e）

職
場

復
帰

に
お

け
る

支
援

の
実

施
（
職

場
復

帰
支

援
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
策

定
を

含
む

）
（
f）

都
道

府
県

4
7

4
7

町
村

9
2
6

9
0
5

1
5
3

4
7
5

1
9
9

4
0

4
4

4
6

4
7

１
　

「
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

対
策

の
取

組
内

容
（
複

数
回

答
）
」
の

各
取

組
内

容
に

お
け

る
割

合
は

、
「
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

対
策

に
取

り
組

ん
で

い
る

部
局

数
」
に

占
め

る
割

合
で

あ
る

。

2
0

指
定

都
市

2
0

2
0

1
6

2
0

2
0

4
6
9

市
区

7
9
5

7
9
5

2
5
0

5
7
8

3
9
8

6
5
8

2
,6

1
9

2
,3

0
4

5
0
6

1
,2

1
8

53



割
合

（
b
/
a）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
c/

b
）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
d
/
b
）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
e/

b
）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
f/

b
）

(前
年

度
)

1
0
0
.0

%
 

7
0
.2

%
 

9
7
.9

%
  

8
7
.2

%
 

9
7
.9

%
 

(1
0
0
.0

%
) 

(6
6
.0

%
) 

(9
7
.9

%
) 
 

(8
5
.1

%
) 
 

(9
3
.6

%
) 

1
0
0
.0

%
 

7
0
.0

%
 

9
5
.0

%
  

8
5
.0

%
 

1
0
0
.0

%
 

(1
0
0
.0

%
) 

(6
5
.0

%
) 

(9
5
.0

%
) 
 

(8
0
.0

%
) 
 

(1
0
0
.0

%
) 

9
9
.9

%
 

3
0
.4

%
 

6
7
.1

%
 

4
5
.3

%
  

7
7
.1

%
 

(9
9
.9

%
) 
 

(2
8
.3

%
) 

(6
6
.7

%
) 
 

(4
4
.2

%
) 
 

(7
5
.3

%
) 

9
7
.2

%
 

1
7
.2

%
 

4
7
.8

%
 

2
1
.8

%
  

4
7
.3

%
 

(9
6
.6

%
) 
 

(1
6
.1

%
) 

(4
7
.4

%
) 
 

(2
1
.1

%
) 
 

(4
5
.2

%
) 

9
8
.5

%
  

2
5
.2

%
 

5
8
.5

%
 

3
5
.0

%
  

6
2
.8

%
 

(9
8
.2

%
) 
 

(2
3
.6

%
) 

(5
8
.2

%
) 

(3
4
.1

%
) 
 

(6
0
.9

%
) 
 

（
参

考
）

8
6
.4

%
 

1
5
.8

%
 

3
1
.6

%
  

2
8
.9

%
 

2
6
.3

%
 

(8
1
.3

%
) 

(1
5
.4

%
) 

(3
0
.8

%
) 
 

(2
8
.2

%
) 
 

(2
8
.2

%
) 

合
計

9
8
.2

%
 

2
5
.0

%
 

5
8
.0

%
  

3
4
.9

%
 

6
2
.1

%
 

(一
部

事
務

組
合

等
含

む
)

(9
7
.7

%
) 
 

(2
3
.4

%
) 
 

(5
7
.5

%
) 
 

(3
4
.0

%
) 
 

(6
0
.2

%
) 
 

部
局

数
割

合
（
g/

b
）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
h
/
b
）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
i/

b
）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
j/

b
）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
k
/
b
）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
l/

b
）

(前
年

度
)

9
7
.9

%
 

9
5
.7

%
 

8
5
.1

%
  

1
0
0
.0

%
 

7
8
.7

%
 

4
.3

%
 

(9
7
.9

%
) 

(9
7
.9

%
) 

(8
5
.1

%
) 
 

(1
0
0
.0

%
) 

(8
0
.9

%
) 

(6
.4

%
) 

1
0
0
.0

%
 

9
0
.0

%
 

1
0
0
.0

%
  

9
5
.0

%
 

8
5
.0

%
 

1
0
.0

%
 

(1
0
0
.0

%
) 

(8
5
.0

%
) 

(1
0
0
.0

%
) 

(9
5
.0

%
) 
 

(6
5
.0

%
) 

(1
0
.0

%
) 

7
8
.8

%
 

5
7
.1

%
 

7
6
.3

%
 

7
7
.6

%
  

6
1
.0

%
 

4
.2

%
 

(7
7
.0

%
) 
 

(5
5
.3

%
) 

(7
4
.7

%
) 
 

(7
3
.0

%
) 
 

(5
8
.7

%
) 

(3
.5

%
) 
 

5
1
.8

%
 

2
8
.6

%
 

5
7
.5

%
 

6
0
.0

%
  

3
9
.3

%
 

2
.4

%
 

(5
1
.0

%
) 
 

(2
7
.7

%
) 

(5
6
.3

%
) 
 

(5
8
.2

%
) 
 

(3
8
.8

%
) 

(3
.1

%
) 
 

6
5
.9

%
  

4
4
.1

%
 

6
7
.3

%
 

6
9
.5

%
  

5
0
.8

%
 

3
.3

%
 

(6
4
.7

%
) 
 

(4
2
.9

%
) 

(6
6
.0

%
) 

(6
6
.5

%
) 
 

(4
9
.4

%
) 
 

(3
.5

%
) 
 

（
参

考
）

4
7
.4

%
 

3
1
.6

%
 

5
0
.0

%
  

6
5
.8

%
 

3
4
.2

%
 

0
.0

%
 

(5
1
.3

%
) 

(3
3
.3

%
) 

(4
8
.7

%
) 
 

(6
6
.7

%
) 
 

(3
0
.8

%
) 

(0
.0

%
) 

合
計

6
5
.5

%
 

4
3
.8

%
 

6
6
.9

%
 

6
9
.4

%
 

5
0
.4

%
 

3
.3

%
 

(一
部

事
務

組
合

等
含

む
)

(6
4
.4

%
) 
 

(4
2
.7

%
) 

(6
5
.6

%
) 
 

(6
6
.5

%
) 
 

(4
9
.0

%
) 

(3
.4

%
) 
 

(注
)

1
,1

6
6

7
8
0

1
,1

9
1

1
,2

3
5

8
9
7

5
82

1
,8

1
1

1
,7

7
9

4
4
5

1
,0

3
1

6
2
1

1
,7

6
7

1
,7

4
1

4
3
9

1
,0

1
9

一
部

事
務

組
合

等
1
8

1
2

1
9

2
5

1
3

0

町
村

4
5
6

2
5
2

5
0
6

5
2
8

3
4
6

合
計

1
,1

4
8

7
6
8

1
,1

7
2

1
,2

1
0

8
8
4

5
8

6
0
6

6
1
6

4
8
4

指
定

都
市

2
0

1
8

2
0

1
9

1
7

市
区

6
2
6

4
5
3

都
道

府
県

4
6

4
5

4
0

4
7

3
7

2

区
分

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
の

取
組

内
容

（
複

数
回

答
）

セ
ル

フ
ケ

ア
を

実
施

す
る

た
め

の
教

育
研

修
・
情

報
提

供
（
g）

ラ
イ

ン
ケ

ア
及

び
事

業
場

内
産

業
保

健
ス

タ
ッ

フ
等

に
よ

る
ケ

ア
を

実
施

す
る

た
め

の
教

育
研

修
・
情

報
提

供
（
h
）

事
業

場
内

で
の

相
談

体
制

の
整

備
（
i）

地
方

公
務

員
共

済
組

合
事

業
等

の
公

的
な

相
談

窓
口

の
周

知
（
j）

職
場

外
資

源
(医

療
機

関
、

E
A

P
な

ど
)を

活
用

し
た

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
（
相

談
・
カ

ウ
ン

セ
リ

ン
グ

を
含

む
）
の

実
施

（
k
）

そ
の

他
（
l）

一
部

事
務

組
合

等
4
4

3
8

6
1
2

1
1

1
0

町
村

9
0
5

8
8
0

1
5
1

4
2
1

1
9
2

4
1
6

合
計

1
,0

9
4

6
1
0

市
区

7
9
5

7
9
4

2
4
1

5
3
3

3
6
0

6
1
2

指
定

都
市

2
0

2
0

1
4

1
9

1
7

２
　

一
部

事
務

組
合

等
に

つ
い

て
は

、
専

任
の

職
員

が
所

属
す

る
団

体
の

み
調

査
対

象
と

し
て

い
る

。表
１
９
 
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
の
取
組
状
況
（
令
和

６
年
度
）

1
,1

0
4

2
1

3
3

２
－
２
 
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
の
部
局
別
取
組
状
況
【
部
局
名
：
教
育
委
員
会
】

区
分

全
部

局
数

（
a）

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
の

取
組

内
容

（
複

数
回

答
）

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
に

取
り

組
ん

で
い

る
部

局
数

（
b
）

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
に

関
す

る
計

画
の

策
定

（
c）

安
全

衛
生

委
員

会
等

で
調

査
審

議
（
d
）

実
務

を
行

う
担

当
者

の
選

任
（
e）

職
場

復
帰

に
お

け
る

支
援

の
実

施
（
職

場
復

帰
支

援
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
策

定
を

含
む

）
（
f）

都
道

府
県

4
7

4
7

3
3

4
6

4
1

4
6

１
　

「
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

対
策

の
取

組
内

容
（
複

数
回

答
）
」
の

各
取

組
内

容
に

お
け

る
割

合
は

、
「
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

対
策

に
取

り
組

ん
で

い
る

部
局

数
」
に

占
め

る
割

合
で

あ
る

。

2
0
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割
合

（
b
/
a）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
c/

b
）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
d
/
b
）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
e/

b
）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
f/

b
）

(前
年

度
)

1
0
0
.0

%
 

8
3
.0

%
 

9
1
.5

%
  

9
1
.5

%
 

1
0
0
.0

%
 

(1
0
0
.0

%
) 

(7
8
.7

%
) 

(8
5
.1

%
) 
 

(9
1
.5

%
) 
 

(1
0
0
.0

%
) 

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1
0
0
.0

%
  

8
3
.0

%
 

9
1
.5

%
 

9
1
.5

%
  

1
0
0
.0

%
 

(1
0
0
.0

%
) 

(7
8
.7

%
) 

(8
5
.1

%
) 

(9
1
.5

%
) 
 

(1
0
0
.0

%
) 

（
参

考
）

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

合
計

1
0
0
.0

%
 

8
3
.0

%
 

9
1
.5

%
  

9
1
.5

%
 

1
0
0
.0

%
 

(一
部

事
務

組
合

等
含

む
)

(1
0
0
.0

%
) 

(7
8
.7

%
) 
 

(8
5
.1

%
) 
 

(9
1
.5

%
) 
 

(1
0
0
.0

%
) 

部
局

数
割

合
（
g/

b
）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
h
/
b
）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
i/

b
）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
j/

b
）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
k
/
b
）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
l/

b
）

(前
年

度
)

1
0
0
.0

%
 

9
7
.9

%
 

1
0
0
.0

%
  

8
9
.4

%
 

8
7
.2

%
 

6
.4

%
 

(1
0
0
.0

%
) 

(9
3
.6

%
) 

(1
0
0
.0

%
) 

(8
9
.4

%
) 
 

(8
9
.4

%
) 

(8
.5

%
) 

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1
0
0
.0

%
  

9
7
.9

%
 

1
0
0
.0

%
 

8
9
.4

%
  

8
7
.2

%
 

6
.4

%
 

(1
0
0
.0

%
) 

(9
3
.6

%
) 

(1
0
0
.0

%
) 

(8
9
.4

%
) 
 

(8
9
.4

%
) 
 

(8
.5

%
) 
 

（
参

考
）

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

合
計

1
0
0
.0

%
 

9
7
.9

%
 

1
0
0
.0

%
 

8
9
.4

%
 

8
7
.2

%
 

6
.4

%
 

(一
部

事
務

組
合

等
含

む
)

(1
0
0
.0

%
) 

(9
3
.6

%
) 

(1
0
0
.0

%
) 

(8
9
.4

%
) 
 

(8
9
.4

%
) 

(8
.5

%
) 
 

(注
)

合
計

4
7

4
6

4
7

4
2

4
1

3

4
7

4
6

4
7

4
2

4
1

3

一
部

事
務

組
合

等
-

-
-

-
-

-

町
村

-
-

-
-

-

市
区

-
-

-
-

-

指
定

都
市

-
-

-
-

-
-

都
道

府
県

4
7

4
6

4
7

4
2

4
1

3

区
分

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
の

取
組

内
容

（
複

数
回

答
）

セ
ル

フ
ケ

ア
を

実
施

す
る

た
め

の
教

育
研

修
・
情

報
提

供
（
g）

ラ
イ

ン
ケ

ア
及

び
事

業
場

内
産

業
保

健
ス

タ
ッ

フ
等

に
よ

る
ケ

ア
を

実
施

す
る

た
め

の
教

育
研

修
・
情

報
提

供
（
h
）

事
業

場
内

で
の

相
談

体
制

の
整

備
（
i）

地
方

公
務

員
共

済
組

合
事

業
等

の
公

的
な

相
談

窓
口

の
周

知
（
j）

職
場

外
資

源
(医

療
機

関
、

E
A

P
な

ど
)を

活
用

し
た

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
（
相

談
・
カ

ウ
ン

セ
リ

ン
グ

を
含

む
）
の

実
施

（
k
）

4
7

4
7

3
9

4
3

4
3

そ
の

他
（
l）

一
部

事
務

組
合

等
-

-
-

-
-

-

町
村

-
-

-
-

-
-

合
計

4
7

4
7

3
9

4
3

4
3

4
7

市
区

-
-

-
-

-
-

指
定

都
市

-
-

-
-

-

２
　

一
部

事
務

組
合

等
に

つ
い

て
は

、
専

任
の

職
員

が
所

属
す

る
団

体
の

み
調

査
対

象
と

し
て

い
る

。表
１
９
 
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
の
取
組
状
況
（
令
和

６
年
度
）

4
7 --

２
－
３
 
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
の
部
局
別
取
組
状
況
【
部
局
名
：
警
察
】

区
分

全
部

局
数

（
a）

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
の

取
組

内
容

（
複

数
回

答
）

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
に

取
り

組
ん

で
い

る
部

局
数

（
b
）

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
に

関
す

る
計

画
の

策
定

（
c）

安
全

衛
生

委
員

会
等

で
調

査
審

議
（
d
）

実
務

を
行

う
担

当
者

の
選

任
（
e）

職
場

復
帰

に
お

け
る

支
援

の
実

施
（
職

場
復

帰
支

援
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
策

定
を

含
む

）
（
f）

都
道

府
県

4
7

4
7

3
9

4
3

4
3

4
7

１
　

「
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

対
策

の
取

組
内

容
（
複

数
回

答
）
」
の

各
取

組
内

容
に

お
け

る
割

合
は

、
「
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

対
策

に
取

り
組

ん
で

い
る

部
局

数
」
に

占
め

る
割

合
で

あ
る

。

-
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割
合

（
b
/
a）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
c/

b
）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
d
/
b
）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
e/

b
）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
f/

b
）

(前
年

度
)

1
0
0
.0

%
 

1
0
0
.0

%
 

1
0
0
.0

%
  

1
0
0
.0

%
 

1
0
0
.0

%
 

(1
0
0
.0

%
) 

(1
0
0
.0

%
) 

(1
0
0
.0

%
) 

(1
0
0
.0

%
) 

(1
0
0
.0

%
) 

1
0
0
.0

%
 

8
5
.0

%
 

7
5
.0

%
  

8
5
.0

%
 

9
0
.0

%
 

(1
0
0
.0

%
) 

(8
0
.0

%
) 

(7
5
.0

%
) 
 

(8
5
.0

%
) 
 

(9
0
.0

%
) 

1
0
0
.0

%
 

3
4
.3

%
 

6
9
.2

%
 

5
1
.9

%
  

7
8
.8

%
 

(1
0
0
.0

%
) 

(3
1
.5

%
) 

(6
9
.6

%
) 
 

(5
0
.7

%
) 
 

(7
8
.4

%
) 

9
6
.6

%
 

1
5
.8

%
 

5
6
.1

%
 

2
4
.6

%
  

5
7
.9

%
 

(1
0
0
.0

%
) 

(1
6
.7

%
) 

(4
8
.3

%
) 
 

(2
0
.0

%
) 
 

(5
0
.0

%
) 

9
9
.5

%
  

3
4
.4

%
 

6
7
.9

%
 

5
0
.0

%
  

7
6
.7

%
 

(1
0
0
.0

%
) 

(3
1
.8

%
) 

(6
7
.0

%
) 

(4
8
.2

%
) 
 

(7
5
.1

%
) 
 

（
参

考
）

9
5
.1

%
 

2
2
.3

%
 

4
1
.0

%
  

4
2
.1

%
 

3
8
.1

%
 

(9
3
.4

%
) 

(1
9
.5

%
) 

(4
1
.6

%
) 
 

(4
1
.9

%
) 
 

(3
6
.7

%
) 

合
計

9
7
.8

%
 

2
9
.8

%
 

5
7
.6

%
  

4
7
.0

%
 

6
2
.0

%
 

(一
部

事
務

組
合

等
含

む
)

(9
7
.4

%
) 
 

(2
7
.2

%
) 
 

(5
7
.5

%
) 
 

(4
5
.9

%
) 
 

(6
0
.7

%
) 
 

部
局

数
割

合
（
g/

b
）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
h
/
b
）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
i/

b
）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
j/

b
）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
k
/
b
）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
l/

b
）

(前
年

度
)

1
0
0
.0

%
 

1
0
0
.0

%
 

1
0
0
.0

%
  

1
0
0
.0

%
 

1
0
0
.0

%
 

0
.0

%
 

(1
0
0
.0

%
) 

(1
0
0
.0

%
) 

(1
0
0
.0

%
) 

(1
0
0
.0

%
) 

(1
0
0
.0

%
) 

(0
.0

%
) 

1
0
0
.0

%
 

9
0
.0

%
 

9
0
.0

%
  

7
5
.0

%
 

6
5
.0

%
 

1
0
.0

%
 

(1
0
0
.0

%
) 

(9
0
.0

%
) 

(9
5
.0

%
) 
 

(7
5
.0

%
) 
 

(6
5
.0

%
) 

(1
5
.0

%
) 

8
2
.1

%
 

6
2
.9

%
 

7
9
.9

%
 

7
7
.5

%
  

5
7
.7

%
 

3
.0

%
 

(8
1
.4

%
) 
 

(6
0
.0

%
) 

(7
9
.5

%
) 
 

(7
5
.1

%
) 
 

(5
4
.8

%
) 

(3
.6

%
) 
 

5
9
.6

%
 

3
3
.3

%
 

5
4
.4

%
 

5
4
.4

%
  

4
3
.9

%
 

5
.3

%
 

(5
5
.0

%
) 
 

(2
8
.3

%
) 

(5
5
.0

%
) 
 

(5
6
.7

%
) 
 

(4
3
.3

%
) 

(3
.3

%
) 
 

8
0
.1

%
  

6
0
.4

%
 

7
7
.1

%
 

7
4
.4

%
  

5
6
.3

%
 

3
.6

%
 

(7
8
.7

%
) 
 

(5
7
.2

%
) 

(7
6
.9

%
) 

(7
2
.6

%
) 
 

(5
3
.8

%
) 
 

(4
.0

%
) 
 

（
参

考
）

5
8
.6

%
 

2
7
.1

%
 

6
8
.5

%
  

6
2
.3

%
 

4
3
.6

%
 

4
.0

%
 

(5
9
.6

%
) 

(2
9
.2

%
) 

(6
5
.9

%
) 
 

(6
2
.9

%
) 
 

(4
3
.4

%
) 

(4
.1

%
) 

合
計

7
1
.9

%
 

4
7
.7

%
 

7
3
.8

%
 

6
9
.8

%
 

5
1
.5

%
 

3
.8

%
 

(一
部

事
務

組
合

等
含

む
)

(7
1
.5

%
) 
 

(4
6
.7

%
) 

(7
2
.8

%
) 
 

(6
9
.0

%
) 
 

(4
8
.9

%
) 

(4
.1

%
) 
 

(注
)

合
計

3
5
4

2
6
7

3
4
1

3
2
9

2
4
9

1
6

5
1
4

3
4
1

5
2
8

4
9
9

3
6
8

2
7

一
部

事
務

組
合

等
1
6
0

7
4

1
8
7

1
7
0

1
1
9

1
1

町
村

3
4

1
9

3
1

3
1

2
5

市
区

2
9
9

2
2
9

2
9
1

2
8
2

2
1
0

指
定

都
市

2
0

1
8

1
8

1
5

1
3

2

都
道

府
県

1
1

1
1

1
0

区
分

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
の

取
組

内
容

（
複

数
回

答
）

セ
ル

フ
ケ

ア
を

実
施

す
る

た
め

の
教

育
研

修
・
情

報
提

供
（
g）

ラ
イ

ン
ケ

ア
及

び
事

業
場

内
産

業
保

健
ス

タ
ッ

フ
等

に
よ

る
ケ

ア
を

実
施

す
る

た
め

の
教

育
研

修
・
情

報
提

供
（
h
）

事
業

場
内

で
の

相
談

体
制

の
整

備
（
i）

地
方

公
務

員
共

済
組

合
事

業
等

の
公

的
な

相
談

窓
口

の
周

知
（
j）

職
場

外
資

源
(医

療
機

関
、

E
A

P
な

ど
)を

活
用

し
た

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
（
相

談
・
カ

ウ
ン

セ
リ

ン
グ

を
含

む
）
の

実
施

（
k
）

7
3
1

7
1
5

2
1
3

4
1
2

3
3
6

そ
の

他
（
l）

一
部

事
務

組
合

等
2
8
7

2
7
3

6
1

1
1
2

1
1
5

1
0
4

町
村

5
9

5
7

9
3
2

1
4

3
3

合
計

4
4
4

4
4
2

1
5
2

3
0
0

2
2
1

3
3
9

市
区

3
6
4

3
6
4

1
2
5

2
5
2

1
8
9

2
8
7

指
定

都
市

2
0

2
0

1
7

1
5

1
7

２
　

一
部

事
務

組
合

等
に

つ
い

て
は

、
専

任
の

職
員

が
所

属
す

る
団

体
の

み
調

査
対

象
と

し
て

い
る

。表
１
９
 
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
の
取
組
状
況
（
令
和

６
年
度
）

4
4
3 3

1
1

２
－
４
 
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
の
部
局
別
取
組
状
況
【
部
局
名
：
消
防
】

区
分

全
部

局
数

（
a）

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
の

取
組

内
容

（
複

数
回

答
）

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
に

取
り

組
ん

で
い

る
部

局
数

（
b
）

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
に

関
す

る
計

画
の

策
定

（
c）

安
全

衛
生

委
員

会
等

で
調

査
審

議
（
d
）

実
務

を
行

う
担

当
者

の
選

任
（
e）

職
場

復
帰

に
お

け
る

支
援

の
実

施
（
職

場
復

帰
支

援
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
策

定
を

含
む

）
（
f）

都
道

府
県

1
1

1
1

1
1

１
　

「
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

対
策

の
取

組
内

容
（
複

数
回

答
）
」
の

各
取

組
内

容
に

お
け

る
割

合
は

、
「
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

対
策

に
取

り
組

ん
で

い
る

部
局

数
」
に

占
め

る
割

合
で

あ
る

。

1
8
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割
合

（
b
/
a）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
c/

b
）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
d
/
b
）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
e/

b
）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
f/

b
）

(前
年

度
)

1
0
0
.0

%
 

6
5
.0

%
 

8
5
.0

%
  

8
0
.0

%
 

9
0
.0

%
 

(1
0
0
.0

%
) 

(6
0
.0

%
) 

(8
5
.0

%
) 
 

(7
5
.0

%
) 
 

(9
0
.0

%
) 

1
0
0
.0

%
 

7
8
.9

%
 

1
0
0
.0

%
  

8
9
.5

%
 

1
0
0
.0

%
 

(1
0
0
.0

%
) 

(7
8
.9

%
) 

(9
4
.7

%
) 
 

(9
4
.7

%
) 
 

(1
0
0
.0

%
) 

1
0
0
.0

%
 

3
0
.8

%
 

6
9
.7

%
 

4
6
.5

%
  

7
8
.5

%
 

(1
0
0
.0

%
) 

(2
8
.1

%
) 

(6
9
.8

%
) 
 

(4
4
.7

%
) 
 

(7
4
.3

%
) 

9
8
.2

%
 

1
9
.1

%
 

5
3
.2

%
 

2
0
.4

%
  

5
0
.2

%
 

(9
7
.4

%
) 
 

(1
6
.7

%
) 

(5
2
.7

%
) 
 

(2
0
.5

%
) 
 

(4
9
.1

%
) 

9
9
.2

%
  

2
7
.5

%
 

6
3
.5

%
 

3
6
.9

%
  

6
6
.9

%
 

(9
8
.9

%
) 
 

(2
5
.1

%
) 

(6
3
.5

%
) 

(3
6
.3

%
) 
 

(6
4
.6

%
) 
 

（
参

考
）

7
7
.0

%
 

2
2
.9

%
 

4
2
.6

%
  

3
9
.4

%
 

4
2
.0

%
 

(7
3
.9

%
) 

(2
0
.7

%
) 

(4
5
.1

%
) 
 

(4
2
.4

%
) 
 

(4
0
.2

%
) 

合
計

9
5
.7

%
 

2
6
.9

%
 

6
0
.8

%
  

3
7
.2

%
 

6
3
.7

%
 

(一
部

事
務

組
合

等
含

む
)

(9
4
.8

%
) 
 

(2
4
.5

%
) 
 

(6
1
.1

%
) 
 

(3
7
.0

%
) 
 

(6
1
.5

%
) 
 

部
局

数
割

合
（
g/

b
）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
h
/
b
）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
i/

b
）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
j/

b
）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
k
/
b
）

(前
年

度
)

部
局

数
割

合
（
l/

b
）

(前
年

度
)

8
5
.0

%
 

8
0
.0

%
 

9
2
.5

%
  

9
5
.0

%
 

8
0
.0

%
 

1
0
.0

%
 

(8
5
.0

%
) 

(8
2
.5

%
) 

(9
0
.0

%
) 
 

(9
5
.0

%
) 
 

(7
2
.5

%
) 

(5
.0

%
) 

1
0
0
.0

%
 

9
4
.7

%
 

1
0
0
.0

%
  

6
8
.4

%
 

7
8
.9

%
 

1
5
.8

%
 

(1
0
0
.0

%
) 

(1
0
0
.0

%
) 

(1
0
0
.0

%
) 

(6
8
.4

%
) 
 

(7
8
.9

%
) 

(1
5
.8

%
) 

7
7
.9

%
 

5
9
.2

%
 

7
8
.0

%
 

7
4
.9

%
  

5
9
.6

%
 

3
.4

%
 

(7
6
.4

%
) 
 

(5
5
.7

%
) 

(7
6
.7

%
) 
 

(7
1
.6

%
) 
 

(5
6
.8

%
) 

(3
.3

%
) 
 

5
0
.9

%
 

2
9
.4

%
 

5
6
.9

%
 

5
9
.0

%
  

4
0
.8

%
 

2
.5

%
 

(4
9
.8

%
) 
 

(2
9
.4

%
) 

(5
5
.5

%
) 
 

(5
8
.9

%
) 
 

(3
9
.6

%
) 

(4
.2

%
) 
 

6
6
.8

%
  

4
7
.5

%
 

6
9
.7

%
 

6
8
.6

%
  

5
2
.4

%
 

3
.4

%
 

(6
5
.9

%
) 
 

(4
6
.2

%
) 

(6
8
.6

%
) 

(6
7
.0

%
) 
 

(5
0
.4

%
) 
 

(3
.9

%
) 
 

（
参

考
）

4
7
.3

%
 

2
4
.5

%
 

5
7
.4

%
  

6
0
.6

%
 

3
6
.7

%
 

3
.2

%
 

(5
0
.5

%
) 

(2
7
.2

%
) 

(5
9
.2

%
) 
 

(5
9
.2

%
) 
 

(3
5
.9

%
) 

(3
.8

%
) 

合
計

6
4
.3

%
 

4
4
.6

%
 

6
8
.1

%
 

6
7
.6

%
 

5
0
.4

%
 

3
.4

%
 

(一
部

事
務

組
合

等
含

む
)

(6
3
.9

%
) 
 

(4
3
.8

%
) 

(6
7
.4

%
) 
 

(6
6
.0

%
) 
 

(4
8
.5

%
) 

(3
.9

%
) 
 

(注
)

合
計

8
5
6

6
0
9

8
9
3

8
7
9

6
7
2

4
4

9
4
5

6
5
5

1
,0

0
1

9
9
3

7
4
1

5
0

一
部

事
務

組
合

等
8
9

4
6

1
0
8

1
1
4

6
9

6

町
村

2
8
2

1
6
3

3
1
5

3
2
7

2
2
6

市
区

5
2
1

3
9
6

5
2
2

5
0
1

3
9
9

指
定

都
市

1
9

1
8

1
9

1
3

1
5

3

都
道

府
県

3
4

3
2

3
7

3
8

3
2

4

区
分

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
の

取
組

内
容

（
複

数
回

答
）

セ
ル

フ
ケ

ア
を

実
施

す
る

た
め

の
教

育
研

修
・
情

報
提

供
（
g）

ラ
イ

ン
ケ

ア
及

び
事

業
場

内
産

業
保

健
ス

タ
ッ

フ
等

に
よ

る
ケ

ア
を

実
施

す
る

た
め

の
教

育
研

修
・
情

報
提

供
（
h
）

事
業

場
内

で
の

相
談

体
制

の
整

備
（
i）

地
方

公
務

員
共

済
組

合
事

業
等

の
公

的
な

相
談

窓
口

の
周

知
（
j）

職
場

外
資

源
(医

療
機

関
、

E
A

P
な

ど
)を

活
用

し
た

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
（
相

談
・
カ

ウ
ン

セ
リ

ン
グ

を
含

む
）
の

実
施

（
k
）

1
,5

3
6

1
,4

7
0

3
9
6

8
9
4

5
4
7

そ
の

他
（
l）

一
部

事
務

組
合

等
2
4
4

1
8
8

4
3

8
0

7
4

7
9

町
村

5
6
4

5
5
4

1
0
6

2
9
5

1
1
3

2
7
8

合
計

1
,2

9
2

1
,2

8
2

3
5
3

8
1
4

4
7
3

8
5
8

市
区

6
6
9

6
6
9

2
0
6

4
6
6

3
1
1

5
2
5

指
定

都
市

1
9

1
9

1
5

1
9

1
7

２
　

一
部

事
務

組
合

等
に

つ
い

て
は

、
専

任
の

職
員

が
所

属
す

る
団

体
の

み
調

査
対

象
と

し
て

い
る

。表
１
９
 
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
の
取
組
状
況
（
令
和

６
年
度
）

9
3
7

1
4

2
3

２
－
５
 
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
の
部
局
別
取
組
状
況
【
部
局
名
：
公
営
企
業
】

区
分

全
部

局
数

（
a）

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
の

取
組

内
容

（
複

数
回

答
）

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
に

取
り

組
ん

で
い

る
部

局
数

（
b
）

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
に

関
す

る
計

画
の

策
定

（
c）

安
全

衛
生

委
員

会
等

で
調

査
審

議
（
d
）

実
務

を
行

う
担

当
者

の
選

任
（
e）

職
場

復
帰

に
お

け
る

支
援

の
実

施
（
職

場
復

帰
支

援
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
策

定
を

含
む

）
（
f）

都
道

府
県

4
0

4
0

2
6

3
4

3
2

3
6

１
　

「
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

対
策

の
取

組
内

容
（
複

数
回

答
）
」
の

各
取

組
内

容
に

お
け

る
割

合
は

、
「
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

対
策

に
取

り
組

ん
で

い
る

部
局

数
」
に

占
め

る
割

合
で

あ
る

。

1
9
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人
数

人
数

割
合

（
前
年
度
）

人
数

割
合

（
前
年
度
）

人
数

割
合

（
前
年
度
）

人
数

割
合

（
前
年
度
）

人
数

割
合

（
前
年
度
）

人
数

割
合

（
前
年
度
）

人
数
（
※
）

割
合

（
前
年
度
）

a
b

b
/
a

c
c/

b
d

d
/
b

e
e/

b
f

f/
b

g
g/

b
h

a/
h

9
7
.7

%
2
5
.1

%
2
5
.8

%
2
0
.9

%
2
4
.8

%
3
.4

%
1
.5

%
(9

8
.2

%
)

(2
4
.8

%
)

(2
5
.1

%
)

(2
1
.4

%
)

(2
5
.6

%
)

(3
.1

%
)

(1
.5

%
)

9
7
.3

%
2
3
.5

%
2
7
.6

%
2
1
.9

%
2
3
.2

%
3
.7

%
1
.7

%
(9

7
.2

%
)

(2
4
.7

%
)

(2
7
.2

%
)

(2
1
.6

%
)

(2
3
.3

%
)

(3
.2

%
)

(1
.8

%
)

9
5
.9

%
2
3
.1

%
2
8
.3

%
2
2
.9

%
2
3
.1

%
2
.6

%
1
.5

%
(9

6
.1

%
)

(2
3
.4

%
)

(2
7
.9

%
)

(2
3
.7

%
)

(2
3
.1

%
)

(2
.0

%
)

(1
.5

%
)

9
7
.0

%
2
5
.8

%
2
9
.6

%
2
2
.8

%
2
0
.5

%
1
.3

%
1
.4

%
(9

7
.2

%
)

(2
7
.2

%
)

(2
9
.7

%
)

(2
3
.9

%
)

(1
8
.6

%
)

(0
.6

%
)

(1
.3

%
)

9
6
.8

%
2
4
.0

%
2
7
.5

%
2
2
.1

%
2
3
.5

%
3
.0

%
1
.5

%
(9

7
.0

%
)

(2
4
.3

%
)

(2
7
.0

%
)

(2
2
.7

%
)

(2
3
.6

%
)

(2
.4

%
)

(1
.5

%
)

（
参
考
）

9
6
.9

%
2
7
.8

%
2
4
.6

%
2
3
.0

%
2
2
.3

%
2
.2

%
1
.0

%
(9

7
.5

%
)

(2
7
.6

%
)

(2
3
.3

%
)

(2
3
.7

%
)

(2
3
.4

%
)

(2
.0

%
)

(1
.0

%
)

9
6
.8

%
2
4
.1

%
2
7
.4

%
2
2
.2

%
2
3
.4

%
2
.9

%
1
.5

%
(9

7
.0

%
)

(2
4
.4

%
)

(2
6
.9

%
)

(2
2
.7

%
)

(2
3
.6

%
)

(2
.4

%
)

(1
.5

%
)

（
注
）

６
　
一

部
事
務
組
合
等
に
つ
い
て
は
、
専
任
の
職
員
が
所
属
す
る
団
体
の
み
調
査
対
象
と
し
て
い
る
。

合
計

4
8
,9

7
1

4
7
,3

8
1

1
1
,3

6
0

1
3
,0

1
0

1
1
,6

8
5

1
3
,2

9
7

1
0
,7

5
9

1
1
,3

8
4

1
,4

2
4

3
2
5

2
8
7

2
6
9

2
6
1

2
6

3
,3

1
4

8
5
6

9
8
0

7
5
6

6
8
0

4
,9

9
7

6
,1

1
6

4
,9

6
4

4
,9

9
7

5
7
1

1
,7

1
0

2
,0

0
8

1
,5

9
7

1
,6

8
9

2
7
2

合
計

(一
部

事
務

組
合

等
含

む
)

町
村

一
部

事
務

組
合

等

1
5
,5

0
1

1
5
,1

4
6

1
,1

6
8

5
0
,1

7
6

4
8
,5

4
9

指
定

都
市

市
区

7
,4

8
0

2
2
,5

7
2

3
,4

1
8

1
,2

0
5

7
,2

7
6

2
1
,6

4
5

１
　
原

則
と
し
て
、
令
和
６
年
度
中
に
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
に
よ
り
引
き
続
い
て
１
か
月
以
上
の
期
間
、
病
気
休
暇
取
得
又
は
休
職
し
た
職
員
を
休
務
者
と
し
て
計
上
し
て
い
る
。

２
　
一

部
の
団
体
に
お
い
て
は
、
年
度
で
は
な
く
暦
年
（
令
和
６
年
１
月
～
令
和
６
年
1
2
月
）
の
休
務
者
数
を
計
上
し
て
い
る
。

３
　
令

和
５
年
度
か
ら
引
き
続
い
て
休
務
し
た
者
及
び
令
和
６
年
度
中
に
退
職
し
た
者
も
含
ん
で
い
る
。

４
　
（
※
）
に
つ
い
て
は
参
考
値
と
し
て
、
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
実
施
状
況
等
で
調
査
し
た
在
籍
職
員
数
（
表
1
8
-
３
）
を
引
用
し
て
い
る
。

５
　
端

数
処
理
の
た
め
、
合
計
が
1
0
0
％
と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
。

表
２
０
　
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
に
よ
る
休
務
者
の
状
況
（
令
和
６
年
度
）

都
道

府
県

3
,7

9
7

3
,9

0
6

3
,1

7
3

3
,7

5
7

区
　
　
分

休
務
者

5
1
3

う
ち
常
勤
職
員

年
代
別
内
訳

１
０
代
～
2
0
代

3
0
代

4
0
代

5
0
代

6
0
代
以
上

3
,3

0
3
,9

4
1

1
2
1
,4

0
8

1
,4

7
2
,2

7
9

4
5
3
,3

2
8

1
,0

0
6
,0

0
8

2
5
0
,9

1
8

在
籍
職
員
と
休
務
者
の
割
合

4
2

1
0
,4

9
0

1
1
,1

2
3

1
,3

9
8

3
,1

8
2
,5

3
3
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令
和

７
年

４
月

１
日

現
在

部
局

数
割

　
合

(前
年

度
)

部
局

数
割

　
合

(前
年

度
)

部
局

数
割

　
合

(前
年

度
)

9
9
.5

%
 

0
.0

%
 

0
.5

%
 

(9
9
.5

%
) 

(0
.0

%
) 

(0
.5

%
) 

9
7
.5

%
 

1
.3

%
 

1
.3

%
 

(9
7
.5

%
) 

(1
.3

%
) 

(1
.3

%
) 

8
3
.6

%
 

3
.1

%
 

1
3
.3

%
 

(8
2
.4

%
) 

(4
.1

%
) 

(1
3
.5

%
) 

6
0
.0

%
 

4
.2

%
 

3
5
.7

%
 

(5
8
.6

%
) 

(6
.5

%
) 

(3
4
.9

%
) 

7
3
.5

%
 

3
.5

%
 

2
3
.0

%
 

(7
2
.4

%
) 

(5
.0

%
) 

(2
2
.6

%
) 

（
参

考
）

2
9
.2

%
 

2
.5

%
 

6
8
.3

%
 

(2
8
.9

%
) 

(3
.6

%
) 

(6
7
.5

%
) 

6
4
.2

%
 

3
.3

%
 

3
2
.5

%
 

(6
3
.1

%
) 

(4
.7

%
) 

(3
2
.2

%
) 

（
注

）

３
　

「
割

合
」
は

、
「
全

部
局

数
」
に

占
め

る
割

合
で

あ
る

。

５
　

一
部

事
務

組
合

等
に

つ
い

て
は

、
専

任
の

職
員

が
所

属
す

る
団

体
の

み
調

査
対

象
と

し
て

い
る

。

1
,2

2
9

表
２

１
 
長

時
間

勤
務

者
に

対
す

る
医

師
に

よ
る

面
接

指
導

の
状

況

2
,1

9
0

未
　

　
　

定

合
計

(一
部

事
務

組
合

等
含

む
)

1
8
2

7
9

2
,6

2
3

2
,4

5
4

1
,4

0
6

6
,7

4
4

都
道

府
県

指
定

都
市

市
区

町
村

１
 
長

時
間

勤
務

者
に

対
す

る
医

師
に

よ
る

面
接

指
導

の
強

化
に

係
る

例
規

・
指

針
等

の
団

体
区

分
別

整
備

状
況

令
和

７
年

度
中

に
整

備
予

定
全

部
局

数
令

和
７

年
４

月
１

日
時

点
で

整
備

済
み

区
分

合
計

5
,3

3
8

3
,9

2
3

1
8
1

7
7

2
,1

9
2

1
,4

7
3

1
8
6

1 1

3
5
0

8
7
7

1

8
1

1
0
40

9
6
1

１
　

長
時

間
勤

務
者

に
対

す
る

医
師

に
よ

る
面

接
指

導
に

つ
い

て
は

、
平

成
3
1
年

４
月

１
日

か
ら

、
労

働
安

全
衛

生
法

第
6
6
条

の
８

第
１

項
等

の
規

定
に

よ
り

、
時

間
外

・
休

日
労

働
時

間
が

１
か

月
当

た
り

8
0
時

間
を

超
え

、
か

つ
疲

労
の

蓄
積

が
認

め
ら

　
れ

る
者

に
つ

い
て

、
本

人
の

申
出

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
こ

と
と

さ
れ

た
。

ま
た

、
国

家
公

務
員

に
つ

い
て

は
、

こ
れ

に
加

え
、

超
過

勤
務

時
間

が
１

か
月

に
つ

い
て

1
0
0
時

間
以

上
又

は
２

～
６

か
月

平
均

で
8
0
時

間
を

超
え

る
　

場
合

に
は

、
本

人
か

ら
の

申
出

が
な

く
と

も
医

師
に

よ
る

面
接

指
導

を
行

う
も

の
と

し
、

人
事

院
規

則
1
0
－

４
第

2
2
条

の
２

第
１

項
等

の
規

定
に

そ
の

旨
規

定
さ

れ
た

。
　

こ
の

た
め

、
地

方
公

務
員

に
つ

い
て

も
、

総
務

省
か

ら
各

地
方

公
共

団
体

に
対

し
て

、
労

働
安

全
衛

生
法

を
遵

守
す

る
と

と
も

に
、

国
家

公
務

員
と

の
均

衡
を

踏
ま

え
、

例
規

・
指

針
等

の
整

備
等

を
行

う
よ

う
助

言
を

行
っ

て
い

る
。

２
　

同
一

部
局

内
で

整
備

が
で

き
て

い
な

い
部

門
が

あ
る

場
合

に
は

、
整

備
し

て
い

な
い

部
局

と
し

て
計

上
し

て
い

る
。

４
　

端
数

処
理

の
た

め
、

合
計

が
1
0
0
％

と
な

ら
な

い
場

合
が

あ
る

。

一
部

事
務

組
合

等

4
,3

3
3

2
2
1

3
5

4
1
0
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令
和

７
年

４
月

１
日

現
在

部
局

数
割

　
合

(前
年

度
)

部
局

数
割

　
合

(前
年

度
)

部
局

数
割

　
合

(前
年

度
)

2
,6

1
9

1
,4

7
9

5
6
.5

%
(5

5
.4

%
)

8
2

3
.1

%
(4

.3
%
)

1
,0

5
8

4
0
.4

%
(4

0
.3

%
)

都
 　

道
 　

府
 　

県
4
7

4
7

1
0
0
.0

%
(1

0
0
.0

%
)

0
0
.0

%
(0

.0
%
)

0
0
.0

%
(0

.0
%
)

指
 　

定
 　

都
 　

市
2
0

2
0

1
0
0
.0

%
(1

0
0
.0

%
)

0
0
.0

%
(0

.0
%
)

0
0
.0

%
(0

.0
%
)

市
　

　
 

区
7
9
5

6
7
2

8
4
.5

%
(8

3
.8

%
)

2
3

2
.9

%
(4

.0
%
)

1
0
0

1
2
.6

%
(1

2
.2

%
)

町
　

　
 

村
9
2
6

5
5
3

5
9
.7

%
(5

8
.2

%
)

4
2

4
.5

%
(6

.6
%
)

3
3
1

3
5
.7

%
(3

5
.2

%
)

一
部

事
務

組
合

等
8
3
1

1
8
7

2
2
.5

%
(2

2
.3

%
)

1
7

2
.0

%
(2

.5
%
)

6
2
7

7
5
.5

%
(7

5
.3

%
)

1
,8

1
1

1
,2

7
7

7
0
.5

%
(6

8
.5

%
)

6
1

3
.4

%
(5

.0
%
)

4
7
3

2
6
.1

%
(2

6
.5

%
)

都
 　

道
 　

府
 　

県
4
7

4
7

1
0
0
.0

%
(1

0
0
.0

%
)

0
0
.0

%
(0

.0
%
)

0
0
.0

%
(0

.0
%
)

指
 　

定
 　

都
 　

市
2
0

1
9

9
5
.0

%
(9

5
.0

%
)

1
5
.0

%
(5

.0
%
)

0
0
.0

%
(0

.0
%
)

市
　

　
 

区
7
9
5

6
5
8

8
2
.8

%
(8

0
.8

%
)

2
3

2
.9

%
(3

.9
%
)

1
1
4

1
4
.3

%
(1

5
.3

%
)

町
　

　
 

村
9
0
5

5
3
5

5
9
.1

%
(5

7
.1

%
)

3
5

3
.9

%
(6

.2
%
)

3
3
5

3
7
.0

%
(3

6
.7

%
)

一
部

事
務

組
合

等
4
4

1
8

4
0
.9

%
(3

7
.5

%
)

2
4
.5

%
(4

.2
%
)

2
4

5
4
.5

%
(5

8
.3

%
)

4
7

4
7

1
0
0
.0

%
(1

0
0
.0

%
)

0
0
.0

%
(0

.0
%
)

0
0
.0

%
(0

.0
%
)

都
 　

道
 　

府
 　

県
4
7

4
7

1
0
0
.0

%
(1

0
0
.0

%
)

0
0
.0

%
(0

.0
%
)

0
0
.0

%
(0

.0
%
)

指
 　

定
 　

都
 　

市
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

市
　

　
 

区
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

町
　

　
 

村
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

一
部

事
務

組
合

等
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

7
3
1

4
7
7

6
5
.3

%
(6

5
.0

%
)

2
6

3
.6

%
(5

.2
%
)

2
2
8

3
1
.2

%
(2

9
.8

%
)

都
 　

道
 　

府
 　

県
1

1
1
0
0
.0

%
(1

0
0
.0

%
)

0
0
.0

%
(0

.0
%
)

0
0
.0

%
(0

.0
%
)

指
 　

定
 　

都
 　

市
2
0

2
0

1
0
0
.0

%
(1

0
0
.0

%
)

0
0
.0

%
(0

.0
%
)

0
0
.0

%
(0

.0
%
)

市
　

　
 

区
3
6
4

3
0
3

8
3
.2

%
(8

2
.5

%
)

1
3

3
.6

%
(4

.7
%
)

4
8

1
3
.2

%
(1

2
.9

%
)

町
　

　
 

村
5
9

4
0

6
7
.8

%
(6

8
.3

%
)

2
3
.4

%
(6

.7
%
)

1
7

2
8
.8

%
(2

5
.0

%
)

一
部

事
務

組
合

等
2
8
7

1
1
3

3
9
.4

%
(3

9
.5

%
)

1
1

3
.8

%
(5

.9
%
)

1
6
3

5
6
.8

%
(5

4
.5

%
)

1
,5

3
6

1
,0

5
3

6
8
.6

%
(6

8
.1

%
)

5
2

3
.4

%
(4

.9
%
)

4
3
1

2
8
.1

%
(2

7
.0

%
)

都
 　

道
 　

府
 　

県
4
0

3
9

9
7
.5

%
(9

7
.5

%
)

0
0
.0

%
(0

.0
%
)

1
2
.5

%
(2

.5
%
)

指
 　

定
 　

都
 　

市
1
9

1
8

9
4
.7

%
(9

4
.7

%
)

0
0
.0

%
(0

.0
%
)

1
5
.3

%
(5

.3
%
)

市
　

　
 

区
6
6
9

5
5
9

8
3
.6

%
(8

2
.8

%
)

2
2

3
.3

%
(4

.0
%
)

8
8

1
3
.2

%
(1

3
.2

%
)

町
　

　
 

村
5
6
4

3
4
5

6
1
.2

%
(6

0
.7

%
)

2
5

4
.4

%
(6

.8
%
)

1
9
4

3
4
.4

%
(3

2
.5

%
)

一
部

事
務

組
合

等
2
4
4

9
2

3
7
.7

%
(3

7
.8

%
)

5
2
.0

%
(4

.4
%
)

1
4
7

6
0
.2

%
(5

7
.8

%
)

（
注

）

５
　

一
部

事
務

組
合

等
に

つ
い

て
は

、
専

任
の

職
員

が
所

属
す

る
団

体
の

み
調

査
対

象
と

し
て

い
る

。

表
２

１
 
長

時
間

勤
務

者
に

対
す

る
医

師
に

よ
る

面
接

指
導

の
状

況

２
 
長

時
間

勤
務

者
に

対
す

る
医

師
に

よ
る

面
接

指
導

の
強

化
に

係
る

例
規

・
指

針
等

の
部

局
別

整
備

状
況

３
　

「
割

合
」
は

、
「
全

部
局

数
」
に

占
め

る
割

合
で

あ
る

。

４
　

端
数

処
理

の
た

め
、

合
計

が
1
0
0
％

と
な

ら
な

い
場

合
が

あ
る

。

１
　

長
時

間
勤

務
者

に
対

す
る

医
師

に
よ

る
面

接
指

導
に

つ
い

て
は

、
平

成
3
1
年

４
月

１
日

か
ら

、
労

働
安

全
衛

生
法

第
6
6
条

の
８

第
１

項
等

の
規

定
に

よ
り

、
時

間
外

・
休

日
労

働
時

間
が

１
か

月
当

た
り

8
0
時

間
を

超
え

、
か

つ
疲

労
の

蓄
積

が
認

め
ら

　
れ

る
者

に
つ

い
て

、
本

人
の

申
出

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
こ

と
と

さ
れ

た
。

ま
た

、
国

家
公

務
員

に
つ

い
て

は
、

こ
れ

に
加

え
、

超
過

勤
務

時
間

が
１

か
月

に
つ

い
て

1
0
0
時

間
以

上
又

は
２

～
６

か
月

平
均

で
8
0
時

間
を

超
え

る
　

場
合

に
は

、
本

人
か

ら
の

申
出

が
な

く
と

も
医

師
に

よ
る

面
接

指
導

を
行

う
も

の
と

し
、

人
事

院
規

則
1
0
－

４
第

2
2
条

の
２

第
１

項
等

の
規

定
に

そ
の

旨
規

定
さ

れ
た

。
　

こ
の

た
め

、
地

方
公

務
員

に
つ

い
て

も
、

総
務

省
か

ら
各

地
方

公
共

団
体

に
対

し
て

、
労

働
安

全
衛

生
法

を
遵

守
す

る
と

と
も

に
、

国
家

公
務

員
と

の
均

衡
を

踏
ま

え
、

例
規

・
指

針
等

の
整

備
等

を
行

う
よ

う
助

言
を

行
っ

て
い

る
。

２
　

同
一

部
局

内
で

整
備

が
で

き
て

い
な

い
部

門
が

あ
る

場
合

に
は

、
整

備
し

て
い

な
い

部
局

と
し

て
計

上
し

て
い

る
。

未
　

　
　

定

公
 営

 企
 業

消
　

　
 　

　
防

警
　

 　
　

　
察

教
育

委
員

会

知
事

及
び

市
区

町
村

長

区
　

　
分

全
部

局
数

令
和

７
年

４
月

１
日

時
点

で
整

備
済

み
令

和
７

年
度

中
に

整
備

予
定
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３
 
長

時
間

勤
務

者
に

対
す

る
医

師
に

よ
る

面
接

指
導

の
対

象
と

な
る

要
件

（
団

体
区

分
別

）
令

和
７

年
４

月
１

日
現

在

部
局

数
（
b
）

割
　

合
（
b
/
a）

（
前

年
度

）
部

局
数

（
c）

割
　

合
（
c/

b
）

（
前

年
度

）
部

局
数

（
d
）

割
　

合
（
d
/
b
）

（
前

年
度

）
部

局
数

（
e）

割
　

合
（
e/

b
）

（
前

年
度

）

9
9
.5

%
  

 
5
9
.7

%
  

 
3
3
.1

%
  

 
7
.2

%
  

 
(9

9
.5

%
) 

 
(5

9
.1

%
) 

 
(3

2
.0

%
) 

 
(8

.8
%
) 

 

9
7
.5

%
  

 
4
6
.8

%
  

 
3
6
.4

%
  

 
1
6
.9

%
  

 
(9

7
.5

%
) 

 
(4

9
.4

%
) 

 
(3

2
.5

%
) 

 
(1

8
.2

%
) 

 

8
3
.6

%
  

 
7
6
.0

%
  

 
1
7
.8

%
  

 
6
.2

%
  

 
(8

2
.4

%
) 

 
(7

5
.8

%
) 

 
(1

7
.7

%
) 

 
(6

.1
%
) 

 

6
0
.0

%
  

 
9
0
.0

%
  

 
4
.6

%
  

 
5
.4

%
  

 
(5

8
.6

%
) 

 
(9

0
.1

%
) 

 
(4

.4
%
) 

 
(5

.5
%
) 

 

7
3
.5

%
  

 
7
9
.9

%
  

 
1
3
.9

%
  

 
6
.1

%
  

 
(7

2
.4

%
) 

 
(7

9
.8

%
) 

 
(1

3
.8

%
) 

 
(6

.5
%
) 

 

（
参

考
）

2
9
.2

%
  

 
8
0
.7

%
  

 
1
1
.5

%
  

 
7
.8

%
  

 
(2

8
.9

%
) 

 
(8

0
.0

%
) 

 
(1

2
.1

%
) 

 
(8

.0
%
) 

 

6
4
.2

%
  

 
8
0
.0

%
  

 
1
3
.7

%
  

 
6
.3

%
  

 
(6

3
.1

%
) 

 
(7

9
.8

%
) 

 
(1

3
.6

%
) 

 
(6

.6
%
) 

 

（
注

）

４
　

一
部

事
務

組
合

等
に

つ
い

て
は

、
専

任
の

職
員

が
所

属
す

る
団

体
の

み
調

査
対

象
と

し
て

い
る

。

2
4
1
  

合
計

5
,3

3
8
  

3
,9

2
3

3
,1

3
5

5
4
7

医
師

の
面

接
指

導
の

対
象

と
な

る
要

件

表
２

１
 
長

時
間

勤
務

者
に

対
す

る
医

師
に

よ
る

面
接

指
導

の
状

況

人
事

院
規

則
の

規
定

よ
り

も
高

い
基

準
の

要
件

を
含

む
人

事
院

規
則

の
規

定
と

同
様

都
道

府
県

1
8
2
  

1
8
1

区
分

全
部

局
数

（
a）

1
0
8

令
和

７
年

４
月

１
日

時
点

で
例

規
・
指

針
等

を
整

備
済

み
そ

の
他

市
区

2
,6

2
3
  

2
,1

9
2

指
定

都
市

7
9
  

7
7

町
村

2
,4

5
4
  

1
,4

7
3

1
,3

2
5

6
8

1
3

6
0

1
3

1
3
5

3
6

2
8

3
9
1

1
,6

6
6

１
　

長
時

間
勤

務
者

に
対

す
る

医
師

に
よ

る
面

接
指

導
に

つ
い

て
は

、
平

成
3
1
年

４
月

１
日

か
ら

、
労

働
安

全
衛

生
法

第
6
6
条

の
８

第
１

項
等

の
規

定
に

よ
り

、
時

間
外

・
休

日
労

働
時

間
が

１
か

月
当

た
り

8
0
時

間
を

超
え

、
　

か
つ

疲
労

の
蓄

積
が

認
め

ら
れ

る
者

に
つ

い
て

、
本

人
の

申
出

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
こ

と
と

さ
れ

た
。

ま
た

、
国

家
公

務
員

に
つ

い
て

は
、

こ
れ

に
加

え
、

超
過

勤
務

時
間

が
１

か
月

に
つ

い
て

　
1
0
0
時

間
以

上
又

は
２

～
６

か
月

平
均

で
8
0
時

間
を

超
え

る
場

合
に

は
、

本
人

か
ら

の
申

出
が

な
く

と
も

医
師

に
よ

る
面

接
指

導
を

行
う

も
の

と
し

、
人

事
院

規
則

1
0
－

４
第

2
2
条

の
２

第
１

項
等

の
規

定
に

そ
の

旨
規

定
さ

　
れ

た
。

　
　

こ
の

た
め

、
地

方
公

務
員

に
つ

い
て

も
、

総
務

省
か

ら
各

地
方

公
共

団
体

に
対

し
て

、
労

働
安

全
衛

生
法

を
遵

守
す

る
と

と
も

に
、

国
家

公
務

員
と

の
均

衡
を

踏
ま

え
、

例
規

・
指

針
等

の
整

備
等

を
行

う
よ

う
助

言
を

　
行

っ
て

い
る

。

２
　

同
一

部
局

内
で

部
門

に
よ

っ
て

整
備

状
況

が
異

な
る

場
合

に
は

、
よ

り
整

備
で

き
て

い
な

い
部

門
の

整
備

状
況

を
、

部
局

の
整

備
状

況
と

し
て

計
上

し
て

い
る

。

３
　

端
数

処
理

の
た

め
、

合
計

が
1
0
0
％

と
な

ら
な

い
場

合
が

あ
る

。

3
2

8
0

2
7
3

3
3
1

3
,4

6
6

5
9
4

4
7

合
計

(一
部

事
務

組
合

等
含

む
)

6
,7

4
4
  

4
,3

3
3

一
部

事
務

組
合

等
1
,4

0
6
  

4
1
0
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令
和

７
年

４
月

１
日

現
在

部
局

数
（
b
）

割
　

合
（
b
/
a）

(前
年

度
)

部
局

数
（
c）

割
　

合
（
c/

b
）

(前
年

度
)

部
局

数
（
d
）

割
　

合
（
d
/
b
）

(前
年

度
)

部
局

数
（
e）

割
　

合
（
e/

b
）

(前
年

度
)

2
,6

1
9
  

1
,4

7
9
  

5
6
.5

%
  

(5
5
.4

%
)

1
,1

9
6
  

8
0
.9

%
  

(8
0
.3

%
)

2
0
2
  

1
3
.7

%
  

(1
4
.2

%
)

8
1
  

5
.5

%
  

(5
.5

%
)

都
 　

道
 　

府
 　

県
4
7
  

4
7
  

1
0
0
.0

%
  

(1
0
0
.0

%
)

2
6
  

5
5
.3

%
  

(5
1
.1

%
)

1
9
  

4
0
.4

%
  

(4
4
.7

%
)

2
  

4
.3

%
  

(4
.3

%
)

指
 　

定
 　

都
 　

市
2
0
  

2
0
  

1
0
0
.0

%
  

(1
0
0
.0

%
)

1
0
  

5
0
.0

%
  

(5
0
.0

%
)

7
  

3
5
.0

%
  

(3
5
.0

%
)

3
  

1
5
.0

%
  

(1
5
.0

%
)

市
　

　
 

区
7
9
5
  

6
7
2
  

8
4
.5

%
  

(8
3
.8

%
)

5
1
2
  

7
6
.2

%
  

(7
5
.2

%
)

1
2
8
  

1
9
.0

%
  

(1
9
.8

%
)

3
2
  

4
.8

%
  

(5
.0

%
)

町
　

　
 

村
9
2
6
  

5
5
3
  

5
9
.7

%
  

(5
8
.2

%
)

4
9
5
  

8
9
.5

%
  

(9
0
.0

%
)

2
8
  

5
.1

%
  

(4
.8

%
)

3
0
  

5
.4

%
  

(5
.2

%
)

一
部

事
務

組
合

等
8
3
1
  

1
8
7
  

2
2
.5

%
  

(2
2
.3

%
)

1
5
3
  

8
1
.8

%
  

(8
1
.0

%
)

2
0
  

1
0
.7

%
  

(1
1
.1

%
)

1
4
  

7
.5

%
  

(7
.9

%
)

1
,8

1
1
  

1
,2

7
7
  

7
0
.5

%
  

(6
8
.5

%
)

1
,0

3
5
  

8
1
.0

%
  

(8
1
.0

%
)

1
4
7
  

1
1
.5

%
  

(1
1
.1

%
)

9
5
  

7
.4

%
  

(7
.8

%
)

都
 　

道
 　

府
 　

県
4
7
  

4
7
  

1
0
0
.0

%
  

(1
0
0
.0

%
)

2
7
  

5
7
.4

%
  

(6
3
.8

%
)

1
3
  

2
7
.7

%
  

(2
1
.3

%
)

7
  

1
4
.9

%
  

(1
4
.9

%
)

指
 　

定
 　

都
 　

市
2
0
  

1
9
  

9
5
.0

%
  

(9
5
.0

%
)

6
  

3
1
.6

%
  

(3
6
.8

%
)

7
  

3
6
.8

%
  

(2
6
.3

%
)

6
  

3
1
.6

%
  

(3
6
.8

%
)

市
　

　
 

区
7
9
5
  

6
5
8
  

8
2
.8

%
  

(8
0
.8

%
)

5
0
2
  

7
6
.3

%
  

(7
6
.0

%
)

1
0
4
  

1
5
.8

%
  

(1
5
.8

%
)

5
2
  

7
.9

%
  

(8
.3

%
)

町
　

　
 

村
9
0
5
  

5
3
5
  

5
9
.1

%
  

(5
7
.1

%
)

4
8
4
  

9
0
.5

%
  

(9
0
.3

%
)

2
2
  

4
.1

%
  

(4
.1

%
)

2
9
  

5
.4

%
  

(5
.6

%
)

一
部

事
務

組
合

等
4
4
  

1
8
  

4
0
.9

%
  

(3
7
.5

%
)

1
6
  

8
8
.9

%
  

(8
8
.9

%
)

1
  

5
.6

%
  

(5
.6

%
)

1
  

5
.6

%
  

(5
.6

%
)

4
7
  

4
7
  

1
0
0
.0

%
  

(1
0
0
.0

%
)

3
2
  

6
8
.1

%
  

(6
8
.1

%
)

1
3
  

2
7
.7

%
  

(2
5
.5

%
)

2
  

4
.3

%
  

(6
.4

%
)

都
 　

道
 　

府
 　

県
4
7
  

4
7
  

1
0
0
.0

%
  

(1
0
0
.0

%
)

3
2
  

6
8
.1

%
  

(6
8
.1

%
)

1
3
  

2
7
.7

%
  

(2
5
.5

%
)

2
  

4
.3

%
  

(6
.4

%
)

指
 　

定
 　

都
 　

市
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

市
　

　
 

区
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

町
　

　
 

村
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

一
部

事
務

組
合

等
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

7
3
1
  

4
7
7
  

6
5
.3

%
  

(6
5
.0

%
)

3
7
1
  

7
7
.8

%
  

(7
8
.6

%
)

7
6
  

1
5
.9

%
  

(1
5
.1

%
)

3
0
  

6
.3

%
  

(6
.3

%
)

都
 　

道
 　

府
 　

県
1
  

1
  

1
0
0
.0

%
  

(1
0
0
.0

%
)

0
  

0
.0

%
  

(0
.0

%
)

1
  

1
0
0
.0

%
  

(1
0
0
.0

%
)

0
  

0
.0

%
  

(0
.0

%
)

指
 　

定
 　

都
 　

市
2
0
  

2
0
  

1
0
0
.0

%
  

(1
0
0
.0

%
)

1
3
  

6
5
.0

%
  

(7
0
.0

%
)

5
  

2
5
.0

%
  

(2
0
.0

%
)

2
  

1
0
.0

%
  

(1
0
.0

%
)

市
　

　
 

区
3
6
4
  

3
0
3
  

8
3
.2

%
  

(8
2
.5

%
)

2
2
5
  

7
4
.3

%
  

(7
4
.8

%
)

6
3
  

2
0
.8

%
  

(1
9
.9

%
)

1
5
  

5
.0

%
  

(5
.3

%
)

町
　

　
 

村
5
9
  

4
0
  

6
7
.8

%
  

(6
8
.3

%
)

3
5
  

8
7
.5

%
  

(8
7
.8

%
)

1
  

2
.5

%
  

(2
.4

%
)

4
  

1
0
.0

%
  

(9
.8

%
)

一
部

事
務

組
合

等
2
8
7
  

1
1
3
  

3
9
.4

%
  

(3
9
.5

%
)

9
8
  

8
6
.7

%
  

(8
7
.6

%
)

6
  

5
.3

%
  

(5
.3

%
)

9
  

8
.0

%
  

(7
.1

%
)

1
,5

3
6
  

1
,0

5
3
  

6
8
.6

%
  

(6
8
.1

%
)

8
3
2
  

7
9
.0

%
  

(7
8
.7

%
)

1
5
6
  

1
4
.8

%
  

(1
4
.5

%
)

6
5
  

6
.2

%
  

(6
.8

%
)

都
 　

道
 　

府
 　

県
4
0
  

3
9
  

9
7
.5

%
  

(9
7
.5

%
)

2
3
  

5
9
.0

%
  

(5
3
.8

%
)

1
4
  

3
5
.9

%
  

(3
5
.9

%
)

2
  

5
.1

%
  

(1
0
.3

%
)

指
 　

定
 　

都
 　

市
1
9
  

1
8
  

9
4
.7

%
  

(9
4
.7

%
)

7
  

3
8
.9

%
  

(3
8
.9

%
)

9
  

5
0
.0

%
  

(5
0
.0

%
)

2
  

1
1
.1

%
  

(1
1
.1

%
)

市
　

　
 

区
6
6
9
  

5
5
9
  

8
3
.6

%
  

(8
2
.8

%
)

4
2
7
  

7
6
.4

%
  

(7
6
.8

%
)

9
6
  

1
7
.2

%
  

(1
6
.3

%
)

3
6
  

6
.4

%
  

(6
.8

%
)

町
　

　
 

村
5
6
4
  

3
4
5
  

6
1
.2

%
  

(6
0
.7

%
)

3
1
1
  

9
0
.1

%
  

(9
0
.3

%
)

1
7
  

4
.9

%
  

(4
.3

%
)

1
7
  

4
.9

%
  

(5
.5

%
)

一
部

事
務

組
合

等
2
4
4
  

9
2
  

3
7
.7

%
  

(3
7
.8

%
)

6
4
  

6
9
.6

%
  

(6
7
.0

%
)

2
0
  

2
1
.7

%
  

(2
3
.4

%
)

8
  

8
.7

%
  

(9
.6

%
)

（
注

）

３
　

端
数

処
理

の
た

め
、

合
計

が
1
0
0
％

と
な

ら
な

い
場

合
が

あ
る

。

４
　

一
部

事
務

組
合

等
に

つ
い

て
は

、
専

任
の

職
員

が
所

属
す

る
団

体
の

み
調

査
対

象
と

し
て

い
る

。

そ
の

他

医
師

の
面

接
指

導
の

対
象

と
な

る
要

件

表
２

１
 
長

時
間

勤
務

者
に

対
す

る
医

師
に

よ
る

面
接

指
導

の
状

況

１
　

長
時

間
勤

務
者

に
対

す
る

医
師

に
よ

る
面

接
指

導
に

つ
い

て
は

、
平

成
3
1
年

４
月

１
日

か
ら

、
労

働
安

全
衛

生
法

第
6
6
条

の
８

第
１

項
等

の
規

定
に

よ
り

、
時

間
外

・
休

日
労

働
時

間
が

１
か

月
当

た
り

8
0
時

間
を

超
え

、
か

つ
疲

労
の

蓄
積

が
　

認
め

ら
れ

る
者

に
つ

い
て

、
本

人
の

申
出

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
こ

と
と

さ
れ

た
。

ま
た

、
国

家
公

務
員

に
つ

い
て

は
、

こ
れ

に
加

え
、

超
過

勤
務

時
間

が
１

か
月

に
つ

い
て

1
0
0
時

間
以

上
又

は
２

～
６

か
月

平
均

で
8
0

　
時

間
を

超
え

る
場

合
に

は
、

本
人

か
ら

の
申

出
が

な
く

と
も

医
師

に
よ

る
面

接
指

導
を

行
う

も
の

と
し

、
人

事
院

規
則

1
0
－

４
第

2
2
条

の
２

第
１

項
等

の
規

定
に

そ
の

旨
規

定
さ

れ
た

。
　

こ
の

た
め

、
地

方
公

務
員

に
つ

い
て

も
、

総
務

省
か

ら
各

地
方

公
共

団
体

に
対

し
て

、
労

働
安

全
衛

生
法

を
遵

守
す

る
と

と
も

に
、

国
家

公
務

員
と

の
均

衡
を

踏
ま

え
、

例
規

・
指

針
等

の
整

備
等

を
行

う
よ

う
助

言
を

行
っ

て
い

る
。

２
　

同
一

部
局

内
で

部
門

に
よ

っ
て

整
備

状
況

が
異

な
る

場
合

に
は

、
よ

り
整

備
で

き
て

い
な

い
部

門
の

整
備

状
況

を
、

部
局

の
整

備
状

況
と

し
て

計
上

し
て

い
る

。

知
事

及
び

市
区

町
村

長

全
部

局
数

（
a）

公
 営

 企
 業

消
　

 　
　

　
防

警
　

 　
　

　
察

教
育

委
員

会

４
 
長

時
間

勤
務

者
に

対
す

る
医

師
に

よ
る

面
接

指
導

の
対

象
と

な
る

要
件

（
部

局
別

）

区
分

令
和

７
年

４
月

１
日

時
点

で
例

規
・
指

針
等

を
整

備
済

み
人

事
院

規
則

の
規

定
と

同
様

人
事

院
規

則
の

規
定

よ
り

も
高

い
基

準
の

要
件

を
含

む
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人
数

割
　

合
（
b
/
a）

（
前

年
度

）
人

数
割

　
合

（
c/

b
）

（
前

年
度

）
人

数
割

　
合

（
d
/
b
）

（
前

年
度

）
人

数
割

　
合

（
e/

b
）

（
前

年
度

）
人

数
割

　
合

（
f/

b
）

（
前

年
度

）
人

数
割

　
合

（
g/

b
）

（
前

年
度

）

6
0
.8

%
  

 
2
3
.7

%
  

 
2
8
.8

%
  

 
7
.0

%
  

 
0
.3

%
  

 
4
0
.3

%
  

 

(6
4
.8

%
) 

(2
0
.7

%
) 

(2
0
.2

%
) 

(1
3
.3

%
) 

(0
.6

%
) 

 
(4

5
.2

%
) 

7
3
.8

%
  

 
5
1
.6

%
  

 
2
6
.3

%
  

 
0
.4

%
  

 
0
.4

%
  

 
2
1
.3

%
  

 

(7
8
.5

%
) 

(4
2
.4

%
) 

(3
3
.5

%
) 

(0
.7

%
) 

 
(0

.2
%
) 

 
(2

3
.2

%
) 

6
0
.7

%
  

 
1
4
.8

%
  

 
6
0
.7

%
  

 
1
0
.7

%
  

 
0
.5

%
  

 
1
3
.3

%
  

 

(6
4
.5

%
) 

(1
3
.8

%
) 

(5
7
.6

%
) 

(1
1
.3

%
) 

(0
.4

%
) 

 
(1

7
.0

%
) 

7
6
.0

%
  

 
2
.5

%
  

 
7
4
.3

%
  

 
9
.8

%
  

 
0
.3

%
  

 
1
3
.0

%
  

 

(7
8
.7

%
) 

(3
.2

%
) 

 
(7

2
.3

%
) 

(9
.8

%
) 

 
(0

.1
%
) 

 
(1

4
.6

%
) 

6
3
.5

%
  

 
2
6
.4

%
  

 
3
8
.9

%
  

 
6
.7

%
  

 
0
.4

%
  

 
2
7
.6

%
  

 

(6
7
.6

%
) 

(2
3
.1

%
) 

(3
5
.0

%
) 

(9
.9

%
) 

 
(0

.5
%
) 

 
(3

1
.6

%
) 

（
参

考
）

5
1
.9

%
  

 
1
.6

%
  

 
9
2
.2

%
  

 
2
.0

%
  

 
0
.7

%
  

 
3
.4

%
  

 

(7
4
.1

%
) 

(1
.2

%
) 

 
(9

1
.5

%
) 

(3
.8

%
) 

 
(0

.4
%
) 

 
(3

.1
%
) 

 

6
3
.4

%
  

 
2
6
.2

%
  

 
3
9
.4

%
  

 
6
.7

%
  

 
0
.4

%
  

 
2
7
.4

%
  

 

(6
7
.7

%
) 

(2
2
.9

%
) 

(3
5
.5

%
) 

(9
.8

%
) 

 
(0

.5
%
) 

 
(3

1
.4

%
) 

（
注

）

５
　

一
部

事
務

組
合

等
に

つ
い

て
は

、
専

任
の

職
員

が
所

属
す

る
団

体
の

み
調

査
対

象
と

し
て

い
る

。

合
計

1
9
0
,9

8
8

1
2
1
,2

6
1

3
2
,0

4
5

4
7
,1

3
1

6
,7

7
7

1
6
,2

8
7

5
,4

7
9

2
2
,8

0
3

9
5

1
6
8

3
,9

4
1

1
0
0

3
3
,5

0
8

4
5
7

8
,1

9
5

4
8
,2

5
5

3
2
,0

6
5

２
　

（
※

）
労

働
安

全
衛

生
規

則
第

5
2
条

の
2
第

1
項

の
規

定
に

よ
り

、
時

間
外

勤
務

時
間

算
定

の
期

日
前

１
か

月
以

内
に

面
接

指
導

を
受

け
た

職
員

な
ど

に
つ

い
て

、
面

接
指

導
を

受
け

る
必

要
が

な
い

と
し

て
医

師
が

判
断

し
た

場
合

は
、

面
接

指
導

を
行

わ
な

い
こ

と
が

　
認

め
ら

れ
て

い
る

。

１
　

職
員

数
は

令
和

６
年

度
の

延
べ

人
数

で
あ

る
。

町
村

一
部

事
務

組
合

等

1
1

3
2
1

2
4

合
計

(一
部

事
務

組
合

等
含

む
)

1
9
3
,3

3
6

1
2
2
,4

8
0

2
0

8
2

1
,2

1
9

3
,2

6
2

1
,1

2
4

2
,4

2
5

1
7
4

2
,3

4
8

4
,2

9
4

5
8
,7

7
5

4
,7

6
1

4
2
3

4
2

9

3
,8

0
9

5
,2

9
4

3
5
,6

8
0

2
1
,6

4
2

8
,1

7
1

4
4
8

3
3
,4

6
6

人
数

都
道

府
県

9
3
,0

6
8

5
6
,5

8
6

1
3
,3

8
7

指
定

都
市

3
4
,8

5
1

2
5
,7

3
3

1
3
,2

8
2

市
区

４
　

端
数

処
理

の
た

め
、

合
計

が
1
0
0
％

と
な

ら
な

い
場

合
が

あ
る

。

３
　

医
師

の
面

接
指

導
が

行
わ

れ
な

か
っ

た
そ

の
他

の
主

な
理

由
と

し
て

は
、

「
産

業
医

と
日

程
の

調
整

が
つ

か
な

か
っ

た
」
な

ど
で

あ
る

。

表
２

１
 
長

時
間

勤
務

者
に

対
す

る
医

師
に

よ
る

面
接

指
導

の
状

況

そ
の

他
（
g）

５
 
長

時
間

勤
務

者
に

対
す

る
医

師
に

よ
る

面
接

指
導

の
団

体
区

分
別

実
施

状
況

職
員

が
人

事
異

動
や

休
職

等
に

な
っ

た
こ

と
に

よ
り

、
通

知
・
勧

奨
す

る
こ

と
が

で
き

な
か

っ
た

（
f）

医
師

の
面

接
指

導
が

行
わ

れ
な

か
っ

た
職

員
（
b
）

区
分

医
師

の
面

接
指

導
の

対
象

と
な

る
要

件
に

該
当

し
た

職
員

（
a）

面
接

指
導

を
受

け
る

必
要

が
な

い
と

医
師

が
判

断
し

た
（
※

）
（
ｃ
）

職
員

に
対

し
、

面
接

指
導

を
受

け
る

こ
と

を
通

知
・
勧

奨
し

た
が

、
反

応
が

無
か

っ
た

又
は

職
員

自
身

が
必

要
な

い
と

判
断

し
た

（
ｄ
）

職
員

が
業

務
多

忙
で

面
接

時
間

を
確

保
で

き
な

か
っ

た
（
e）
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人
数

人
数

割
　

合
（
b
/
a）

（
前

年
度

）
人

数
割

　
合

（
c/

b
）

（
前

年
度

）
人

数
割

　
合

（
d
/
b
）

（
前

年
度

）
人

数
割

　
合

（
e/

b
）

（
前

年
度

）
人

数
割

　
合

（
f/

b
）

（
前

年
度

）
人

数
割

　
合

（
g/

b
）

（
前

年
度

）

7
4
,8

1
3

3
6
,7

7
4

4
9
.2

%
(5

1
.7

%
)

1
3
,4

7
2

3
6
.6

%
(3

6
.7

%
)

1
5
,8

1
8

4
3
.0

%
(3

5
.1

%
)

3
,2

4
4

8
.8

%
(9

.4
%
)

2
5
5

0
.7

%
(0

.7
%
)

3
,9

8
5

1
0
. 8

%
(1

8
.1

%
)

都
 　

道
 　

府
 　

県
2
7
,7

5
2

1
3
,1

2
0

4
7
.3

%
(4

8
.3

%
)

6
,5

5
8

5
0
.0

%
(5

4
.5

%
)

4
,1

9
8

3
2
.0

%
(1

6
.5

%
)

5
1
6

3
.9

%
(4

.7
%
)

8
5

0
.6

%
(0

.9
%
)

1
,7

6
3

1
3
.4

%
(2

3
.4

%
)

指
 　

定
 　

都
 　

市
1
0
,7

5
9

5
,8

8
6

5
4
.7

%
(6

3
.1

%
)

2
,4

8
2

4
2
.2

%
(4

0
.0

%
)

3
,0

0
2

5
1
.0

%
(4

1
.4

%
)

7
1

1
.2

%
(2

.3
%
)

3
4

0
.6

%
(0

.6
%
)

2
9
7

5
.0

%
(1

5
.8

%
)

市
　

　
 

区
3
3
,2

2
8

1
5
,5

9
0

4
6
.9

%
(4

8
.8

%
)

4
,3

4
6

2
7
.9

%
(2

6
.6

%
)

7
,0

2
2

4
5
.0

%
(4

1
.6

%
)

2
,4

2
9

1
5
.6

%
(1

5
.6

%
)

1
2
2

0
.8

%
(0

.7
%
)

1
,6

7
1

1
0
.7

%
(1

5
.5

%
)

町
　

　
 

村
2
,9

3
0

2
,0

9
6

7
1
.5

%
(7

3
.7

%
)

7
0

3
.3

%
(4

.6
%
)

1
,5

4
6

7
3
.8

%
(7

0
.1

%
)

2
2
6

1
0
.8

%
(1

0
.3

%
)

8
0
.4

%
(0

.2
%
)

2
4
6

1
1
.7

%
(1

4
.8

%
)

一
部

事
務

組
合

等
1
4
4

8
2

5
6
.9

%
(5

3
.5

%
)

1
6

1
9
.5

%
(1

4
.1

%
)

5
0

6
1
.0

%
(7

3
.9

%
)

2
2
.4

%
(6

.5
%
)

6
7
.3

%
(0

.0
%
)

8
9
.8

%
(5

.4
%
)

8
3
,4

3
5

6
9
,8

5
2

8
3
.7

%
(8

5
.9

%
)

1
4
,9

1
7

2
1
.4

%
(1

6
.8

%
)

2
6
,0

1
2

3
7
.2

%
(3

4
.8

%
)

3
,0

7
0

4
.4

%
(9

.5
%
)

8
0

0
.1

%
(0

.2
%
)

2
5
,7

7
3

3
6
.9

%
(3

8
.7

%
)

都
 　

道
 　

府
 　

県
4
0
,3

3
4

3
3
,5

8
3

8
3
.3

%
(8

6
.4

%
)

3
,5

8
4

1
0
.7

%
(9

.4
%
)

1
0
,1

0
7

3
0
.1

%
(2

0
.6

%
)

1
,8

4
1

5
.5

%
(1

4
.9

%
)

3
8

0
.1

%
(0

.4
%
)

1
8
,0

1
3

5
3
.6

%
(5

4
.7

%
)

指
 　

定
 　

都
 　

市
2
2
,2

1
3

1
8
,4

0
2

8
2
.8

%
(8

4
.2

%
)

1
0
,7

1
6

5
8
.2

%
(4

3
.1

%
)

2
,6

2
3

1
4
.3

%
(2

9
.9

%
)

2
7

0
.1

%
(0

.2
%
)

8
0
.0

4
%

(0
.0

5
%
)

5
,0

2
8

2
7
.3

%
(2

6
.8

%
)

市
　

　
 

区
1
9
,8

0
2

1
6
,9

3
4

8
5
.5

%
(8

6
.4

%
)

6
1
3

3
.6

%
(2

.7
%
)

1
2
,5

7
4

7
4
.3

%
(7

1
.3

%
)

1
,1

3
5

6
.7

%
(8

.3
%
)

3
3

0
.2

%
(0

.1
%
)

2
,5

7
9

1
5
.2

%
(1

7
.7

%
)

町
　

　
 

村
1
,0

8
0

9
2
7

8
5
.8

%
(8

8
.4

%
)

4
0
.4

%
(0

.8
%
)

7
0
2

7
5
.7

%
(7

6
.5

%
)

6
7

7
.2

%
(8

.8
%
)

1
0
.1

%
(0

.0
%
)

1
5
3

1
6
.5

%
(1

3
.9

%
)

一
部

事
務

組
合

等
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6
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%
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0
0
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%
)

0
0
.0

%
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.0
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6
1
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%
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0
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%
)

0
0
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%
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.0
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)

0
0
.0

%
(0
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%
)

0
0
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%
(2

0
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%
)

1
9
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9
8

7
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9
8

3
7
.3

%
(3

2
.9

%
)

3
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7
8

4
4
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%
(3

7
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%
)

3
3

0
.5

%
(0

.2
%
)

1
,0

6
8

1
4
.8

%
(1

5
.1

%
)

2
1

0
.3

%
(0

.5
%
)

2
,8

9
8

4
0
.3

%
(4

7
.1

%
)

都
 　

道
 　

府
 　

県
1
9
,2

9
8

7
,1

9
8

3
7
.3

%
(3

2
.9

%
)

3
,1

7
8

4
4
.2

%
(3

7
.1

%
)

3
3

0
.5

%
(0

.2
%
)

1
,0

6
8

1
4
.8

%
(1

5
.1

%
)

2
1

0
.3

%
(0

.5
%
)

2
,8

9
8

4
0
.3

%
(4

7
.1

%
)

指
 　

定
 　

都
 　

市
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

市
　

　
 

区
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

町
　

　
 

村
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

一
部

事
務

組
合

等
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

8
4
0

6
1
0

7
2
.6

%
(7

0
.6

%
)

1
2
1

1
9
.8

%
(2

0
.3

%
)

4
4
0

7
2
.1

%
(5

9
.6

%
)

3
0

4
.9

%
(4

.7
%
)

5
0
.8

%
( 0

.5
%
)

1
4

2
.3

%
(1

4
.9

%
)

都
 　

道
 　

府
 　

県
7
3

4
0

5
4
.8

%
(9

6
.4

%
)

0
0
.0

%
(0

.0
%
)

4
0

1
0
0
.0

%
(4

8
.5

%
)

0
0
.0

%
(0

.0
%
)

0
0
.0

%
(0

.0
%
)

0
0
.0

%
(5

1
.5

%
)

指
 　

定
 　

都
 　

市
7
3

5
2

7
1
.2

%
(4

6
.8

%
)

3
1

5
9
.6

%
(7

3
.5

%
)

1
3

2
5
.0

%
(1

2
.8

%
)

0
0
.0

%
(7

.7
%
)

0
0
.0

%
(2

.6
%
)

8
1
5
.4

%
(3

.4
%
)

市
　

　
 

区
3
6
1

2
6
5

7
3
.4

%
(6

8
.2

%
)

9
0

3
4
.0

%
(3

5
.7

%
)

1
5
0

5
6
.6

%
(4

0
.2

%
)

1
5

5
.7

%
(1

1
.2

%
)

4
1
.5

%
(0

.0
%
)

6
2
.3

%
(1

2
.9

%
)

町
　

　
 

村
5
7

5
0

8
7
.7

%
(8

9
.6

%
)

0
0
.0

%
(0

.0
%
)

3
7

7
4
.0

%
(8

0
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%
)

1
3

2
6
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%
(0

.0
%
)

0
0
.0

%
(0

.0
%
)

0
0
.0

%
(1

9
.6

%
)

一
部

事
務

組
合

等
2
7
6

2
0
3

7
3
.6

%
(7

3
.0

%
)

0
0
.0

%
(0

.0
%
)

2
0
0

9
8
.5

%
(9

7
.2

%
)

2
1
.0

%
(1

.6
%
)

1
0
.5

%
(0

.4
%
)

0
0
.0

%
(0

. 8
%
)

1
4
,9

5
0

8
,0

4
6

5
3
.8

%
(7

1
.4

%
)

3
7
7

4
.7

%
(1

3
.5

%
)

5
,9

5
2

7
4
.0

%
(6

4
.3

%
)

7
8
3

9
.7

%
(1

1
.4

%
)

9
6

1
.2

%
(1

.3
%
)

8
3
8

1
0
.4

%
(9

.5
%
)

都
 　

道
 　

府
 　

県
5
,6

1
1

2
,6

4
5

4
7
.1

%
(6

1
.1

%
)

6
7

2
.5

%
(8

.4
%
)

1
,9

0
9

7
2
.2

%
(6

5
.4

%
)

5
1
6

1
9
.5

%
(2

1
.6

%
)

2
4

0
.9

%
(2

.6
%
)

1
2
9

4
.9

%
(2

.0
%
)

指
 　

定
 　

都
 　

市
1
,8

0
6

1
,3

9
3

7
7
.1

%
(8

3
.1

%
)

5
3

3
.8

%
(3

9
.2

%
)

1
,1

3
9

8
1
.8

%
(5

6
.4

%
)

2
0
.1

%
(0

.9
%
)

5
3

3
.8

%
(1

.6
%
)

1
4
6

1
0
.5

%
(1

.9
%
)

市
　

　
 

区
5
,3

8
4

2
,8

9
1

5
3
.7

%
(7

7
.2

%
)

2
4
5

8
.5

%
(1

1
.5

%
)

1
,8

9
6

6
5
.6

%
(6

1
.1

%
)

2
3
0

8
.0

%
(7

.1
%
)

1
5

0
.5

%
(0

.3
%
)

5
0
5

1
7
.5

%
(2

0
.0

%
)

町
　

　
 

村
2
2
7

1
8
9

8
3
.3

%
(8

3
.4

%
)

8
4
.2

%
(2

.3
%
)

1
4
0

7
4
.1

%
(6

9
.5

%
)

1
5

7
.9

%
(1

4
.1

%
)

2
1
.1

%
(0

.0
%
)

2
4

1
2
.7

%
(1

4
.1

%
)

一
部

事
務

組
合

等
1
,9

2
2

9
2
8

4
8
.3

%
(7

8
.1

%
)

4
0
.4

%
(0

.0
%
)

8
6
8

9
3
.5

%
(9

1
.9

%
)

2
0

2
.2

%
(4

.3
%
)

2
0
.2

%
(0

.4
%
)

3
4

3
.7

%
(3

. 4
%
)

（
注

）

５
　

一
部

事
務

組
合

等
に

つ
い

て
は

、
専

任
の

職
員

が
所

属
す

る
団

体
の

み
調

査
対

象
と

し
て

い
る

。

表
２

１
 
長

時
間

勤
務

者
に

対
す

る
医

師
に

よ
る

面
接

指
導

の
状

況

６
 
長

時
間

勤
務

者
に

対
す

る
医

師
に

よ
る

面
接

指
導

の
部

局
別

実
施

状
況

医
師

の
面

接
指

導
の

対
象

と
な

る
要

件
に

該
当

し
た

職
員

（
a）

医
師

の
面

接
指

導
が

行
わ

れ
な

か
っ

た
職

員
（
b
）

面
接

指
導

を
受

け
る

必
要

が
な

い
と

医
師

が
判

断
し

た
（
※

）
（
c）

職
員

に
対

し
、

面
接

指
導

を
受

け
る

こ
と

を
通

知
・
勧

奨
し

た
が

、
反

応
が

無
か

っ
た

又
は

職
員

自
身

が
必

要
な

い
と

判
断

し
た

（
ｄ
）

職
員

が
業

務
多

忙
で

面
接

時
間

を
確

保
で

き
な

か
っ

た
（
e）

職
員

が
人

事
異

動
や

休
職

等
に

な
っ

た
こ

と
に

よ
り

、
通

知
・
勧

奨
す

る
こ

と
が

で
き

な
か

っ
た

（
f）

そ
の

他
（
g）

区
分

４
　

端
数

処
理

の
た

め
、

合
計

が
1
0
0
％

と
な

ら
な

い
場

合
が

あ
る

。

知
事

及
び

市
区

町
村

長

教
育

委
員

会

警
　

 　
　

　
察

消
　

 　
　

　
防

公
 営

 企
 業

１
　

職
員

数
は

令
和

６
年

度
の

延
べ

人
数

で
あ

る
。

２
　

（
※

）
労

働
安

全
衛

生
規

則
第

5
2
条

の
2
第

1
項

の
規

定
に

よ
り

、
時

間
外

勤
務

時
間

算
定

の
期

日
前

１
か

月
以

内
に

面
接

指
導

を
受

け
た

職
員

な
ど

に
つ

い
て

、
面

接
指

導
を

受
け

る
必

要
が

な
い

と
し

て
医

師
が

判
断

し
た

場
合

は
、

面
接

指
導

を
行

わ
な

い
こ

と
が

認
め

ら
れ

て
い

る
。

３
　

医
師

の
面

接
指

導
が

行
わ

れ
な

か
っ

た
そ

の
他

の
主

な
理

由
と

し
て

は
、

「
産

業
医

と
日

程
の

調
整

が
つ

か
な

か
っ

た
」
な

ど
で

あ
る

。
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割
合

割
合

割
合

割
合

割
合

割
合

（
前
年
度
）

（
前
年
度
）

（
前
年
度
）

（
前
年
度
）

（
前
年
度
）

（
前
年
度
）

1
0
0
.0

%
9
9
.6

%
9
0
.6

%
9
9
.5

%
8
4
.0

%
9
9
.1

%
(1

0
0
.0

%
)

(9
9
.6

%
)

(9
3
.4

%
)

(9
9
.5

%
)

(8
1
.5

%
)

(9
8
.3

%
)

1
0
0
.0

%
1
0
0
.0

%
9
7
.8

%
9
9
.9

%
8
2
.7

%
9
9
.8

%
(1

0
0
.0

%
)

(1
0
0
.0

%
)

(9
7
.7

%
)

(9
9
.7

%
)

(8
6
.8

%
)

(9
9
.3

%
)

9
9
.5

%
8
8
.1

%
7
9
.7

%
9
6
.3

%
5
5
.6

%
9
4
.4

%
(9

9
.9

%
)

(8
6
.0

%
)

(7
8
.6

%
)

(9
6
.5

%
)

(5
5
.3

%
)

(9
2
.4

%
)

-
-

-
9
3
.6

%
4
0
.8

%
8
2
.0

%
-

-
-

(9
3
.4

%
)

(4
6
.5

%
)

(7
9
.2

%
)

9
9
.6

%
9
3
.3

%
8
6
.3

%
9
7
.8

%
6
9
.6

%
9
4
.8

%
(9

9
.9

%
)

(9
1
.9

%
)

(8
6
.3

%
)

(9
7
.9

%
)

(7
0
.0

%
)

(9
3
.0

%
)

（
参
考
）

1
0
0
.0

%
9
5
.4

%
8
7
.1

%
9
7
.4

%
6
6
.7

%
9
1
.8

%
(9

6
.0

%
)

(9
3
.5

%
)

(8
7
.9

%
)

(9
8
.0

%
)

(6
6
.0

%
)

(9
0
.5

%
)

9
9
.6

%
9
3
.3

%
8
6
.3

%
9
7
.8

%
6
9
.5

%
9
4
.7

%
(9

9
.8

%
)

(9
2
.0

%
)

(8
6
.4

%
)

(9
7
.9

%
)

(6
9
.9

%
)

(9
2
.9

%
)

割
合

割
合

割
合

割
合

割
合

割
合

割
合

（
前
年
度
）

（
前
年
度
）

（
前
年
度
）

（
前
年
度
）

（
前
年
度
）

（
前
年
度
）

（
前
年
度
）

9
9
.5

%
5
6
.6

%
8
8
.7

%
9
9
.8

%
6
5
.7

%
9
9
.9

7
%

7
2
.2

%
(9

9
.4

%
)

(5
9
.4

%
)

(8
4
.8

%
)

(9
9
.5

%
)

(6
2
.5

%
)

(9
9
.8

%
)

(6
7
.9

%
)

9
9
.5

%
6
3
.1

%
9
3
.6

%
1
0
0
.0

%
9
2
.8

%
9
9
.5

%
6
3
.2

%
(9

9
.5

%
)

(5
7
.7

%
)

(9
2
.3

%
)

(1
0
0
.0

%
)

(9
1
.6

%
)

(9
9
.5

%
)

(6
0
.4

%
)

9
6
.4

%
3
3
.4

%
8
4
.1

%
9
2
.3

%
5
0
.6

%
9
5
.0

%
5
4
.0

%
(9

7
.0

%
)

(3
3
.3

%
)

(8
4
.3

%
)

(9
4
.1

%
)

(5
3
.7

%
)

(9
6
.1

%
)

(5
3
.7

%
)

9
5
.3

%
2
6
.7

%
7
3
.3

%
-

-
9
3
.5

%
3
0
.8

%
(9

4
.5

%
)

(2
8
.4

%
)

(7
6
.5

%
)

-
-

(9
4
.0

%
)

(2
7
.5

%
)

9
8
.0

%
4
6
.3

%
8
5
.9

%
9
5
.7

%
6
3
.1

%
9
7
.5

%
6
0
.4

%
(9

8
.1

%
)

(4
7
.6

%
)

(8
4
.6

%
)

(9
6
.5

%
)

(6
2
.8

%
)

(9
7
.9

%
)

(5
8
.1

%
)

（
参
考
）

9
8
.4

%
4
5
.1

%
8
1
.6

%
1
0
0
.0

%
8
6
.3

%
9
3
.9

%
5
7
.7

%
(9

8
.6

%
)

(4
4
.9

%
)

(8
3
.4

%
)

(9
7
.9

%
)

(8
5
.1

%
)

(9
6
.6

%
)

(5
9
.6

%
)

9
8
.0

%
4
6
.3

%
8
5
.8

%
9
5
.9

%
6
3
.9

%
9
7
.4

%
6
0
.4

%
(9

8
.1

%
)

(4
7
.5

%
)

(8
4
.6

%
)

(9
6
.6

%
)

(6
3
.5

%
)

(9
7
.9

%
)

(5
8
.2

%
)

（
注
）
１
　
そ
れ
ぞ
れ
労
働
安
全
衛
生
法
に
基
づ
く
選
任
・
設
置
状
況
等
を
計
上
し
て
い
る
。

（
注
）
２
　
「
情
報
提
供
を
行
っ
て
い
る
事
業
場
数
」
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
第
1
3
条
に
基
づ
き
産
業
医
へ
情
報
提
供
し
て
い
る
事
業
場
数
を
計
上
し
て
い
る
。

（
注
）
３
　
一
部
事
務
組
合
等
に
つ
い
て
は
、
専
任
の
職
員
が
所
属
す
る
団
体
の
み
調
査
対
象
と
し
て
い
る
。

2
7
6

2
6
9

3
3
,6

4
7

設
置
を

要
す
る

事
業
場

設
置

し
て
い
る

事
業
場

毎
月
1
回
以
上

開
催
し
て
い
る

事
業
場
数

8
,9

9
0

1
,1

0
7

1
,1

0
3

1
,8

1
5

1
,6

9
4

1
,4

6
2

1
5
,2

9
4

1
4
,9

5
2

1
0
,3

9
5

3
5
,5

3
9

1
5
,2

9
4

1
4
,9

8
9

6
,9

4
0

1
2
,8

6
1

1
,5

7
9

1
,5

1
4

9
6
7

1
5
,2

9
4

1
4
,8

9
6

5
2
9

合
計

(一
部

事
務

組
合

等
含

む
)

区
分

合
計

(一
部

事
務

組
合

等
含

む
)

都
道
府
県

指
定
都
市

市
区

町
村

4
,6

3
4

1
,8

3
4

1
,7

4
8

6
,4

2
4

6
,3

9
2

合
計

1
4
,7

8
5

1
4
,4

8
8

5
0
1

1
,7

2
2

一
部

事
務

組
合

等
5
0
9

選
任
を

要
す
る

事
業
場

4
0
9

1
,2

8
1

表
２

２
　

 
安

全
衛

生
管

理
体

制
の

整
備

状
況

（
令

和
６

年
度

）

都
道
府
県

指
定
都
市
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